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１ 計画の位置づけ 

本計画は、袖ケ浦市総合計画条例（平成３０年条例第１号）に基づき、前期基本計

画に定める施策を実現するための計画であって、個別の事業における年次ごとの取組

内容を明らかにするものです。 

 
２ 策定の趣旨 

本計画では、令和２年度を初年度とする新たな総合計画に基づき、市が目指す将来

の姿「みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦」を実現するため

の、各施策分野における有効な事業をまとめ、総合的な施策展開を図ってまいります。 

本計画の策定にあたっては、前期基本計画に定める施策の方向性に即し、本市が抱

える多様化する行政課題の解決を図るための必要性や有効性、緊急性などについて事

前評価を実施し、将来にわたる健全財政の維持を考慮するとともに、経常経費の節

減・合理化及び特定財源の積極的な確保に努め、真に優先度の高い事業を厳選して計

画に位置づけ、今後３年間の行財政運営の具体的な指針として策定するものです。 

特に本計画期間中においては、市の優れた地域性を活かしたまちづくりの実現、多

様化、高度化する市民ニーズに対するきめ細やかな対応、地域防災力の向上による総

合的な災害対策の強化や、子育て・教育の充実、工業や農業をはじめとする各産業の

活性化などに取り組みます。 

 

３ 計画の期間 
本計画の期間は、令和２年度から令和４年度までの３年間とします。 

 

４ 人口の見通し 
人口減少社会が到来し、県下の多くの自治体において人口が減少する中、本市にお

いては、これまでの都市基盤整備や子育て支援・教育の充実などの人口流入を図る施

策を推進してきた結果、人口は増加傾向で推移しており、本計画期間中も増加を続け

る見込みです。 
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５ 財政計画 
財政計画（一般会計）の作成にあたっては、今後も厳しい財政状況が続く見込みの

中で、計画事業の実効性と将来に亘る健全財政の維持を念頭に置き、計画期間の総額

を歳入、歳出ともに７９９億９千７百万円と見込みました。 

なお、項目別の内訳は別表１（６頁）のとおりです。 

（１）歳入 

歳入の根幹をなす市税収入は、景気が緩やかに回復傾向にあったことから、近

年では法人市民税が増収傾向にあるものの、平成９年度の約１６７億円から平成

３０年度には約１３６億円に減少しています。今後、袖ケ浦駅海側地区の商業施

設及び椎の森工業団地２期地区の企業の操業により固定資産税の増額や、地方消

費税交付金についても消費税率の変更の影響による増額の要因はあるものの、総

じて経常一般財源の大幅な増収を見込むことはできない状況です。 
このような状況を踏まえ、今後の社会経済情勢の変動を見据えながら税目ごと

に推計を実施した結果、市税の総額は４０８億８千２百万円、歳入全体に占める

割合は５１．１％になるものと見込みました。また、国県支出金等の特定財源に

ついては、国、県の動向や計画事業の内容を勘案して財源を見込みました。 
（２）歳出 

歳出については、高齢化の進展や保育需要の高まりにより扶助費をはじめとし

た社会保障費の更なる増加による経常収支比率の上昇や、老朽化が進む公共施設

の維持・更新などに多額の費用が必要となることや、近年の大型事業に係る地方

債の元金償還額の増加、消費税率改正の影響による物件費等の増などから、財政

構造的に厳しい状態が続くことが見込まれます。 

このような状況を踏まえ、堅実な財政運営と市が目指す将来の姿の実現に向け

た政策的経費を確保していくため、計画事業の選択を徹底するとともに、経常経

費の抑制と特定財源等の確保に努めました。 

 

６ 施策の体系 
前期基本計画では、市が目指す将来の姿の実現に向けて６つの章と３２の施策、９

２の施策の方向性を体系化しており、本計画では、これに基づき別表２（８頁）の施

策体系によって、計画事業の具体的な位置づけを行っています。 
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７ 計画事業数 
  本計画に登載される計画事業は１６６事業で、各施策分野別及び性質別における計

画事業数は次のとおりです。 

（１）施策分野別の計画事業数 

➢第１章 子育て・教育・文化 ……………………………………… ４６事業 

➢第２章 健康・医療・福祉 ………………………………………… ２６事業 

➢第３章 防災・防犯・環境 ………………………………………… ２７事業 

➢第４章 都市形成・都市基盤 ……………………………………… ２６事業 

➢第５章 産業 ………………………………………………………… ２２事業 

➢第６章 市民活動・行財政 ………………………………………… １９事業 

（合計１６６事業） 

（２）性質別の計画事業数 

➢継続事業  ⇒ １３８事業   新規事業 ⇒ ２８事業 

➢ソフト事業 ⇒ １３０事業  ハード事業 ⇒ ３６事業 

➢一般会計  ⇒ １５５事業   特別会計 ⇒ １１事業 

➢地方創生総合戦略事業 ⇒ １０１事業 

 

８ 計画事業費（一般会計） 
本計画の一般会計事業費は、総額１７２億９千７百万円、歳出全体に占める割合は 

２１．６％になるものと見込みました。 

また、一般会計事業費のうち一般財源充当額は７１億１千３百万円で、事業費の 

４１．１％になります。 

  各施策分野別における事業費は次のとおりです。 

➢第１章 子育て・教育・文化 ………………………… ３８億２千５百万円 

➢第２章 健康・医療・福祉 …………………………… １７億７千４百万円 

➢第３章 防災・防犯・環境 …………………………… ２１億  ４百万円 

➢第４章 都市形成・都市基盤 ………………………… ２７億９千３百万円 

➢第５章 産業 …………………………………………… １６億６千   円 

➢第６章 市民活動・行財政 …………………………… ５１億４千１百万円 
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（別表１）財政計画（一般会計） 
 
１ 歳 入 
  

項  目 計画期間（令和 2 年度～令和 4年度） 

区  分   金額（百万円） 構成比（％） 

１ 市税 ４０，８８２ ５１．１％ 

２ 地方譲与税 １，１１４ １．４％ 

３ 利子割交付金 ２１ ０．０％ 

４ 配当割交付金 １１０ ０．１％ 

５ 株式等譲渡所得割交付金 １０９ ０．１％ 

６ 法人事業税交付金 ４０５ ０．５％ 

７ 地方消費税交付金 ４，６９９ ５．９％ 

８ ゴルフ場利用税交付金 ２７６ ０．４％ 

９ 自動車取得税交付金 ０ ０．０％ 

10 環境性能割交付金 １５０ ０．２％ 

11 地方特例交付金 ２６４ ０．３％ 

12 地方交付税 ３８９ ０．５％ 

13 交通安全対策特別交付金 ２４ ０．０％ 

14 分担金及び負担金 １，１８１ １．５％ 

15 使用料及び手数料 １，５０３ １．９％ 

16 国庫支出金 １１，８８７ １４．９％ 

17 県支出金 ５，９３３ ７．４％ 

18 財産収入 ９３ ０．１％ 

19 寄附金 ２２０ ０．３％ 

20 繰入金 １，６５５ ２．１％ 

21 諸収入 １，６９０ ２．１％ 

22 市債 ６，０９２ ７．６％ 

23 その他収入 １，３００ １．６％ 

合   計 ７９，９９７ １００％ 
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２ 歳 出 
  項  目 計画期間（令和 2 年度～令和 4年度） 

区  分   金額（百万円） 構成比（％） 

１ 人件費 １６，７５３ ２０．９％ 

２ 扶助費 １６，３０３ ２０．４％ 

３ 公債費 ４，２６８ ５．３％ 

義務的経費計（1+2+3） ３７，３２４ ４６．６％ 

４ 物件費 １４，７８２ １８．５％ 

５ 維持補修費 １，０５７ １．３％ 

６ 補助費等 ９，７３３ １２．２％ 

７ 経常的繰出金 ４，１８０ ５．２％ 

経常的経費計（1+2+3+4+5+6+7） ６７，０７６ ８３．８％ 

８ 普通建設事業費 １０，５５２ １３．２％ 

９ 災害復旧事業費 ４３ ０．１％ 

10 積立金 ９７９ １．２％ 

11 投資、出資金及び貸付金 １，０４７ １．３％ 

12 繰出金 ０ ０．０％ 

13 予備費 ３００ ０．４％ 

合   計 ７９，９９７ １００．０％ 

    

  うち計画事業費 １７，２９７ ２１．６％ 

    うち投資的事業費 ９，７０９ １２．１％ 

    うち経常的事業費 ７，５８８ ９．５％ 
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（別表１）財政計画（一般会計） 
 
１ 歳 入 
  

項  目 計画期間（令和 2年度～令和 4年度） 

区  分   金額（百万円） 構成比（％） 

１ 市税 ４０，８８２ ５１．１％ 

２ 地方譲与税 １，１１４ １．４％ 

３ 利子割交付金 ２１ ０．０％ 

４ 配当割交付金 １１０ ０．１％ 

５ 株式等譲渡所得割交付金 １０９ ０．１％ 

６ 法人事業税交付金 ４０５ ０．５％ 

７ 地方消費税交付金 ４，６９９ ５．９％ 

８ ゴルフ場利用税交付金 ２７６ ０．４％ 

９ 自動車取得税交付金 ０ ０．０％ 

10 環境性能割交付金 １５０ ０．２％ 

11 地方特例交付金 ２６４ ０．３％ 

12 地方交付税 ３８９ ０．５％ 

13 交通安全対策特別交付金 ２４ ０．０％ 

14 分担金及び負担金 １，１８１ １．５％ 

15 使用料及び手数料 １，５０３ １．９％ 

16 国庫支出金 １１，８８７ １４．９％ 

17 県支出金 ５，９３３ ７．４％ 

18 財産収入 ９３ ０．１％ 

19 寄附金 ２２０ ０．３％ 

20 繰入金 １，６５５ ２．１％ 

21 諸収入 １，６９０ ２．１％ 

22 市債 ６，０９２ ７．６％ 

23 その他収入 １，３００ １．６％ 

合   計 ７９，９９７ １００％ 
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第２部 各 論 
 

  



 
 

 
 
第１章 子育て・教育・文化 
１ 子育て支援 
【目指すまちの姿】 

○行政・地域・家庭が一体となった子育て支援の取組により、安心して子育てできる環

境となっています。 

○次代を担う子どもたちが、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うため、等しく幼

児期の教育・保育を受けることができる環境が整えられています。 
 

【施策の方向性】 
（１）結婚や妊娠・出産に向けた支援の充実 

・結婚を望む人へのきっかけづくりとして、出会いの機会を提供します。 
・不妊治療に取り組みやすい環境を整備するとともに、妊娠から出産・子育てまでそれ

ぞれの段階に応じたサポートの充実を図ります。 
 
（２）子育て世帯の状況に応じた支援の充実 

・妊娠期から子育て期までそれぞれの段階に対応した専門職による相談の受付、産前産

後期におけるヘルパー派遣、子育て世帯への経済的支援など、子育て世帯の状況に応

じた支援の充実を進めます。 
・昼間に保護者が家庭にいない小学生の放課後の居場所を提供する放課後児童クラブに

ついては、運営の支援を行うとともに、ニーズの拡大に対応するため施設の整備を進

めます。 
 

（３）幼児教育・保育サービスの充実 

・幼稚園、保育所、認定こども園における共通の教育指針として定めた「幼児教育カリ

キュラム」を積極的に活用することにより、更に質の高い幼児教育・保育を提供する

とともに、小学校への滑らかな接続を推進していきます。 
・保育が必要な保護者の多様なニーズに対応するため、様々な保育サービスの充実を図

るとともに、子どもたちが安全な環境の下で安心して過ごせる活動場所を提供します。 
・質と量の両面で十分な保育サービスを提供するため、必要な保育施設を確保します。

また、保育士の負担軽減のため、保育所内の事業の効率化も推進します。 
 
（４）地域における子育て支援施策の充実 

・地域で出産や子育てに関する情報収集や相談ができ、親子の交流が図れる場である子

育て支援センターの活動の支援や、ファミリーサポートセンター事業を推進すること

で、地域における子育て支援の浸透を図ります。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

結婚相談事業 

【実計新規】 

結婚を希望する独身男女に対

して、結婚に向けた出会いの

場を提供するとともに、相談及

び支援を行います。 

結婚相談

の実施 

婚活イベ

ントの開催 

特設休日

相談の開

催 

結婚相談

の実施 

婚活イベン

トの開催 

特設休日

相談の開

催 

結婚相談

の実施 

婚活イベン

トの開催 

特設休日

相談の開

催 

市民活

動支援

課 

特定不妊治療

費等助成事業 

不妊治療は、不妊に悩まれ、

身体的、精神的負担も大きい

上に、費用が高額になることも

多く、経済的理由から十分な

治療を受けることを諦めざるを

得ない方も少なくないため、特

定不妊治療費と男性不妊検査

費の助成をします。 

特定不妊

治療費や

男性不妊

検査費の

助成 

事業の周

知 

特定不妊

治療費や

男性不妊

検査費の

助成 

事業の周

知 

特定不妊

治療費や

男性不妊

検査費の

助成 

事業の周

知 

助成額等

の見直し 

健康推

進課 

 

 
 

 
➢【施策の方向性】は、前期基

本計画における今後 6 年間

（令和 2～7 年度）の施策の方

向性について掲載していま

す。 

第２部 各論の見方 

 
➢【事務事業の位置づけ】は、

施策の方向性を踏まえて、

市が第１期実施計画の期間

（令和 2～4 年度）に予定す

る具体的な事務事業につい

て、その内容を記載していま

す。 
 

※ 事業名の末尾に 【新規】

が記された事業は第 1 期

実施計画で新たに取組を

行うものです。 

※ 事業名の末尾に 【実計

新規】が記された事業は、

これまでも取り組んでいた

ものを新たに計画に位置

付けて行うものです。 
 
※ 担当課は令和 2 年 4 月１

日 現 在 の 組 織 に な り ま

す。 

例 示 

 
➢【目指すまちの姿】は、令和2

年度に策定した前期基本計

画における、前期基本計画

期間満了時（令和 7 年度）に

目指すまちの姿について掲

載しています。 
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第１章 子育て・教育・文化 
１ 子育て支援 
【目指すまちの姿】 

○行政・地域・家庭が一体となった子育て支援の取組により、安心して子育てできる環

境となっています。 

○次代を担う子どもたちが、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うため、等しく幼

児期の教育・保育を受けることができる環境が整えられています。 
 

【施策の方向性】 
（１）結婚や妊娠・出産に向けた支援の充実 

・結婚を望む人へのきっかけづくりとして、出会いの機会を提供します。 
・不妊治療に取り組みやすい環境を整備するとともに、妊娠から出産・子育てまでそれ

ぞれの段階に応じたサポートの充実を図ります。 
 
（２）子育て世帯の状況に応じた支援の充実 

・妊娠期から子育て期までそれぞれの段階に対応した専門職による相談の受付、産前産

後期におけるヘルパー派遣、子育て世帯への経済的支援など、子育て世帯の状況に応

じた支援の充実を進めます。 
・昼間に保護者が家庭にいない小学生の放課後の居場所を提供する放課後児童クラブに

ついては、運営の支援を行うとともに、ニーズの拡大に対応するため施設の整備を進

めます。 
 

（３）幼児教育・保育サービスの充実 

・幼稚園、保育所、認定こども園における共通の教育指針として定めた「幼児教育カリ

キュラム」を積極的に活用することにより、更に質の高い幼児教育・保育を提供する

とともに、小学校への滑らかな接続を推進していきます。 
・保育が必要な保護者の多様なニーズに対応するため、様々な保育サービスの充実を図

るとともに、子どもたちが安全な環境の下で安心して過ごせる活動場所を提供します。 
・質と量の両面で十分な保育サービスを提供するため、必要な保育施設を確保します。

また、保育士の負担軽減のため、保育所内の事業の効率化も推進します。 
 
（４）地域における子育て支援施策の充実 

・地域で出産や子育てに関する情報収集や相談ができ、親子の交流が図れる場である子

育て支援センターの活動の支援や、ファミリーサポートセンター事業を推進すること

で、地域における子育て支援の浸透を図ります。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

結婚相談事業 

【実計新規】 

結婚を希望する独身男女に対

して、結婚に向けた出会いの

場を提供するとともに、相談及

び支援を行います。 

結婚相談

の実施 

婚活イベ

ントの開催 

特設休日

相談の開

催 

結婚相談

の実施 

婚活イベン

トの開催 

特設休日

相談の開

催 

結婚相談

の実施 

婚活イベン

トの開催 

特設休日

相談の開

催 

市民活

動支援

課 

特定不妊治療

費等助成事業 

不妊治療は、不妊に悩まれ、

身体的、精神的負担も大きい

上に、費用が高額になることも

多く、経済的理由から十分な

治療を受けることを諦めざるを

得ない方も少なくないため、特

定不妊治療費と男性不妊検査

費の助成をします。 

特定不妊

治療費や

男性不妊

検査費の

助成 

事業の周

知 

特定不妊

治療費や

男性不妊

検査費の

助成 

事業の周
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特定不妊

治療費や

男性不妊

検査費の
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助成額等
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➢【施策の方向性】は、前期基

本計画における今後 6 年間

（令和 2～7 年度）の施策の方

向性について掲載していま

す。 

第２部 各論の見方 

 
➢【事務事業の位置づけ】は、

施策の方向性を踏まえて、

市が第１期実施計画の期間

（令和 2～4 年度）に予定す

る具体的な事務事業につい

て、その内容を記載していま

す。 
 

※ 事業名の末尾に 【新規】

が記された事業は第 1 期

実施計画で新たに取組を

行うものです。 

※ 事業名の末尾に 【実計

新規】が記された事業は、

これまでも取り組んでいた

ものを新たに計画に位置

付けて行うものです。 
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日 現 在 の 組 織 に な り ま

す。 
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➢【目指すまちの姿】は、令和2

年度に策定した前期基本計

画における、前期基本計画

期間満了時（令和 7 年度）に

目指すまちの姿について掲

載しています。 
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第１章 子育て・教育・文化 
１ 子育て支援 
【目指すまちの姿】 

○行政・地域・家庭が一体となった子育て支援の取組により、安心して子育てできる環境となってい

ます。 

○次代を担う子どもたちが、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うため、等しく幼児期の教育・

保育を受けることができる環境が整えられています。 
 

【施策の方向性】 

（１）結婚や妊娠・出産に向けた支援の充実 

・結婚を望む人へのきっかけづくりとして、出会いの機会を提供します。 
・不妊治療に取り組みやすい環境を整備するとともに、妊娠から出産・子育てまでそれぞれの段階に

応じたサポートの充実を図ります。 
 
（２）子育て世帯の状況に応じた支援の充実 

・妊娠期から子育て期までそれぞれの段階に対応した専門職による相談の受付、産前産後期における

ヘルパー派遣、子育て世帯への経済的支援など、子育て世帯の状況に応じた支援の充実を進めます。 
・昼間に保護者が家庭にいない小学生に放課後の居場所を提供する放課後児童クラブについては、運

営の支援を行うとともに、ニーズの拡大に対応するため施設の整備を進めます。 
 

（３）幼児教育・保育サービスの充実 

・幼稚園、保育所、認定こども園における共通の教育指針として定めた「幼児教育カリキュラム」を

積極的に活用することにより、さらに質の高い幼児教育・保育を提供するとともに、小学校への滑

らかな接続を推進していきます。 
・保育が必要な児童の保護者の多様なニーズに対応するため、様々な保育サービスの充実を図るとと

もに、子どもたちが安全な環境の下で安心して過ごせる活動場所を提供します。 
・質と量の両面で十分な保育サービスの提供を推進します。 

 
（４）地域における子育て支援施策の充実 

・地域で出産や子育てに関する情報収集や相談ができ、親子の交流が図れる場である子育て支援セン

ターの活動の支援や、ファミリーサポートセンター事業を推進することで、地域における子育て支

援の浸透を図ります。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

結婚相談 
事業 
【実計新規】 

結婚を希望する独身男女に対して、
結婚に向けた出会いの場を提供す
るとともに、相談及び支援を行いま
す。 

結婚相談の実
施 
婚活イベント
の開催 
特設休日相談
の開催 

結婚相談の実
施 
婚活イベント
の開催 
特設休日相談
の開催 

結婚相談の実
施 
婚活イベント
の開催 
特設休日相談
の開催 

市民活動
支援課 

特定不妊治
療費等助成
事業 

不妊治療は、不妊に悩まれ、身体
的、精神的負担も大きい上に、費用
が高額になることも多く、経済的理
由から十分な治療を受けることを諦
めざるを得ない方も少なくないため、
特定不妊治療費と男性不妊検査費
の助成をします。 

特定不妊治療
費や男性不妊
検査費の助成 
事業の周知 

特定不妊治療
費や男性不妊
検査費の助成 
事業の周知 

特定不妊治療
費や男性不妊
検査費の助成 
事業の周知 
助成額等の見
直し 

健康推進課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

子育て世代
包括支援 
事業 

子育て世代の市民が安心して子ども
を産み育てられる環境づくりを推進
するため、妊娠期から子育て期にわ
たるまでの切れ目のない支援を行い
ます。 

子育て世代総
合サポートセ
ンターでの妊
娠から出産、
子育てまでの
相談受付及び
支援 

子育て世代総
合サポートセ
ンターでの妊
娠から出産、
子育てまでの
相談受付及び
支援 

子育て世代総
合サポートセ
ンターでの妊
娠から出産、
子育てまでの
相談受付及び
支援 

子育て 
支援課 
健康推進課 

産前産後 
ヘルパー 
派遣事業 

妊娠期又は産後期において、家族
等から十分な家事又は育児の援助
が受けられない母親等の負担軽減
を図るため、家事及び育児を援助す
るホームヘルパーを派遣します。 

ヘルパー派遣 ヘルパー派遣 ヘルパー派遣 
子育て 
支援課 

子ども医療
費助成事業 

子どもの保健対策の充実及び保護
者の経済的負担の軽減を図るため、
中学生までの医療費、調剤費等の
一部を助成します。 

医療費の助成 医療費の助成 医療費の助成 
子育て 
支援課 

ひとり親家
庭等医療費
助成事業 

母子家庭の母・父子家庭の父・ひと
りで児童を養育する養育者及び１８
歳の年度末までの児童などに対し、
医療費、調剤費等の一部を助成しま
す。 

医療費等の助
成 

医療費等の助
成 

医療費等の助
成 

子育て 
支援課 

放課後児童
クラブ支援
事業 

保護者が昼間家庭にいない小学生
に、放課後の適切な遊びと生活の場
を提供するため、放課後児童クラブ
の運営と民設放課後児童クラブへの
助成を行います。 

補 助 金 交 付
（10 クラブ） 
指定管理者に
よる運営（5 ク
ラブ） 

補 助 金 交 付
（11 クラブ） 
指定管理者に
よる運営（4 ク
ラブ） 

補 助 金 交 付
（13 クラブ） 
指定管理者に
よる運営（4 ク
ラブ） 

子育て 
支援課 

放課後児童
クラブ施設
整備事業 
【実計新規】 

保護者が昼間家庭にいない小学生
に、放課後の適切な遊びと生活の場
を提供するため、小学校の余裕教室
又は学校敷地内等に放課後児童ク
ラブの整備を行います。 

平岡小学校校
舎内に 1 箇所
整備 
旧平岡放課後
児童クラブの
建物の利用に
ついて検討 

奈良輪小学校
敷地内に 2 箇
所整備 
平岡小学校校
舎内に 1 箇所
移設 
旧平岡放課後
児童クラブの
建物の利用に
ついて検討 

奈良輪小学校
敷地内に 2 箇
所新規開設 

子育て 
支援課 

多様なニー
ズに応じた
保育サービ
ス事業 

児童を持つ保護者が安心して子育
てできるよう、多様なニーズに対応し
た一時預かり、延長保育、休日保
育、病児・病後児保育など各種保育
サービスを実施していきます。 

一時預かり、
延長保育、休
日保育、病児
保育、病後児
保育の実施、
ＰＲ 

一時預かり、
延長保育、休
日保育、病児
保育、病後児
保育の実施、
ＰＲ 

一時預かり、
延長保育、休
日保育、病児
保育、病後児
保育の実施、
ＰＲ 

保育課 
子育て 
支援課 

保育所入所
待ち児童支
援事業 

保育所への入所申請をしたものの
入所待機となった児童について、保
護者の経済的負担を軽減するため、
特定保育や一時保育、認可外保育
所を利用した際の費用について助成
を行います。 

申請受付 
補助金の交付 

申請受付 
補助金の交付 

申請受付 
補助金の交付 

保育課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

保育所業務
効率化推進
事業 
【新規】 

保育に関する業務の効率化と保育
士の負担軽減のため、保育所への
システムを導入し、安定した保育士
の確保と受入児童の拡大を図りま
す。 

公立保育所に
おけるシステ
ム導入検討・
準備 
私立保育施設
への情報提
供、国県補助
金を活用した
システム導入
費の補助 

公立保育所に
おけるシステ
ム導入 
私立保育施設
への情報提
供、国県補助
金を活用した
システム導入
費の補助 

公立保育所に
おけるシステ
ム運用 
私立保育施設
への情報提
供、国県補助
金を活用した
システム導入
費の補助 

保育課 

私立保育施
設等整備助
成事業 
【実計新規】 

増加する保育ニーズに対応するた
め、民間事業者による認可保育所、
小規模保育事業等の施設整備費の
一部を助成することで、子育て環境
の整備を推進します。 

190 人程度の
保育定員確保
のため施設整
備を助成 
民間事業者に
よる施設整備
の相談受付 

150 人程度の
保育定員確保
のため施設整
備を助成 
民間事業者に
よる施設整備
の相談受付 

民間事業者に
よる施設整備
の相談受付 

子育て 
支援課 

平川地区 
幼保連携推
進事業 

平川地区における幼児教育及び保
育施設のあり方について検討し、そ
の検討結果を踏まえて整備を推進し
ます。 

平川地区にお
ける幼保施設
のあり方に関
する庁内検討 

平川地区にお
ける幼保施設
のあり方に関
する方針決
定・対外説明 

決定した方針
に基づき事業
着手 

子育て 
支援課 
学校教育課 
保育課 

ファミリー 
サポートセン
ター事業 

地域の子育て環境の向上を図るた
め、育児援助の希望者（利用会員）
と援助希望者（提供会員）が会員と
なり、地域における育児の相互援助
活動を推進するファミリーサポートセ
ンターを運営します。 

ファミリーサポ
ートセンター
の運営 
会員の募集 
研修会の実施 
会員交流会の
実施 

ファミリーサポ
ートセンター
の運営 
会員の募集 
研修会の実施 
会員交流会の
実施 

ファミリーサポ
ートセンター
の運営 
会員の募集 
研修会の実施 
会員交流会の
実施 

子育て 
支援課 

地域子育て
支援拠点 
事業 

児童を持つ保護者が安心して子育
てできるよう、子育て支援センターを
運営する私立保育施設へ助成を行
います。 
また、平川地区の幼保連携と併せて
子育て支援センターの設置を検討し
ます。 

そでがうらこど
も館での継続
実施 
子育て支援セ
ンターの継続
実施 
幼保連携推進
事業と並行
し、平川地区
での実施可能
性を検討 

そでがうらこど
も館での継続
実施 
子育て支援セ
ンターの継続
実施 
幼保連携推進
事業と並行
し、平川地区
での実施方針
決定・対外説
明 

そでがうらこど
も館での継続
実施 
子育て支援セ
ンターの継続
実施 
幼保連携推進
事業と並行
し、平川地区
での実施内容
の検討 

保育課 
子育て 
支援課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

子育て世代
包括支援 
事業 

子育て世代の市民が安心して子ども
を産み育てられる環境づくりを推進
するため、妊娠期から子育て期にわ
たるまでの切れ目のない支援を行い
ます。 

子育て世代総
合サポートセ
ンターでの妊
娠から出産、
子育てまでの
相談受付及び
支援 

子育て世代総
合サポートセ
ンターでの妊
娠から出産、
子育てまでの
相談受付及び
支援 

子育て世代総
合サポートセ
ンターでの妊
娠から出産、
子育てまでの
相談受付及び
支援 

子育て 
支援課 
健康推進課 

産前産後 
ヘルパー 
派遣事業 

妊娠期又は産後期において、家族
等から十分な家事又は育児の援助
が受けられない母親等の負担軽減
を図るため、家事及び育児を援助す
るホームヘルパーを派遣します。 

ヘルパー派遣 ヘルパー派遣 ヘルパー派遣 
子育て 
支援課 

子ども医療
費助成事業 

子どもの保健対策の充実及び保護
者の経済的負担の軽減を図るため、
中学生までの医療費、調剤費等の
一部を助成します。 

医療費の助成 医療費の助成 医療費の助成 
子育て 
支援課 

ひとり親家
庭等医療費
助成事業 

母子家庭の母・父子家庭の父・ひと
りで児童を養育する養育者及び１８
歳の年度末までの児童などに対し、
医療費、調剤費等の一部を助成しま
す。 

医療費等の助
成 

医療費等の助
成 

医療費等の助
成 

子育て 
支援課 

放課後児童
クラブ支援
事業 

保護者が昼間家庭にいない小学生
に、放課後の適切な遊びと生活の場
を提供するため、放課後児童クラブ
の運営と民設放課後児童クラブへの
助成を行います。 

補 助 金 交 付
（10 クラブ） 
指定管理者に
よる運営（5 ク
ラブ） 

補 助 金 交 付
（11 クラブ） 
指定管理者に
よる運営（4 ク
ラブ） 

補 助 金 交 付
（13 クラブ） 
指定管理者に
よる運営（4 ク
ラブ） 

子育て 
支援課 

放課後児童
クラブ施設
整備事業 
【実計新規】 

保護者が昼間家庭にいない小学生
に、放課後の適切な遊びと生活の場
を提供するため、小学校の余裕教室
又は学校敷地内等に放課後児童ク
ラブの整備を行います。 

平岡小学校校
舎内に 1 箇所
整備 
旧平岡放課後
児童クラブの
建物の利用に
ついて検討 

奈良輪小学校
敷地内に 2 箇
所整備 
平岡小学校校
舎内に 1 箇所
移設 
旧平岡放課後
児童クラブの
建物の利用に
ついて検討 

奈良輪小学校
敷地内に 2 箇
所新規開設 

子育て 
支援課 

多様なニー
ズに応じた
保育サービ
ス事業 

児童を持つ保護者が安心して子育
てできるよう、多様なニーズに対応し
た一時預かり、延長保育、休日保
育、病児・病後児保育など各種保育
サービスを実施していきます。 

一時預かり、
延長保育、休
日保育、病児
保育、病後児
保育の実施、
ＰＲ 

一時預かり、
延長保育、休
日保育、病児
保育、病後児
保育の実施、
ＰＲ 

一時預かり、
延長保育、休
日保育、病児
保育、病後児
保育の実施、
ＰＲ 

保育課 
子育て 
支援課 

保育所入所
待ち児童支
援事業 

保育所への入所申請をしたものの
入所待機となった児童について、保
護者の経済的負担を軽減するため、
特定保育や一時保育、認可外保育
所を利用した際の費用について助成
を行います。 

申請受付 
補助金の交付 

申請受付 
補助金の交付 

申請受付 
補助金の交付 

保育課 
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２ 学校教育 
【目指すまちの姿】 

○「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の“生きる力”の育成が図られ、また、開かれた学校

づくりが進み、地域と協働した学校づくりがなされています。 
 

【施策の方向性】 

（１）生きる力を育む学校教育の推進 

・児童生徒一人ひとりの確かな学力を育むために、きめ細かな学習指導を行うことができる適正な教

職員の配置を行うとともに、教職員の指導力の向上を図ります。 
・児童生徒の豊かな心を育むために、自然体験活動や読書活動等の一層の充実を図ります。 
・学校体育の充実を図るための取組を通して、児童生徒の健やかな体と、生涯を通じて運動やスポー

ツに親しむ態度を育みます。 
・教科学習に情報教育機器を積極的に活用し、情報教育が円滑に推進できる体制を構築することによ

り、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。 
・外国語指導助手等の活用により、児童生徒に英語によるコミュニケーションができる十分な機会を

提供します。 
・特別な配慮を必要とする児童生徒に対して個々に応じた支援を行い、一人ひとりの可能性を伸ばす

特別支援教育の充実を図ります。 
・不登校や問題行動などの悩みを抱える児童生徒やその対応に悩む保護者が気軽に相談できる体制を

整備するとともに、不登校等の児童生徒に対して、教育支援教室など実態に応じた効果的な支援を

行います。 
・いじめや虐待等の早期発見・不登校の予防、また、教職員が心身ともに健康を保つため、専門的な

見地から相談・助言を行うスクールカウンセラーを全校に配置します。 
 
（２）開かれた学校づくりの推進 

・市民が学校教育のために、できる時にできる人ができることを行う「学校支援ボランティア制度」

の拡充や、各校ＰＴＡと市ＰＴＡ連絡協議会の活動の充実、地区住民会議との連携した活動等を通

して、地域ぐるみで学校を支援する体制の構築を進めます。 
・地域と学校の意思疎通を密にするために、学校に関する情報を地域に積極的に発信します。 

 

（３）教育環境の整備 

・今後の児童生徒数の動向を踏まえて、普通教室の確保や教育環境の充実、利活用方針の検討等の対

策を進めていきます。 
・防犯マップの作成や防犯指導の実施、各学校での防犯訓練やパトロールの実施など、児童生徒の安

全を確保するための取組を推進します。 
・教職員の日々の校務処理の負担を軽減し、きめ細かな指導が行えるよう、校務支援システムの円滑

な運用を図ります。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

小中学校 
基礎学力向
上支援教員
配置事業 

学力の個人差解消を図るため、教員
免許状を有する講師を配置して、個
に応じたきめ細かな指導を行いま
す。 

幽谷分校を除
く小中学校１２
校へ基礎学力
向上支援教員
を配置 

幽谷分校を除
く小中学校１２
校へ基礎学力
向上支援教員
を配置 

幽谷分校を除
く小中学校１２
校へ基礎学力
向上支援教員
を配置 

学校教育課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

小中学校 
体験活動 
推進事業 

自然体験活動を通して、感動する心
や協調性、思いやり、自主性などを
培い、心豊かなたくましい児童を育
成します。 
災害時における環境等の変化にも
対応できる能力の向上を図ります。 

活動方針に基
づく体験活動
の実施 

活動方針に基
づく体験活動
の実施 

活動方針に基
づく体験活動
の実施 
新たな実施方
針の検討 

学校教育課 

小中学校 
読書教育 
推進事業 

児童生徒の読書意欲を高めるため、
学校図書館に学校司書を配置しま
す。 
学校図書館の機能を高めて読書教
育の推進を図ります。 

学校司書の配
置 
図書物流シス
テムの活用 

学校司書の配
置 
図書物流シス
テムの活用 

学校司書の配
置 
図書物流シス
テムの活用 

学校教育課 

学校体育 
推進事業 

生涯体育の基礎を担う義務教育課
程において、小中学生（児童生徒）
が、生涯にわたって心身の健康を保
持増進し、豊かなスポーツライフを実
現するための資質・能力を育成しま
す。 
そのために指導者研修、運動部活
動・武道教育の支援などを実施し、
小中学校及び関係機関との連携を
積極的に行い、安全安心な学校体
育の環境整備を行います。 

学校体育指導
研修会の開催 
レッツトライス
ポーツ教室の
開催 
武道教育地域
連携指導者の
活用 

学校体育指導
研修会の開催 
レッツトライス
ポーツ教室の
開催 
武道教育地域
連携指導者の
活用 

学校体育指導
研修会の開催 
レッツトライス
ポーツ教室の
開催 
武道教育地域
連携指導者の
活用 

体育振興課 

小中学校 
情報教育 
推進事業 

児童生徒の学習の基盤となる情報
活用能力の育成を図るため、コンピ
ュータや情報通信ネットワークなど
学校のＩＣＴ環境整備を行い、教科横
断的に学習活動の充実に取り組み
ます。 

教育情報化推
進計画に基づ
く情報教育機
器の整備 
・小学校児童
用ＰＣ契約延
長 
・児童用タブレ
ット配備 
・生徒用タブレ
ット配備 

教育情報化推
進計画に基づ
く情報教育機
器の整備 
・小学校大型
モニタ配備 
・小学校児童
用ＰＣ更新 

教育情報化推
進計画に基づ
く情報教育機
器の整備 
・中学校大型
モニタ配備 
・中学校指導
者用ＰＣ配備 

学校教育課 

学校ＩＣＴ 
教育支援 
事業 

市内全小中学校、市立幼稚園等の
インターネットを安定的に接続し、市
内小中学校の学習での活用を図る
とともに、学校ＩＣＴインストラクターを
各小中学校に派遣することにより、Ｉ
ＣＴ機器や学習ソフトの利活用促進
を図ります。 

ＩＣＴ機器、学
習ソフトの活
用支援 
教材貸出シス
テムの運用 
学校ホームペ
ージの活用 
ネットワークの
管理 
ウグイスネット
サーバーの更
新 
無線LAN設計
委託 

ＩＣＴ機器、学
習ソフトの活
用支援 
学校ホームペ
ージの活用 
ネットワークの
管理 
無線LANの管
理 

ＩＣＴ機器、学
習ソフトの活
用支援 
学校ホームペ
ージの活用 
ネットワークの
管理 
無線LANの管
理 

総合教育
センター 
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２ 学校教育 
【目指すまちの姿】 

○「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の“生きる力”の育成が図られ、また、開かれた学校

づくりが進み、地域と協働した学校づくりがなされています。 
 

【施策の方向性】 

（１）生きる力を育む学校教育の推進 

・児童生徒一人ひとりの確かな学力を育むために、きめ細かな学習指導を行うことができる適正な教

職員の配置を行うとともに、教職員の指導力の向上を図ります。 
・児童生徒の豊かな心を育むために、自然体験活動や読書活動等の一層の充実を図ります。 
・学校体育の充実を図るための取組を通して、児童生徒の健やかな体と、生涯を通じて運動やスポー

ツに親しむ態度を育みます。 
・教科学習に情報教育機器を積極的に活用し、情報教育が円滑に推進できる体制を構築することによ

り、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。 
・外国語指導助手等の活用により、児童生徒に英語によるコミュニケーションができる十分な機会を

提供します。 
・特別な配慮を必要とする児童生徒に対して個々に応じた支援を行い、一人ひとりの可能性を伸ばす

特別支援教育の充実を図ります。 
・不登校や問題行動などの悩みを抱える児童生徒やその対応に悩む保護者が気軽に相談できる体制を

整備するとともに、不登校等の児童生徒に対して、教育支援教室など実態に応じた効果的な支援を

行います。 
・いじめや虐待等の早期発見・不登校の予防、また、教職員が心身ともに健康を保つため、専門的な

見地から相談・助言を行うスクールカウンセラーを全校に配置します。 
 
（２）開かれた学校づくりの推進 

・市民が学校教育のために、できる時にできる人ができることを行う「学校支援ボランティア制度」

の拡充や、各校ＰＴＡと市ＰＴＡ連絡協議会の活動の充実、地区住民会議との連携した活動等を通

して、地域ぐるみで学校を支援する体制の構築を進めます。 
・地域と学校の意思疎通を密にするために、学校に関する情報を地域に積極的に発信します。 

 

（３）教育環境の整備 

・今後の児童生徒数の動向を踏まえて、普通教室の確保や教育環境の充実、利活用方針の検討等の対

策を進めていきます。 
・防犯マップの作成や防犯指導の実施、各学校での防犯訓練やパトロールの実施など、児童生徒の安

全を確保するための取組を推進します。 
・教職員の日々の校務処理の負担を軽減し、きめ細かな指導が行えるよう、校務支援システムの円滑

な運用を図ります。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

小中学校 
基礎学力向
上支援教員
配置事業 

学力の個人差解消を図るため、教員
免許状を有する講師を配置して、個
に応じたきめ細かな指導を行いま
す。 

幽谷分校を除
く小中学校１２
校へ基礎学力
向上支援教員
を配置 

幽谷分校を除
く小中学校１２
校へ基礎学力
向上支援教員
を配置 

幽谷分校を除
く小中学校１２
校へ基礎学力
向上支援教員
を配置 

学校教育課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

外国語教育
支援事業 

外国語指導助手の派遣により、外国
語（英語）によるコミュニケーションの
機会を児童生徒に確保します。 
ALT コーディネーター派遣による適
切な授業支援を行います。 

外国語指導助
手の直接派遣 
ALT コーディ
ネーター派遣
による授業支
援 
先進校の視察
や ALT の研修
等による指導
力向上 

外国語指導助
手の直接派遣 
ALT コーディ
ネーター派遣
による授業支
援 
先進校の視察
や ALT の研修
等による指導
力向上 

外国語指導助
手の直接派遣 
ALT コーディ
ネーター派遣
による授業支
援 
先進校の視察
や ALT の研修
等による指導
力向上 

総合教育
センター 

小中学校 
特別支援教
員活用事業 

通常学級において、障がい及びその
傾向のある児童生徒に対して、当該
児童生徒の学力や社会性及び基本
的な生活習慣の定着が図れるよう、
特別支援教員を配置し、学習・生活
上の指導・支援を行います。 

全小中学校に
特別支援教員
の配置 

全小中学校に
特別支援教員
の配置 

全小中学校に
特別支援教員
の配置 

学校教育課 

教育相談 
事業 

学校不適応や不登校に悩む児童・
生徒、子育てに悩む保護者を対象
に、相談活動を充実させ、助言や支
援を行います。 

電話相談、来
所相談の実施 
幼稚園巡回子
育て相談の実
施 
医療機関と連
携した教育相
談の実施 

電話相談、来
所相談の実施 
幼稚園巡回子
育て相談の実
施 
医療機関と連
携した教育相
談の実施 

電話相談、来
所相談の実施 
幼稚園巡回子
育て相談の実
施 
医療機関と連
携した教育相
談の実施 

総合教育
センター 

教育支援教
室運営事業 

人間関係等に悩み不登校となった
児童・生徒が、社会の一員として自
立していくための基礎を身につける
場として、教育支援教室「のぞみ学
級」を運営します。 

教育支援教室
の運営 
担任との面
談、親の会の
開催 
訪問相談 

教育支援教室
の運営 
担任との面
談、親の会の
開催 
訪問相談 

教育支援教室
の運営 
担任との面
談、親の会の
開催 
訪問相談 

総合教育
センター 

小学校スク
ールカウン
セラー活用
事業 

児童・保護者・教職員に対して、専門
的な見地から相談・助言を行うた
め、市内全小学校にスクールカウン
セラーを配置します。 

小学校にスク
ールカウンセ
ラーを配置 

小学校にスク
ールカウンセ
ラーを配置 

小学校にスク
ールカウンセ
ラーを配置 

学校教育課 

子どもを育
む、学校・家
庭・地域連
携事業 

学校支援ボランティアを育成しなが
ら、その活用を図ります。 
また、地域に開かれた学校を目指し
て、学校の情報を発信します。 

「子育ての提
言」のチラシ・
リーフレットの
作成・配布 
「がうらっ子の
心得」のポス
ター作成・配
布 
学校支援ボラ
ンティアの募
集・活用・研修
会の実施 

「子育ての提
言」のチラシ・
リーフレットの
作成・配布 
「がうらっ子の
心得」のポス
ター作成・配
布 
学校支援ボラ
ンティアの募
集・活用・研修
会の実施 

「子育ての提
言」のチラシ・
リーフレットの
作成・配布 
「がうらっ子の
心得」のポス
ター作成・配
布 
学校支援ボラ
ンティアの募
集・活用・研修
会の実施 

学校教育課 

奈良輪小学
校校舎増築
事業 
【新規】 

袖ケ浦駅海側地区の児童数増加に
伴い不足する教室等を整備するた
め、校舎を増築し教育環境の整備を
図ります。 

奈良輪小学校
校舎増築 

奈良輪小学校
校舎増築 

奈良輪小学校
増築校舎供用
開始 

教育総務課 
学校教育課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

学校環境整
備事業 
（小中学校ト
イレ改修事
業） 

老朽化したトイレの排水設備等の更
新、和式便器から洋式便器への改
修及び床の乾式化を行い、衛生的
で良好な教育環境を整備します。 
また、緊急時の避難所としての機能
強化を図ります。 

中川小学校管
理教室棟（東
側）及び平川
中学校校舎
（東側）の改修
工事 

中川小学校管
理教室棟（西
側）及び平川
中学校校舎
（西側）の改修
工事 

根形小学校校
舎棟のトイレ
改修工事 

教育総務課 

児童・生徒
指導センタ
ー運営事業 

児童生徒の安全対策や児童生徒の
問題行動への対応のため、教職員
及び児童生徒に対して、スクールサ
ポーター（元警察官）による専門的な
見地からの指導助言を行います。 
また、各学校における不審者対応訓
練への協力や、小学校１年生対象
の防犯指導(学校外での危機回避)、
下校時のパトロール等をとおして、
警察と連携を図りつつ、児童生徒の
安全教育の推進を支援します。 

安全マップの
作成と活用支
援 
不審者対応訓
練への協力 
防犯教室の実
施 
関係機関との
連絡調整連携 
パトロール 

安全マップの
作成と活用支
援 
不審者対応訓
練への協力 
防犯教室の実
施 
関係機関との
連絡調整連携 
パトロール 

安全マップの
作成と活用支
援 
不審者対応訓
練への協力 
防犯教室の実
施 
関係機関との
連絡調整連携 
パトロール 

総合教育
センター 

教育施設 
利活用事業 
【新規】 

幽谷分校、旧学校給食センター、今
井幼稚園、総合教育センターの４施
設における効率的な利活用等を図り
ます。 

旧学校給食セ
ンターの用途
廃止 
今井幼稚園の
用途廃止、不
動産鑑定 
総合教育セン
ターのあり方
検討 
幽谷分校の利
活用方針の検
討 

    教育総務課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

外国語教育
支援事業 

外国語指導助手の派遣により、外国
語（英語）によるコミュニケーションの
機会を児童生徒に確保します。 
ALT コーディネーター派遣による適
切な授業支援を行います。 

外国語指導助
手の直接派遣 
ALT コーディ
ネーター派遣
による授業支
援 
先進校の視察
や ALT の研修
等による指導
力向上 

外国語指導助
手の直接派遣 
ALT コーディ
ネーター派遣
による授業支
援 
先進校の視察
や ALT の研修
等による指導
力向上 

外国語指導助
手の直接派遣 
ALT コーディ
ネーター派遣
による授業支
援 
先進校の視察
や ALT の研修
等による指導
力向上 

総合教育
センター 

小中学校 
特別支援教
員活用事業 

通常学級において、障がい及びその
傾向のある児童生徒に対して、当該
児童生徒の学力や社会性及び基本
的な生活習慣の定着が図れるよう、
特別支援教員を配置し、学習・生活
上の指導・支援を行います。 

全小中学校に
特別支援教員
の配置 

全小中学校に
特別支援教員
の配置 

全小中学校に
特別支援教員
の配置 

学校教育課 

教育相談 
事業 

学校不適応や不登校に悩む児童・
生徒、子育てに悩む保護者を対象
に、相談活動を充実させ、助言や支
援を行います。 

電話相談、来
所相談の実施 
幼稚園巡回子
育て相談の実
施 
医療機関と連
携した教育相
談の実施 

電話相談、来
所相談の実施 
幼稚園巡回子
育て相談の実
施 
医療機関と連
携した教育相
談の実施 

電話相談、来
所相談の実施 
幼稚園巡回子
育て相談の実
施 
医療機関と連
携した教育相
談の実施 

総合教育
センター 

教育支援教
室運営事業 

人間関係等に悩み不登校となった
児童・生徒が、社会の一員として自
立していくための基礎を身につける
場として、教育支援教室「のぞみ学
級」を運営します。 

教育支援教室
の運営 
担任との面
談、親の会の
開催 
訪問相談 

教育支援教室
の運営 
担任との面
談、親の会の
開催 
訪問相談 

教育支援教室
の運営 
担任との面
談、親の会の
開催 
訪問相談 

総合教育
センター 

小学校スク
ールカウン
セラー活用
事業 

児童・保護者・教職員に対して、専門
的な見地から相談・助言を行うた
め、市内全小学校にスクールカウン
セラーを配置します。 

小学校にスク
ールカウンセ
ラーを配置 

小学校にスク
ールカウンセ
ラーを配置 

小学校にスク
ールカウンセ
ラーを配置 

学校教育課 

子どもを育
む、学校・家
庭・地域連
携事業 

学校支援ボランティアを育成しなが
ら、その活用を図ります。 
また、地域に開かれた学校を目指し
て、学校の情報を発信します。 

「子育ての提
言」のチラシ・
リーフレットの
作成・配布 
「がうらっ子の
心得」のポス
ター作成・配
布 
学校支援ボラ
ンティアの募
集・活用・研修
会の実施 

「子育ての提
言」のチラシ・
リーフレットの
作成・配布 
「がうらっ子の
心得」のポス
ター作成・配
布 
学校支援ボラ
ンティアの募
集・活用・研修
会の実施 

「子育ての提
言」のチラシ・
リーフレットの
作成・配布 
「がうらっ子の
心得」のポス
ター作成・配
布 
学校支援ボラ
ンティアの募
集・活用・研修
会の実施 

学校教育課 

奈良輪小学
校校舎増築
事業 
【新規】 

袖ケ浦駅海側地区の児童数増加に
伴い不足する教室等を整備するた
め、校舎を増築し教育環境の整備を
図ります。 

奈良輪小学校
校舎増築 

奈良輪小学校
校舎増築 

奈良輪小学校
増築校舎供用
開始 

教育総務課 
学校教育課 
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３ 生涯学習 
【目指すまちの姿】 

○市民が主体的に生涯学習に取り組んだ成果が豊かな地域づくりに活かされ、また、青少年を地域全

体で育み、健やかに成長できる環境が整っています。 
 

【施策の方向性】 

（１）生涯学習の充実 

・市民のニーズに応じた各種講座や講演会に加えて、子どもへの理解を深める家庭教育や、地域ごと

に抱えている課題をテーマとして考える場、市民が自己の充実・生活の向上を図るための多様な生

涯学習の場を設けます。 
・地域における生涯学習の担い手となるボランティアの養成を推進します。 

 
（２）社会教育施設の環境整備 

・地域の生涯学習の拠点としての役割を担う市民会館や公民館施設について、必要な改修を行うとと

もに、利用動向や利用者の意向等も踏まえて、施設のあり方について、見直しを図っていきます。 
 

（３）青少年健全育成の推進 

・地域が進める青少年の健全育成に取り組む活動を支援します。また、地域全体で子どもを育む放課

後子ども教室を運営します。 
・関係機関との連携の下で、青少年が問題行動に関わることを未然に防ぐための対策を強化します。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

市民三学大
学講座 

自己啓発に取り組む市民の学習活
動を促進するため、各分野の著名人
を迎えて、公開講座を開催します。 

市民三学大学
講座の実施 
開催方法の見
直しを検討・方
針決定 

見直しの方針
に基づき実施 

見直しの方針
に基づき実施 

生涯学習課 

家庭教育 
総合推進 
事業 

発達段階に応じた子育てに関する学
習機会を提供するため、家庭教育支
援に関する総合的な取組について
検討し、各公民館実施の家庭教育
学級により、家庭教育力の向上を図
ります。 
家庭教育及び子育てに関する施策
の充実と情報の共有を図るため、関
係課が連携した家庭教育推進協議
会を開催します。 

家庭教育推進
協議会の開催 
子どもの世代
に応じた家庭
教育学級の開
催 
親業訓練入門
講座の開催 
家庭教育に関
する学級・講座
の見直し・検
討、方針決定 

家庭教育推進
協議会の開催 
子どもの世代
に応じた家庭
教育学級の開
催 
親業訓練入門
講座の開催 
見直した内容
での家庭教育
に関する学
級・講座の開
催 

家庭教育推進
協議会の開催 
子どもの世代
に応じた家庭
教育学級の開
催 
親業訓練入門
講座の開催 
見直した内容
での家庭教育
に関する学
級・講座の開
催 

生涯学習課 
市民会館・
公民館 

読書普及 
事業 

読書に関する講座・講演会を開催
し、市民の読書の質的向上を図ると
ともに、市民の多様化する課題解決
を支援するための情報提供を行いま
す。 
また、市民がボランティアとして積極
的に参加できる場を設け、事業の充
実を図ります。 

講座・講演会
等の推進 
市民の生活や
学習、地域課
題の解決を支
援するための
資料や情報の
提供 

講座・講演会
等の推進 
市民の生活や
学習、地域課
題の解決を支
援するための
資料や情報の
提供 

講座・講演会
等の推進 
市民の生活や
学習、地域課
題の解決を支
援するための
資料や情報の
提供 

中央図書館 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

地域人材 
育成講座 
【新規】 

地域における課題は多様であり、袖
ケ浦市や各地区の課題を絞り込み
講座を実施して、講座終了後には受
講者による自主的な学習活動が展
開できるよう支援を行います。 

試行講座の実
施（根形地区） 
学習テーマ（地
域課題）の把
握 
試行講座の検
証 
講座受講生に
よる周知活動 

各地区で講座
の実施 
学習テーマ
（地域課題）の
把握 
講座の検証 
講座受講生に
よる周知活動 

各地区で講座
の実施 
学習テーマ
（地域課題）の
把握 
講座の検証 
講座受講生に
よる周知活動 

市民会館 
平川公民館 
長浦公民館 
根形公民館 
平岡公民館 

生涯学習ボ
ランティア促
進事業 

市民の主体的な生涯学習活動を支
援するため、地域の人材活用を図り
ます。 
養成講座や各種の研修活動を通し
てボランティアを養成し、社会教育機
関等で実施する事業にて活用を図り
ます。 

社会教育推進
員養成講座 
社会教育推進
員全体研修会 
保育ボランテ
ィア養成講座 
ユースボラン
ティア交流会 

社会教育推進
員養成講座 
社会教育推進
員全体研修会 
保育ボランテ
ィア養成講座 
ユースボラン
ティア交流会 

社会教育推進
員養成講座 
社会教育推進
員全体研修会 
保育ボランテ
ィア養成講座 
ユースボラン
ティア交流会 

生涯学習課 

社会教育施
設吊天井等
耐震対策 
事業 

来館者の安全を確保するとともに、
避難所としての防災機能強化を図り
ます。 

 

長浦公民館多
目的ホール吊
天井等耐震対
策工事 

平岡公民館多
目的ホール吊
天井等耐震対
策工事 

教育総務課 

放課後子供
教室推進 
事業 

放課後の学校施設を活用し、子ども
の安全・安心な活動場所を提供しま
す。 
異学年活動、地域住民との世代間
交流などを実施し、地域の教育力の
向上や心豊かで健やかな児童の育
成を図ります。 

昭和小学校・
長浦小学校放
課後子供教室
実施 
根形小学校放
課後子供教室
（R1 年度～R3
年度まで試行
実施） 
放課後子供教
室の実施方法
の検討 

昭和小学校・
長浦小学校放
課後子供教室
実施 
根形小学校放
課後子供教室
（R1 年度～R3
年度まで試行
実施、検証） 
地域学校協働
事業における
放課後子供教
室の実施方法
の検討 

昭和小学校・
長浦小学校放
課後子供教室
実施 
根形小学校放
課後子供教室
（継続実施の
場合） 
地域学校協働
事業における
放課後子供教
室の実施方法
の検討結果に
より試行実施 

生涯学習課 
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３ 生涯学習 
【目指すまちの姿】 

○市民が主体的に生涯学習に取り組んだ成果が豊かな地域づくりに活かされ、また、青少年を地域全

体で育み、健やかに成長できる環境が整っています。 
 

【施策の方向性】 

（１）生涯学習の充実 

・市民のニーズに応じた各種講座や講演会に加えて、子どもへの理解を深める家庭教育や、地域ごと

に抱えている課題をテーマとして考える場、市民が自己の充実・生活の向上を図るための多様な生

涯学習の場を設けます。 
・地域における生涯学習の担い手となるボランティアの養成を推進します。 

 
（２）社会教育施設の環境整備 

・地域の生涯学習の拠点としての役割を担う市民会館や公民館施設について、必要な改修を行うとと

もに、利用動向や利用者の意向等も踏まえて、施設のあり方について、見直しを図っていきます。 
 

（３）青少年健全育成の推進 

・地域が進める青少年の健全育成に取り組む活動を支援します。また、地域全体で子どもを育む放課

後子ども教室を運営します。 
・関係機関との連携の下で、青少年が問題行動に関わることを未然に防ぐための対策を強化します。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

市民三学大
学講座 

自己啓発に取り組む市民の学習活
動を促進するため、各分野の著名人
を迎えて、公開講座を開催します。 

市民三学大学
講座の実施 
開催方法の見
直しを検討・方
針決定 

見直しの方針
に基づき実施 

見直しの方針
に基づき実施 

生涯学習課 

家庭教育 
総合推進 
事業 

発達段階に応じた子育てに関する学
習機会を提供するため、家庭教育支
援に関する総合的な取組について
検討し、各公民館実施の家庭教育
学級により、家庭教育力の向上を図
ります。 
家庭教育及び子育てに関する施策
の充実と情報の共有を図るため、関
係課が連携した家庭教育推進協議
会を開催します。 

家庭教育推進
協議会の開催 
子どもの世代
に応じた家庭
教育学級の開
催 
親業訓練入門
講座の開催 
家庭教育に関
する学級・講座
の見直し・検
討、方針決定 

家庭教育推進
協議会の開催 
子どもの世代
に応じた家庭
教育学級の開
催 
親業訓練入門
講座の開催 
見直した内容
での家庭教育
に関する学
級・講座の開
催 

家庭教育推進
協議会の開催 
子どもの世代
に応じた家庭
教育学級の開
催 
親業訓練入門
講座の開催 
見直した内容
での家庭教育
に関する学
級・講座の開
催 

生涯学習課 
市民会館・
公民館 

読書普及 
事業 

読書に関する講座・講演会を開催
し、市民の読書の質的向上を図ると
ともに、市民の多様化する課題解決
を支援するための情報提供を行いま
す。 
また、市民がボランティアとして積極
的に参加できる場を設け、事業の充
実を図ります。 

講座・講演会
等の推進 
市民の生活や
学習、地域課
題の解決を支
援するための
資料や情報の
提供 

講座・講演会
等の推進 
市民の生活や
学習、地域課
題の解決を支
援するための
資料や情報の
提供 

講座・講演会
等の推進 
市民の生活や
学習、地域課
題の解決を支
援するための
資料や情報の
提供 

中央図書館 
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４ スポーツ 
【目指すまちの姿】 

○市民の誰もが、それぞれのライフスタイルに応じてスポーツ・レクリエーションに親しみ、心身と

もに健やかな生活を送ることができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）地域スポーツ・レクリエーション活動の推進 

・多くの市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できる機会を設けるとともに、市内 5
地区に設立されている総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。 

 
（２）スポーツ・レクリエーション施設の環境整備 

・市内の社会体育施設について、利用者が安全に安心して利用できるとともに、施設の利便性が向上

するよう、適正な維持管理を行います。また、必要に応じて計画的な改修・整備を行います。 
 

（３）スポーツツーリズムの推進 

・「観るスポーツ」「するスポーツ」など、スポーツを通じた交流人口の増加を図り、地域活性化につ

なげていきます。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

ウォーキン
グフェスタ実
施事業 
【新規】 

袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ
連絡協議会との協働により「ウォー
キングフェスタ」を実施します。 

ウォーキング
フェスタ 
参加者募集・
会員募集のＰ
Ｒ 
市総合型地域
スポーツクラ
ブ連絡協議会
の支援 

ウォーキング
フェスタ（市政
３０周年記念
大会） 
参加者募集・
会員募集のＰ
Ｒ 
市総合型地域
スポーツクラ
ブ連絡協議会
の支援 

ウォーキング
フェスタ 
参加者募集・
会員募集のＰ
Ｒ 
市総合型地域
スポーツクラ
ブ連絡協議会
の支援 

体育振興課 

総合型地域
スポーツクラ
ブ活性化 
事業 

子どもから高齢者まで体を動かす機
会と場を確保し、また青少年の健全
育成と地域住民のつながりを高める
スポーツ環境を整備するため、総合
型地域スポーツクラブの活動やクラ
ブ間の交流活動を支援します。 

市民参加型イ
ベントの開催 
スポーツ教室 
各クラブ主催
型交流大会 
クラブ連絡協
議会の定期開
催 

市民参加型イ
ベントの開催 
スポーツ教室 
各クラブ主催
型交流大会 
クラブ連絡協
議会の定期開
催 

市民参加型イ
ベントの開催 
スポーツ教室 
各クラブ主催
型交流大会 
クラブ連絡協
議会の定期開
催 

体育振興課 

スポーツツ
ーリズム 
推進事業 
【新規】 

質の高いスポーツを「観る」機会を市
民に提供するとともに、市内の体育
施設の利用を促進するため、プロ・
社会人・大学などのスポーツ大会や
チームの合宿等の誘致を推進しま
す。 

男女サッカー
公式戦誘致 
高校野球公式
戦開催協力 
スポーツ合宿
等の誘致 

プロ野球イー
スタンリーグ
の開催支援 
男女サッカー
公式戦誘致 
高校野球公式
戦開催協力 
スポーツ合宿
等の誘致 

プロ野球イー
スタンリーグ
の開催支援 
男女サッカー
公式戦誘致 
高校野球公式
戦開催協力 
スポーツ合宿
等の誘致 

体育振興課 
商工観光課 
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５ 文化芸術・文化財 
【目指すまちの姿】 

○市民が文化芸術に親しむことができる環境が整い、また、文化財の価値が理解され、次世代に継承

するための取組が進められています 
 

【施策の方向性】 

（１）文化芸術活動の推進 

・文化芸術活動を行っている団体等に対して、展示や演奏を行う場所の提供や機会の創出等の支援を

行うとともに、そうした活動への新たな市民の参加を促すための取組を推進します。 
・より多くの市民に文化芸術に触れることができる場を提供します。 

 
（２）郷土の歴史と文化財の保存・活用 

・国史跡に指定された山野貝塚の保存活用に取り組みます。 
・郷土博物館では、文化財の保存、展示の更新、資料の調査研究と情報提供、運営を支えるボランテ

ィアの養成等を推進します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

芸術活動 
普及事業 

文化芸術活動の活性化と振興を図
るため、袖ケ浦美術展や芸術活動
団体の支援を行います。 

協働による袖
ケ浦美術展の
開催 
文化芸術活動
団体の事業開
催後援 
体験教室の開
催の検討・調
整 

協働による袖
ケ浦美術展の
開催 
文化芸術活動
団体の事業開
催後援 
体験教室の開
催 

協働による袖
ケ浦美術展
（特別展）の開
催 
文化芸術活動
団体の事業開
催後援 
体験教室の開
催 

生涯学習課 

山野貝塚 
保存活用 
事業 

国民共有の財産であり、本市の重要
な文化財でもある国史跡山野貝塚を
保存し、後世に継承します。 
また、史跡の適切な活用を図りま
す。 

地権者交渉 
史跡指定地の
公有地化 
山野貝塚埋蔵
文化財調査 
整備基本計画
へ向けての調
整 
ボランティアの
募集・組織化 
講演会等周知
活動の実施 
史跡の維持管
理 

地権者交渉 
山野貝塚埋蔵
文化財調査 
整備基本計画
策定 
ボランティアの
育成 
講演会等周知
活動の実施 
史跡の維持管
理 

地権者交渉
(追加指定分)  
山野貝塚埋蔵
文化財調査
（整理作業） 
整備基本設計
策定 
ボランティアの
育成 
講演会等周知
活動の実施 
史跡の維持管
理 

生涯学習課 
郷土博物館 

総合的な文
化財の保
存・活用事
業 

市内に伝わる文化財の調査・研究を
進め、適正な保護を図ります。 
また、文化財の公開活用を実施し、
市民の文化財保護の意識向上と郷
土愛の醸成を図ります。 

指定文化財特
別公開・文化
財見学会 
指定文化財候
補調査 
指定文化財管
理者補助金交
付民俗芸能継
承支援 

指定文化財特
別公開・文化
財見学会 
指定文化財候
補調査 
指定文化財管
理者補助金交
付 
袖ケ浦の郷土
芸能（仮）市政
施行関連 

指定文化財特
別公開・文化
財見学会 
指定文化財候
補調査 
指定文化財管
理者補助金交
付 
民俗芸能継承
支援 

生涯学習課 
郷土博物館 
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４ スポーツ 
【目指すまちの姿】 

○市民の誰もが、それぞれのライフスタイルに応じてスポーツ・レクリエーションに親しみ、心身と

もに健やかな生活を送ることができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）地域スポーツ・レクリエーション活動の推進 

・多くの市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できる機会を設けるとともに、市内 5
地区に設立されている総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。 

 
（２）スポーツ・レクリエーション施設の環境整備 

・市内の社会体育施設について、利用者が安全に安心して利用できるとともに、施設の利便性が向上

するよう、適正な維持管理を行います。また、必要に応じて計画的な改修・整備を行います。 
 

（３）スポーツツーリズムの推進 

・「観るスポーツ」「するスポーツ」など、スポーツを通じた交流人口の増加を図り、地域活性化につ

なげていきます。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

ウォーキン
グフェスタ実
施事業 
【新規】 

袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ
連絡協議会との協働により「ウォー
キングフェスタ」を実施します。 

ウォーキング
フェスタ 
参加者募集・
会員募集のＰ
Ｒ 
市総合型地域
スポーツクラ
ブ連絡協議会
の支援 

ウォーキング
フェスタ（市政
３０周年記念
大会） 
参加者募集・
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Ｒ 
市総合型地域
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会員募集のＰ
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ブ連絡協議会
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体育振興課 

総合型地域
スポーツクラ
ブ活性化 
事業 

子どもから高齢者まで体を動かす機
会と場を確保し、また青少年の健全
育成と地域住民のつながりを高める
スポーツ環境を整備するため、総合
型地域スポーツクラブの活動やクラ
ブ間の交流活動を支援します。 

市民参加型イ
ベントの開催 
スポーツ教室 
各クラブ主催
型交流大会 
クラブ連絡協
議会の定期開
催 

市民参加型イ
ベントの開催 
スポーツ教室 
各クラブ主催
型交流大会 
クラブ連絡協
議会の定期開
催 

市民参加型イ
ベントの開催 
スポーツ教室 
各クラブ主催
型交流大会 
クラブ連絡協
議会の定期開
催 

体育振興課 

スポーツツ
ーリズム 
推進事業 
【新規】 

質の高いスポーツを「観る」機会を市
民に提供するとともに、市内の体育
施設の利用を促進するため、プロ・
社会人・大学などのスポーツ大会や
チームの合宿等の誘致を推進しま
す。 

男女サッカー
公式戦誘致 
高校野球公式
戦開催協力 
スポーツ合宿
等の誘致 

プロ野球イー
スタンリーグ
の開催支援 
男女サッカー
公式戦誘致 
高校野球公式
戦開催協力 
スポーツ合宿
等の誘致 

プロ野球イー
スタンリーグ
の開催支援 
男女サッカー
公式戦誘致 
高校野球公式
戦開催協力 
スポーツ合宿
等の誘致 

体育振興課 
商工観光課 
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地域資料 
管理活用 
事業 

地域に残された資料（埋蔵文化財・
歴史資料・民俗資料・産業資料・自
然資料等）を収集・保管し、データベ
ース化等により市民が活用しやすい
素材として提供し、次世代へ継承し
ます。 
また、地域資料の調査・研究を行
い、重要性や価値を明らかにし、そ
の成果を市民に公開します。 

収蔵資料保存
修復・収蔵埋
蔵文化財写真
資料デジタル
データ化 
収蔵資料の情
報公開 
『市史研究』の
刊行 

収蔵資料保存
修復・収蔵埋
蔵文化財写真
資料デジタル
データ化 
収蔵資料の情
報公開 
『市史研究』の
募集 

収蔵資料保存
修復・収蔵埋
蔵文化財写真
資料デジタル
データ化 
収蔵資料の情
報公開 
『市史研究』の
刊行 

郷土博物館 

市民学芸員
協働事業 

市民学芸員をはじめとする各種のボ
ランティアを育成して、博物館事業を
ともに行い、市民とともに歩む博物
館を実践します。 

市民学芸員養
成講座・市民
学芸員フォロ
ーアップ研修 
イベントスタッ
フ募集・育成 
市民学芸員自
主企画 

市民学芸員養
成講座・市民
学芸員フォロ
ーアップ研修 
イベントスタッ
フ及びガイド
ボランティア募
集・育成 
市民学芸員自
主企画 

市民学芸員養
成講座・市民
学芸員フォロ
ーアップ研修 
イベントスタッ
フ及びガイド
ボランティア募
集・育成 
市民学芸員自
主企・開館 40
周年記念市民
学芸員自主企
画 

郷土博物館 
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地域資料 
管理活用 
事業 

地域に残された資料（埋蔵文化財・
歴史資料・民俗資料・産業資料・自
然資料等）を収集・保管し、データベ
ース化等により市民が活用しやすい
素材として提供し、次世代へ継承し
ます。 
また、地域資料の調査・研究を行
い、重要性や価値を明らかにし、そ
の成果を市民に公開します。 

収蔵資料保存
修復・収蔵埋
蔵文化財写真
資料デジタル
データ化 
収蔵資料の情
報公開 
『市史研究』の
刊行 

収蔵資料保存
修復・収蔵埋
蔵文化財写真
資料デジタル
データ化 
収蔵資料の情
報公開 
『市史研究』の
募集 

収蔵資料保存
修復・収蔵埋
蔵文化財写真
資料デジタル
データ化 
収蔵資料の情
報公開 
『市史研究』の
刊行 

郷土博物館 

市民学芸員
協働事業 

市民学芸員をはじめとする各種のボ
ランティアを育成して、博物館事業を
ともに行い、市民とともに歩む博物
館を実践します。 

市民学芸員養
成講座・市民
学芸員フォロ
ーアップ研修 
イベントスタッ
フ募集・育成 
市民学芸員自
主企画 

市民学芸員養
成講座・市民
学芸員フォロ
ーアップ研修 
イベントスタッ
フ及びガイド
ボランティア募
集・育成 
市民学芸員自
主企画 

市民学芸員養
成講座・市民
学芸員フォロ
ーアップ研修 
イベントスタッ
フ及びガイド
ボランティア募
集・育成 
市民学芸員自
主企・開館 40
周年記念市民
学芸員自主企
画 

郷土博物館 
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第２章 健康・医療・福祉 
１ 健康づくり・医療 
【目指すまちの姿】 

○市民一人ひとりが、ライフステージに応じた健康づくりに主体的に取り組み、心身ともに健やかに

暮らすことができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）健康づくりの推進 

・健康づくり支援センターなどにおいて、健康づくりの教室等を行うとともに、健康相談、各種検（健）

診、予防接種等を実施することで、市民が健康に暮らせる環境の整備を図ります。 
・健康に関するイベントや各種保健サービスの周知・啓発活動を積極的に行い、市民の健康への意識

を高め、主体的な健康づくりを促します。 
 
（２）生活習慣病の予防 

・糖尿病等の生活習慣病の予防・改善に向け、若年期健康診査や国民健康保険加入者に対し特定健康

診査・特定保健指導等を行います。 
・各種がん検診の実施により、がんの早期発見や早期治療に努め、重症化の防止を図ります。 

 

（３）地域医療体制の充実 

・市民が安心して医療サービスを受けられるよう、休日や夜間等においても急病人が迅速に医療を受

けられる体制の確保や、二次救急医療体制の維持に取り組むとともに、感染症や災害発生等の非常

時においても関係機関等と連携した取組を進めます。 
・市内における産婦人科医療機関の誘致の検討を進めます。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

健康づくり 
推進事業 
【新規】 

市民一人ひとりの健康に対する意識
の向上と健康的な生活習慣や食生
活の定着を図り、生活習慣病の予防
や健康維持に向けた環境の整備を
図ります。 

スマートダイエ
ット教室 
シニア運動教
室 
健康相談 
運動相談 
各種検（健）診 
ガウランドの
教室などの啓
発と各種検
（健）診の啓発 

スマートダイエ
ット教室 
シニア運動教
室 
健康相談 
運動相談 
各種検（健）診 
ガウランドの
教室などの啓
発と各種検
（健）診の啓発 

スマートダイエ
ット教室 
シニア運動教
室 
健康相談 
運動相談 
各種検（健）診 
ガウランドの
教室などの啓
発と各種検
（健）診の啓発 

健康推進課 

健康づくり 
支援センタ
ー管理事業 

指定管理者による施設の適切な管
理運営を行います。 
市民の自主的な健康づくりを支援す
るため、各種運動教室の開催や健
康相談を実施します。 

指定管理者に
よる管理運営 
各種運動教
室、健康相談
等の実施 

指定管理者に
よる管理運営 
各種運動教
室、健康相談
等の実施 
使用料金見直
し検討 

指定管理者に
よる管理運営 
各種運動教
室、健康相談
等の実施 

健康推進課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

特定健康診
査等事業・
特定保健指
導事業 

生活習慣病の予防・改善するため、
特定健康診査等及び特定保健指導
を実施します。 
健診結果により腎臓病地域連携パ
スを送付し、かかりつけ医・専門医・
市役所が連携して、慢性腎臓病の
重症化を予防します。 

特定健康診査
の実施 
特定保健指導
の実施 
腎臓病地域連
携パスによる
慢性腎臓病の
予防 

特定健康診査
の実施 
特定保健指導
の実施 
腎臓病地域連
携パスによる
慢性腎臓病の
予防 

特定健康診査
の実施 
特定保健指導
の実施 
腎臓病地域連
携パスによる
慢性腎臓病の
予防 

保険年金課 
健康推進課 

がん検診 
事業 

対象者に対し各種健（検）診を実施
することにより、個人の健康状態を
把握し、健康に対する意識の向上及
び疾病の早期予防を図ります。 

集団がん検診
委託 
受診啓発 

集団がん検診
委託 
受診啓発 

集団がん検診
委託 
受診啓発 

健康推進課 

予防接種 
事業 
【実計新規】 

感染症による患者の発生等の対策
として、免疫を獲得し疾患の予防及
び重症化の予防に努めるため、各
種予防接種を実施します。 

予防接種事業
の実施 
事業周知や受
診勧奨等の実
施 

予防接種事業
の実施 
事業周知や受
診勧奨等の実
施 

予防接種事業
の実施 
事業周知や受
診勧奨等の実
施 

健康推進課 

在宅当番医
事業 

日曜日・休日及び年末年始におい
て、急病人が迅速に医療を受けられ
る体制を整備することにより、市民
が安心して生活できるようにします。 

当番医事業の
実施 
適切な受診行
為の周知 

当番医事業の
実施 
適切な受診行
為の周知 

当番医事業の
実施 
適切な受診行
為の周知 

健康推進課 

夜間急病診
療所等運営
事業 

夜間でも急病人が迅速に医療を受
けられる体制を整備することにより、
市民が安心して生活できるようにす
ることを目的とします。合わせて二次
救急医療体制の整備も図ります。 

君津郡市広域
市町村圏事務
組合に負担金
を拠出し夜間
急病診療所や
二次待機施設
を開設 
受診行為の周
知 

君津郡市広域
市町村圏事務
組合に負担金
を拠出し夜間
急病診療所や
二次待機施設
を開設 
適切な受診行
為の周知 

君津郡市広域
市町村圏事務
組合に負担金
を拠出し夜間
急病診療所や
二次待機施設
を開設 
適切な受診行
為の周知 

健康推進課 

地域医療体
制の確保 
【新規】 

市内に産婦人科がなく、市民は出産
やがん検診等では近隣市の産婦人
科を利用していることから、医師会
や県などと産婦人科機能の充実に
向けた協議をかさね、安心できる医
療体制づくりに取り組みます。 

産婦人科機能
の充実に向け
た協議の実施 

産婦人科機能
の充実に向け
た協議の実施 

産婦人科機能
の充実に向け
た協議の実施 

健康推進課 
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２ 地域福祉 
【目指すまちの姿】 

○市民・地域・行政の連携による福祉活動の支え合いの仕組みや、自立に向けた支援体制が整い、市

民誰もが安心して自分らしい生活を送ることができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）地域福祉の推進 

・地域の多様な主体が一体となった支え合い・助け合い活動を促進していくために、連携・交流の場

である拠点（サロン）の整備や、地域の子どもたち向けの子ども食堂の運営支援などに取り組みま

す。 
・各地区の福祉活動における中心的役割を担っている社会福祉協議会の活動を支援します。 
・地域の福祉活動を活性化させるため、担い手であるボランティアの育成や、ボランティアによる活

動への支援を行います。 
 
（２）生活困窮者の生活基盤の安定と自立の促進 

・生活困窮者が抱える問題についての相談体制を充実させるとともに、就労を望む人には対象者の適

性に応じた就労先確保の支援を行うなど、生活困窮者の自立に向けた包括的な支援を行います。 
・世代間で貧困を連鎖させないため、生活困窮世帯の子どもに学習機会や居場所を提供し、適切な学

習習慣や日常生活習慣等の形成を図ります。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

身近な交流
の場づくり 
推進事業 

身近な地域において、高齢者、子育
て中の親子等が孤立しないよう交流
できる場（サロン）づくりや、地域の特
性に合わせた活動の実施などを支
援し、地域福祉推進の基盤づくりを
進めます。 

活動支援 
未開設地域へ
の開設に向け
た取組 
地区社会福祉
協議会への補
助金交付 

活動支援 
未開設地域へ
の開設に向け
た取組 
地区社会福祉
協議会への補
助金交付 

活動支援 
未開設地域へ
の開設に向け
た取組 
地区社会福祉
協議会への補
助金交付 

地域福祉課 

地域福祉活
動支援事業 
【新規】 

地域コミュニティの形成を目的として
運営する団体等を支援することによ
り、地域福祉を推進します。 
主に、子ども食堂や学習支援事業な
ど、貧困家庭やひとり親家庭の子ど
も及び保護者への支援活動を行う
団体を支援します。 

交付要綱策定
準備 

交付要綱策定 
地域コミュニテ
ィ活動団体等
への補助金交
付準備 

地域コミュニテ
ィ活動団体等
への補助金交
付 

地域福祉課 
子育て 
支援課 

ボランティア
センター運
営支援事業 

ボランティア活動を通じた地域福祉
活動への支援や、地域福祉を推進
する人材の育成を目的として、ボラ
ンティア活動の活性化及びボランテ
ィアやボランティアリーダーの支援・
育成を行います。 

ボランティア活
動の支援 
ボランティア登
録数増加への
取組実施 
ボランティアセ
ンターへの補
助金交付 

ボランティア活
動の支援 
ボランティア登
録数増加への
取組実施 
ボランティアセ
ンターへの補
助金交付 

ボランティア活
動の支援 
ボランティア登
録数増加への
取組実施 
ボランティアセ
ンターへの補
助金交付 

地域福祉課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

特定健康診
査等事業・
特定保健指
導事業 

生活習慣病の予防・改善するため、
特定健康診査等及び特定保健指導
を実施します。 
健診結果により腎臓病地域連携パ
スを送付し、かかりつけ医・専門医・
市役所が連携して、慢性腎臓病の
重症化を予防します。 

特定健康診査
の実施 
特定保健指導
の実施 
腎臓病地域連
携パスによる
慢性腎臓病の
予防 

特定健康診査
の実施 
特定保健指導
の実施 
腎臓病地域連
携パスによる
慢性腎臓病の
予防 

特定健康診査
の実施 
特定保健指導
の実施 
腎臓病地域連
携パスによる
慢性腎臓病の
予防 

保険年金課 
健康推進課 

がん検診 
事業 

対象者に対し各種健（検）診を実施
することにより、個人の健康状態を
把握し、健康に対する意識の向上及
び疾病の早期予防を図ります。 

集団がん検診
委託 
受診啓発 

集団がん検診
委託 
受診啓発 

集団がん検診
委託 
受診啓発 

健康推進課 

予防接種 
事業 
【実計新規】 

感染症による患者の発生等の対策
として、免疫を獲得し疾患の予防及
び重症化の予防に努めるため、各
種予防接種を実施します。 

予防接種事業
の実施 
事業周知や受
診勧奨等の実
施 

予防接種事業
の実施 
事業周知や受
診勧奨等の実
施 

予防接種事業
の実施 
事業周知や受
診勧奨等の実
施 

健康推進課 

在宅当番医
事業 

日曜日・休日及び年末年始におい
て、急病人が迅速に医療を受けられ
る体制を整備することにより、市民
が安心して生活できるようにします。 

当番医事業の
実施 
適切な受診行
為の周知 

当番医事業の
実施 
適切な受診行
為の周知 

当番医事業の
実施 
適切な受診行
為の周知 

健康推進課 

夜間急病診
療所等運営
事業 

夜間でも急病人が迅速に医療を受
けられる体制を整備することにより、
市民が安心して生活できるようにす
ることを目的とします。合わせて二次
救急医療体制の整備も図ります。 

君津郡市広域
市町村圏事務
組合に負担金
を拠出し夜間
急病診療所や
二次待機施設
を開設 
受診行為の周
知 

君津郡市広域
市町村圏事務
組合に負担金
を拠出し夜間
急病診療所や
二次待機施設
を開設 
適切な受診行
為の周知 

君津郡市広域
市町村圏事務
組合に負担金
を拠出し夜間
急病診療所や
二次待機施設
を開設 
適切な受診行
為の周知 

健康推進課 

地域医療体
制の確保 
【新規】 

市内に産婦人科がなく、市民は出産
やがん検診等では近隣市の産婦人
科を利用していることから、医師会
や県などと産婦人科機能の充実に
向けた協議をかさね、安心できる医
療体制づくりに取り組みます。 

産婦人科機能
の充実に向け
た協議の実施 

産婦人科機能
の充実に向け
た協議の実施 

産婦人科機能
の充実に向け
た協議の実施 

健康推進課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

自立相談支
援事業 
【実計新規】 

生活困窮者が抱える多様で複合的
な問題について、本人やその家族、
関係者からの相談に応じて必要な
情報提供・助言を行うとともに、関係
機関との連絡調整を行い、さまざま
な支援を包括的かつ計画的に実施
することで、生活困窮者の自立の促
進を図ります。 

相談員の配置 
相談及び支援 

相談員の配置 
相談及び支援 

相談員の配置 
相談及び支援 

地域福祉課 

学習支援 
事業 

子どもが将来自立した生活が出来る
よう、学習機会及び居場所を提供
し、学習習慣や日常生活習慣の形
成、社会性の育成等を図ります。 

事業の実施 
学校訪問や関
係機関との連
携 
家庭への支援 
委託事業者選
定準備 

事業の実施 
学校訪問や関
係機関との連
携 
家庭への支援 
委託事業者選
定 

事業の実施 
学校訪問や関
係機関との連
携 
家庭への支援 

地域福祉課 
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３ 高齢者福祉 
【目指すまちの姿】 

○地域の実情に応じた介護予防の取組や生活支援サービスの充実などにより、高齢者がいきいきと可

能な限り住み慣れた地域で安心して生活することができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）介護予防の推進 

・地域住民、医療・介護関係者、ＮＰＯ法人、民間事業者等、地域の関係者と連携を図り、高齢者が

要介護状態になることの予防及び要介護状態となっても重度化を防ぐための取組を推進します。 
 
（２）住み慣れた地域での生活支援 

・地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの機能強化を図ります。 
・高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、要介護認定者向けに介護サービスの基盤整備を

推進します。また、介護人材の確保・定着を図るため、研修受講や資格取得を支援します。 
・世代間で支え合いながら生活できる住宅取得の支援や移動手段をもたない高齢者の移動支援等に取

り組みます。 
 

（３）地域で支え合う仕組みづくりの推進 

・住民主体による、高齢者の生活支援・介護予防活動の充実を図ります。 
・認知症の方とその家族が安心して生活していくことができるように、認知症に対する理解を深め、

地域における見守りを充実します。 
 
（４）高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進 

・一人ひとりの高齢者が、それぞれの経験や技能を活かしながら社会的役割や生きがいをもって活動・

活躍できるよう支援します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

一般介護 
予防事業 

地域における高齢者の介護予防の
取組の普及啓発を行い、活動につな
げていきます。 
また、活動団体への補助金の交付
やリハビリテーション職の関与による
介護予防の強化に努めます。 

自立度把握の
調査 
各種予防講演
会・教室等の
開催 
介護予防の普
及啓発 
介護予防活動
団体への補助 
はつらつシニ
アサポーター
の養成・活動
支援 
介護支援ボラ
ンティアの普
及・支援 
リハビリ専門
職との連携 

自立度把握の
調査 
各種予防講演
会・教室等の
開催 
介護予防の普
及啓発 
介護予防活動
団体への補助 
はつらつシニ
アサポーター
の養成・活動
支援 
介護支援ボラ
ンティアの普
及・支援 
リハビリ専門
職との連携 

自立度把握の
調査 
各種予防講演
会・教室等の
開催 
介護予防の普
及啓発 
介護予防活動
団体への補助 
はつらつシニ
アサポーター
の養成・活動
支援 
介護支援ボラ
ンティアの普
及・支援 
リハビリ専門
職との連携 

高齢者 
支援課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

自立相談支
援事業 
【実計新規】 

生活困窮者が抱える多様で複合的
な問題について、本人やその家族、
関係者からの相談に応じて必要な
情報提供・助言を行うとともに、関係
機関との連絡調整を行い、さまざま
な支援を包括的かつ計画的に実施
することで、生活困窮者の自立の促
進を図ります。 

相談員の配置 
相談及び支援 

相談員の配置 
相談及び支援 

相談員の配置 
相談及び支援 

地域福祉課 

学習支援 
事業 

子どもが将来自立した生活が出来る
よう、学習機会及び居場所を提供
し、学習習慣や日常生活習慣の形
成、社会性の育成等を図ります。 

事業の実施 
学校訪問や関
係機関との連
携 
家庭への支援 
委託事業者選
定準備 

事業の実施 
学校訪問や関
係機関との連
携 
家庭への支援 
委託事業者選
定 

事業の実施 
学校訪問や関
係機関との連
携 
家庭への支援 

地域福祉課 

 
 
  

37



第２章 健康・医療・福祉 

38 
 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

介護人材確
保育成支援
事業 
【新規】 

介護サービス等に従事する人材の
確保・定着を図ることを目的に、介護
人材確保と育成を支援します。 

助成の開始 
介護職員初任
者研修費用助
成 
介護支援専門
員資格取得費
用助成 

助成の実施 
介護職員初任
者研修受講費
用助成 
介護支援専門
員資格取得費
用助成 

助成の実施 
介護職員初任
者研修受講費
用助成 
介護支援専門
員資格取得費
用助成 

介護保険課 

介護保険サ
ービス事業
所整備事業 

要介護認定者等が住み慣れた地域
で暮らし続けることができるよう、介
護サービス基盤を整備します。 

看護小規模多
機能型居宅介
護事業所の整
備 
小規模多機能
型居宅介護事
業所の整備 

    介護保険課 

世代間支え
合い家族 
支援事業 

高齢者と子等が新たに袖ケ浦市で
同居又は近隣に居住するため、住
宅の新築、購入、増改築、転居等に
要する費用の一部を助成することに
より、世代間でお互いに支え合いな
がら生活する多世代家族の形成を
促進し、高齢者の孤立を防ぐととも
に、家族の絆の再生を図ります。 

補助金の交付 
制度の周知 

補助金の交付 
制度の周知 

補助金の交付 
制度の周知 

高齢者 
支援課 

高齢者移動
支援事業 
【新規】 

居宅で生活する移動手段を持ってい
ない高齢者世帯に対し、日常生活に
必要な移動手段の確保と経済的負
担を軽減するため、高齢者移動支援
タクシーを利用した場合に、その運
賃の一部を助成することにより高齢
者の移動を支援します。 

事業周知 
高齢者移動支
援タクシー券
の助成 

事業周知 
高齢者移動支
援タクシー券
の助成 

事業周知 
高齢者移動支
援タクシー券
の助成 

高齢者 
支援課 

生活支援体
制整備事業 

住民同士の助け合いやＮＰＯ等多様
な主体による生活支援サービスの充
実を図り、地域における支え合いの
体制づくりを進めます。 

協議体の継続
運営 
生活支援コー
ディネーター
による担い手
の発掘・育成
やサービスの
創出 
住民主体の支
援活動団体間
の連携体制づ
くり 
地域ケア会議
等他事業との
連携 

協議体の継続
運営 
生活支援コー
ディネーター
による担い手
の発掘・育成
やサービスの
創出と実働の
支援 
住民主体の支
援活動団体間
の連携体制づ
くり 
地域ケア会議
等他事業との
連携 
地域課題と創
出されたサー
ビスの評価 

協議体の継続
運営 
生活支援コー
ディネーター
による担い手
の発掘・育成
やサービスの
創出と実働の
支援 
住民主体の支
援活動団体間
の連携体制づ
くり 
地域ケア会議
等他事業との
連携 
地域課題と創
出されたサー
ビスの評価 

高齢者 
支援課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

介護予防・
生活支援サ
ービス事業
（住民主体
型サービス） 

住民主体の助け合いによる生活支
援活動を行う団体に対し、その活動
の維持・拡大に対する支援を行うと
ともに新たな活動団体の創出を支援
します。 

事業周知 
生活支援体制
整備事業にお
ける協議体に
おいてサービ
ス創出に向け
た検討 
住民主体の助
け合い活動実
施団体間での
活動状況の共
有 

事業周知 
生活支援体制
整備事業にお
ける協議体に
おいてサービ
ス創出に向け
た検討 
住民主体の助
け合い活動実
施団体間での
活動状況の共
有 

事業周知 
生活支援体制
整備事業にお
ける協議体に
おいてサービ
ス創出に向け
た検討 
住民主体の助
け合い活動実
施団体間での
活動状況の共
有 

高齢者 
支援課 

高齢者見守
りネットワー
ク事業 
【実計新規】 

高齢者が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、協力事業者、関係
団体等によるネットワークにより「さり
げない見守り」を実施します。 

事業の普及啓
発 
協力事業者・
関係団体等拡
大 

事業の普及啓
発 
協力事業者・
関係団体等拡
大 

事業の普及啓
発 
協力事業者・
関係団体等拡
大 

高齢者 
支援課 

認知症サポ
ーター養成
等事業 

認知症の人やその家族が、住み慣
れた地域で安心して生活していくこと
ができるよう、認知症に対する正し
い理解を深め、認知症の人やその
家族を温かく見守る応援者となる認
知症サポーターの養成を地域住民
や企業等、幅広く実施していきます。
また、認知症サポーターステップアッ
プ研修の開催により、サポーターが
地域で自主的に活動できるよう意識
付けや情報提供を行っていきます。 

養成講座の普
及啓発 
養成講座・ス
テップアップ研
修の開催 
認知症サポー
ターの活躍の
機会の検討 
キャラバン・メ
イトの活動支
援 

養成講座の普
及啓発 
養成講座・ス
テップアップ研
修の開催 
認知症サポー
ターの活躍の
機会の検討 
キャラバン・メ
イトの活動支
援 

養成講座の普
及啓発 
養成講座・ス
テップアップ研
修の開催 
認知症サポー
ターの活躍の
機会の検討 
キャラバン・メ
イトの活動支
援 

高齢者 
支援課 

シルバー人
材センター
支援事業 

高齢者が健康でいきいきとした暮ら
し、生活の充実を図るため、高齢者
の経験と技能を活かした就労の場を
確保するシルバー人材センターの運
営を支援します。 

運営支援 
補助金の交付 
事業の周知   

運営支援 
補助金の交付 
事業の周知   

運営支援 
補助金の交付 
事業の周知   

高齢者 
支援課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

介護人材確
保育成支援
事業 
【新規】 

介護サービス等に従事する人材の
確保・定着を図ることを目的に、介護
人材確保と育成を支援します。 

助成の開始 
介護職員初任
者研修費用助
成 
介護支援専門
員資格取得費
用助成 

助成の実施 
介護職員初任
者研修受講費
用助成 
介護支援専門
員資格取得費
用助成 

助成の実施 
介護職員初任
者研修受講費
用助成 
介護支援専門
員資格取得費
用助成 

介護保険課 

介護保険サ
ービス事業
所整備事業 

要介護認定者等が住み慣れた地域
で暮らし続けることができるよう、介
護サービス基盤を整備します。 

看護小規模多
機能型居宅介
護事業所の整
備 
小規模多機能
型居宅介護事
業所の整備 

    介護保険課 

世代間支え
合い家族 
支援事業 

高齢者と子等が新たに袖ケ浦市で
同居又は近隣に居住するため、住
宅の新築、購入、増改築、転居等に
要する費用の一部を助成することに
より、世代間でお互いに支え合いな
がら生活する多世代家族の形成を
促進し、高齢者の孤立を防ぐととも
に、家族の絆の再生を図ります。 

補助金の交付 
制度の周知 

補助金の交付 
制度の周知 

補助金の交付 
制度の周知 

高齢者 
支援課 

高齢者移動
支援事業 
【新規】 

居宅で生活する移動手段を持ってい
ない高齢者世帯に対し、日常生活に
必要な移動手段の確保と経済的負
担を軽減するため、高齢者移動支援
タクシーを利用した場合に、その運
賃の一部を助成することにより高齢
者の移動を支援します。 

事業周知 
高齢者移動支
援タクシー券
の助成 

事業周知 
高齢者移動支
援タクシー券
の助成 

事業周知 
高齢者移動支
援タクシー券
の助成 

高齢者 
支援課 

生活支援体
制整備事業 

住民同士の助け合いやＮＰＯ等多様
な主体による生活支援サービスの充
実を図り、地域における支え合いの
体制づくりを進めます。 

協議体の継続
運営 
生活支援コー
ディネーター
による担い手
の発掘・育成
やサービスの
創出 
住民主体の支
援活動団体間
の連携体制づ
くり 
地域ケア会議
等他事業との
連携 

協議体の継続
運営 
生活支援コー
ディネーター
による担い手
の発掘・育成
やサービスの
創出と実働の
支援 
住民主体の支
援活動団体間
の連携体制づ
くり 
地域ケア会議
等他事業との
連携 
地域課題と創
出されたサー
ビスの評価 

協議体の継続
運営 
生活支援コー
ディネーター
による担い手
の発掘・育成
やサービスの
創出と実働の
支援 
住民主体の支
援活動団体間
の連携体制づ
くり 
地域ケア会議
等他事業との
連携 
地域課題と創
出されたサー
ビスの評価 

高齢者 
支援課 
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４ 障がい者福祉 
【目指すまちの姿】 

○障がいの有無に関わらず、地域全体で支え合う社会を築くことにより、障がいのある人が、安心し

て、自分らしく生活を送ることができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）障がいのある人の自立生活支援の推進 

・障がいのある人の自立と社会参加を支援するために、幅広い分野に関する相談に対応します。 
・地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置により、相談支援の機能

を強化し、障がいのある人の生活を地域全体で支えるための体制を整えます。 
・障がいのある児童に対しては、早期診断と適切な治療や訓練を行うことにより、その自立を支援し

ます。 
・障がいのある人が状況に応じて安心して働くことができるよう、地域での障がい者の就業を支援し

ます。 
 
（２）障がいのある人を支える生活環境の整備 

・障がいのある人が日常生活をより円滑に営むための各種支援を行うとともに、障がいのある人を支

える人材の育成や公共施設等のバリアフリー化を推進し、生活しやすい環境を整備します。 
 

（３）権利擁護の推進 

・障がいのある人への虐待の未然防止や障がいを理由とする差別の解消に向けた意識啓発を推進しま

す。 
・判断能力の不十分な方の権利や財産を守る成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

相談支援 
事業 

障がいのある人が自立した日常生
活又は社会生活を営むことができる
よう、障害全般及び障害ごとの相談
に応じ、必要な支援を行います。 
また、地域における相談支援の中核
的な役割を担う相談支援の機能を
強化し、障がい者の生活を地域全体
で支えるための体制を整えます。 

障害者相談支
援 
発達障害児等
療育支援 
基幹相談支援
センター設置・
運営 
地域生活支援
拠点整備 

障害者相談支
援 
発達障害児等
療育支援 
基幹相談支援
センター運営 

障害者相談支
援 
発達障害児等
療育支援 
基幹相談支援
センター運営 

障がい者
支援課 

日常生活用
具給付等事
業 
【実計新規】 

障がいのある人に対して、日常生活
をより円滑に行うために必要となる
各種日常生活用具の給付等を行い
ます。 

日常生活用具
の給付等 
日常生活用具
給付等事業の
周知 

日常生活用具
の給付等 
日常生活用具
給付等事業の
周知 

日常生活用具
の給付等 
日常生活用具
給付等事業の
周知 

障がい者
支援課 

成年後見制
度利用支援
事業 
【実計新規】 

判断能力の不十分な人の財産管理
やサービス契約等について、後見人
等の援助を受けられるよう、本人に
代わって家庭裁判所に後見人等選
任のため、申立ての手続きや利用に
係る援助を行います。 

成年後見等の
相談支援、開
始審判の請
求、報酬の助
成 
関係機関との
連携 

成年後見等の
相談支援、開
始審判の請
求、報酬の助
成 
関係機関との
連携 

成年後見等の
相談支援、開
始審判の請
求、報酬の助
成 
関係機関との
連携 

障がい者
支援課 
高齢者 
支援課 
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４ 障がい者福祉 
【目指すまちの姿】 

○障がいの有無に関わらず、地域全体で支え合う社会を築くことにより、障がいのある人が、安心し

て、自分らしく生活を送ることができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）障がいのある人の自立生活支援の推進 

・障がいのある人の自立と社会参加を支援するために、幅広い分野に関する相談に対応します。 
・地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置により、相談支援の機能

を強化し、障がいのある人の生活を地域全体で支えるための体制を整えます。 
・障がいのある児童に対しては、早期診断と適切な治療や訓練を行うことにより、その自立を支援し

ます。 
・障がいのある人が状況に応じて安心して働くことができるよう、地域での障がい者の就業を支援し

ます。 
 
（２）障がいのある人を支える生活環境の整備 

・障がいのある人が日常生活をより円滑に営むための各種支援を行うとともに、障がいのある人を支

える人材の育成や公共施設等のバリアフリー化を推進し、生活しやすい環境を整備します。 
 

（３）権利擁護の推進 

・障がいのある人への虐待の未然防止や障がいを理由とする差別の解消に向けた意識啓発を推進しま

す。 
・判断能力の不十分な方の権利や財産を守る成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

相談支援 
事業 

障がいのある人が自立した日常生
活又は社会生活を営むことができる
よう、障害全般及び障害ごとの相談
に応じ、必要な支援を行います。 
また、地域における相談支援の中核
的な役割を担う相談支援の機能を
強化し、障がい者の生活を地域全体
で支えるための体制を整えます。 

障害者相談支
援 
発達障害児等
療育支援 
基幹相談支援
センター設置・
運営 
地域生活支援
拠点整備 

障害者相談支
援 
発達障害児等
療育支援 
基幹相談支援
センター運営 

障害者相談支
援 
発達障害児等
療育支援 
基幹相談支援
センター運営 

障がい者
支援課 

日常生活用
具給付等事
業 
【実計新規】 

障がいのある人に対して、日常生活
をより円滑に行うために必要となる
各種日常生活用具の給付等を行い
ます。 

日常生活用具
の給付等 
日常生活用具
給付等事業の
周知 

日常生活用具
の給付等 
日常生活用具
給付等事業の
周知 

日常生活用具
の給付等 
日常生活用具
給付等事業の
周知 

障がい者
支援課 

成年後見制
度利用支援
事業 
【実計新規】 

判断能力の不十分な人の財産管理
やサービス契約等について、後見人
等の援助を受けられるよう、本人に
代わって家庭裁判所に後見人等選
任のため、申立ての手続きや利用に
係る援助を行います。 

成年後見等の
相談支援、開
始審判の請
求、報酬の助
成 
関係機関との
連携 

成年後見等の
相談支援、開
始審判の請
求、報酬の助
成 
関係機関との
連携 

成年後見等の
相談支援、開
始審判の請
求、報酬の助
成 
関係機関との
連携 

障がい者
支援課 
高齢者 
支援課 
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第３章 防災・防犯・環境 
１ 防災 
【目指すまちの姿】 

○確立された防災体制・水防体制及び市民の手による地域防災力により、災害から市民の生命と財産

が守られています。 
 

【施策の方向性】 

（１）防災対策の強化 

・災害発生時に適切な情報発信を行うため、防災行政無線などの整備を進めるとともに、備蓄物資や

防災資機材の充足、備蓄倉庫の整備などの防災対策を強化します。 
・県が示す浸水想定区域図を踏まえて洪水防災マップの見直しを行うとともに、各種防災教育の推進

を通して、市民の防災意識の高揚を図ります。 
 
（２）地域における防災力の強化 

・地域において「共助」の中核を担う自主防災組織による活動が円滑に行われるよう、新規設立を促

すとともに、活動の中心となる人材の育成などの支援を行います。 
・災害発生時に地域での防災活動が機能するよう、各地区で避難所の開設・運営や救助など、より実

践的な防災訓練を行います。 
 

（３）災害応急・復旧対策の充実 

・災害発生時に、要援護者の安否確認や避難支援等ができる体制づくりを支援するとともに、プライ

バシーの保護に配慮しながら必要な情報を収集します。 
・災害発生後に、被災者等が一定期間避難生活をする避難所については、適切な運営を行うとともに、

良好な生活環境の確保を図ります。また、一時避難場所についても必要な整備を図ります。 
・県や他自治体、防災関係機関、企業等との相互応援体制を構築し、災害発生時に連携して応急対策

やライフライン等の復旧対策を行うことができる環境を整備するとともに、被災者への着実な支援

に取り組みます。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

災害情報等
伝達手段 
確保事業 

電波法の改正に伴い、本市が使用
する現行のアナログ方式による固定
系防災行政無線をデジタル方式に
更新するとともに、移動系防災行政
無線について更新・拡充を行いま
す。 
また、災害時に必要な情報が市民に
行き届くよう、避難所へのＷi-Fi 整備
をすすめるとともに、SNS や回覧板
等の活用など、様々な周知方法につ
いて検討します。 

【固定系】屋外
拡声子局（75
局 ） 整 備 、 再
送 信 子 局 （ 1
局）整備 
【移動系】移動
系防災行政無
線を IP 無線に
更新・拡充 
避難所へのＷ
i-Fi 整備につ
いて調査、検
討 

【固定系】屋外
拡声子局（30
局 ） 整 備 、 戸
別受信機更新 
避難所へのＷ
i-Fi 整備 

避難所へのＷ
i-Fi 整備 

危機管理課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

震災対策備
蓄倉庫管理
事業 

有事に最低限必要な食糧や飲料水
等の備蓄や防災資機材等の適正な
管理に努め、計画的な更新と充足を
行います。 

非常用食糧等
の更新 
防災資機材購
入 

非常用食糧等
の更新 
防災資機材購
入 
震災対策備蓄
倉庫外壁等改
修工事 

非常用食糧等
の更新 
防災資機材購
入 

危機管理課 

自主防災組
織支援事業 

地域において「共助」の中核をなす
自主防災組織の結成を促進するとと
もに、自主防災組織への資機材の
貸与や防災訓練を実施し、地域防災
力の向上を図ります。 

組織結成の促
進 
防災資機材の
貸与、更新 
防災訓練指導
の実施 
リーダー研修
会の開催 

組織結成の促
進 
防災資機材の
貸与、更新 
防災訓練指導
の実施 
リーダー研修
会の開催 

組織結成の促
進 
防災資機材の
貸与、更新 
防災訓練指導
の実施 
リーダー研修
会の開催 

危機管理課 

防災訓練 
事業 

大規模災害に備え、市及び関係機
関が連携し、地域住民と一体となっ
た実践的な防災訓練を実施し、防災
体制の強化及び防災意識の向上を
図ります。 

地区別防災訓
練の実施 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会、訓練
の実施 

総合防災訓練
の実施 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会、訓練
の実施 

地区別防災訓
練の実施 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会、訓練
の実施 

危機管理課 

災害対策コ
ーディネータ
ー養成事業 

地域防災における「共助」への取組
支援の一環として、防災ボランティア
のリーダーとなる人材の養成を行
い、地域防災力の向上を図ります。 

養成講座開催
スキルアップ
講座受講推進 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会の実施 

養成講座開催
スキルアップ
講座受講推進 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会の実施 

養成講座開催
スキルアップ
講座受講推進 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会の実施 

危機管理課 

防災体制の
強化 
【新規】 

大規模地震時に市単独で対処する
ことが困難な事態が想定されるた
め、あらかじめ千葉県や他市町村、
防災関係機関と、相互応援の体制を
整えるとともに、災害時においては
円滑な応急対策活動が行えるよう、
相互に協力し緊密な連携を図りま
す。 
災害発生時の避難所等のあり方に
ついて検討を行い、必要な対策に取
り組みます。 

災害時応援協
定の締結 
防災体制の検
証・見直し 
避難所等のあ
り方見直し 

災害時応援協
定の締結 
防災体制の検
証・見直し 
避難所等のあ
り方見直し 

災害時応援協
定の締結 
災害時受援計
画の策定 

危機管理課 

災害時要援
護者避難支
援対策事業 

災害時に自力または家族の支援だ
けでは避難が困難な方を対象とし
て、安否確認や避難支援などの支
援体制の充実を図ります。 

提供情報の更
新 
民生委員、区
等自治会への
情報提供 
安否確認訓練 
福祉避難所運
営訓練 
制度周知 

提供情報の更
新 
民生委員、区
等自治会への
情報提供 
安否確認訓練 
福祉避難所運
営訓練 
制度周知 

提供情報の更
新 
民生委員、区
等自治会への
情報提供 
安否確認訓練 
福祉避難所運
営訓練 
制度周知 

危機管理課 
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２ 防犯・交通安全 
【目指すまちの姿】 

○防犯体制の充実が図られるとともに、防犯と交通安全に関して市民の意識が高まり、市民が安全・

安心に暮らすことができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）防犯対策の推進 

・犯罪の発生抑止のために、防犯灯や街頭防犯カメラの整備を進めるとともに、警察や防犯協会等の

関係機関と連携し、犯罪情報の提供などを行うことにより、市民の防犯意識の向上を図ります。 
 
（２）地域における防犯体制の強化 

・市と自主防犯組織が連携して様々な活動を行うことができる体制の充実に向けて、自主防犯組織の

新規設立を促すとともに、継続的な支援を行います。 
 

（３）交通安全の推進 

・警察や交通安全協会等の関連機関と連携し、幅広い層を対象とした交通安全教育や啓発活動を行う

ことにより、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図ります。 
・近年急増している高齢者が関係する交通事故を防止するための対策を強化します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

防犯灯設置
管理事業 

夜間の通行における不安の解消と
犯罪の発生抑止のため、防犯灯の
適切な設置と維持管理を実施しま
す。 

防犯灯の維持
管理 
地域の要望等
による防犯灯
の新設 

防犯灯の維持
管理 
地域の要望等
による防犯灯
の新設 

防犯灯の維持
管理 
地域の要望等
による防犯灯
の新設 

市民活動
支援課 

防犯対策 
推進事業 

市内全域における犯罪の発生抑止
のため、街頭防犯カメラの設置及び
適切な維持管理を実施します。 

街頭防犯カメ
ラの設置 
生活安全メー
ル等による犯
罪発生状況等
の周知 
市公用車への
ドライブレコー
ダーの設置 

街頭防犯カメ
ラの設置 
生活安全メー
ル等による犯
罪発生状況等
の周知 
市公用車への
ドライブレコー
ダーの設置 

街頭防犯カメ
ラの設置 
生活安全メー
ル等による犯
罪発生状況等
の周知 
市公用車への
ドライブレコー
ダーの設置 

市民活動 
支援課 
管財契約課 

地域防犯体
制強化事業 

市民の防犯意識の高揚を図るととも
に、官民協働による防犯パトロール
などの各種防犯活動を総合的に実
施することで犯罪の発生抑止に努め
ます。 
また、自主防犯組織の新規設立を
促すとともに、既存団体が継続して
活動できるよう支援します。 

自主防犯組織
等の育成・支
援 
各種防犯団体
との連携によ
る防犯パトロ
ールや啓発活
動の実施 

自主防犯組織
等の育成・支
援 
各種防犯団体
との連携によ
る防犯パトロ
ールや啓発活
動の実施 

自主防犯組織
等の育成・支
援 
各種防犯団体
との連携によ
る防犯パトロ
ールや啓発活
動の実施 

市民活動
支援課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

震災対策備
蓄倉庫管理
事業 

有事に最低限必要な食糧や飲料水
等の備蓄や防災資機材等の適正な
管理に努め、計画的な更新と充足を
行います。 

非常用食糧等
の更新 
防災資機材購
入 

非常用食糧等
の更新 
防災資機材購
入 
震災対策備蓄
倉庫外壁等改
修工事 

非常用食糧等
の更新 
防災資機材購
入 

危機管理課 

自主防災組
織支援事業 

地域において「共助」の中核をなす
自主防災組織の結成を促進するとと
もに、自主防災組織への資機材の
貸与や防災訓練を実施し、地域防災
力の向上を図ります。 

組織結成の促
進 
防災資機材の
貸与、更新 
防災訓練指導
の実施 
リーダー研修
会の開催 

組織結成の促
進 
防災資機材の
貸与、更新 
防災訓練指導
の実施 
リーダー研修
会の開催 

組織結成の促
進 
防災資機材の
貸与、更新 
防災訓練指導
の実施 
リーダー研修
会の開催 

危機管理課 

防災訓練 
事業 

大規模災害に備え、市及び関係機
関が連携し、地域住民と一体となっ
た実践的な防災訓練を実施し、防災
体制の強化及び防災意識の向上を
図ります。 

地区別防災訓
練の実施 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会、訓練
の実施 

総合防災訓練
の実施 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会、訓練
の実施 

地区別防災訓
練の実施 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会、訓練
の実施 

危機管理課 

災害対策コ
ーディネータ
ー養成事業 

地域防災における「共助」への取組
支援の一環として、防災ボランティア
のリーダーとなる人材の養成を行
い、地域防災力の向上を図ります。 

養成講座開催
スキルアップ
講座受講推進 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会の実施 

養成講座開催
スキルアップ
講座受講推進 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会の実施 

養成講座開催
スキルアップ
講座受講推進 
自主防災組
織、消防団、
災害対策コー
ディネーター
の連携による
研修会の実施 

危機管理課 

防災体制の
強化 
【新規】 

大規模地震時に市単独で対処する
ことが困難な事態が想定されるた
め、あらかじめ千葉県や他市町村、
防災関係機関と、相互応援の体制を
整えるとともに、災害時においては
円滑な応急対策活動が行えるよう、
相互に協力し緊密な連携を図りま
す。 
災害発生時の避難所等のあり方に
ついて検討を行い、必要な対策に取
り組みます。 

災害時応援協
定の締結 
防災体制の検
証・見直し 
避難所等のあ
り方見直し 

災害時応援協
定の締結 
防災体制の検
証・見直し 
避難所等のあ
り方見直し 

災害時応援協
定の締結 
災害時受援計
画の策定 

危機管理課 

災害時要援
護者避難支
援対策事業 

災害時に自力または家族の支援だ
けでは避難が困難な方を対象とし
て、安否確認や避難支援などの支
援体制の充実を図ります。 

提供情報の更
新 
民生委員、区
等自治会への
情報提供 
安否確認訓練 
福祉避難所運
営訓練 
制度周知 

提供情報の更
新 
民生委員、区
等自治会への
情報提供 
安否確認訓練 
福祉避難所運
営訓練 
制度周知 

提供情報の更
新 
民生委員、区
等自治会への
情報提供 
安否確認訓練 
福祉避難所運
営訓練 
制度周知 

危機管理課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

交通安全 
対策事業 

幼児から高齢者までを対象とした交
通安全教育及び交通安全意識の向
上を図るための啓発活動を実施しま
す。 
また、高齢者の交通事故対策とし
て、シニアクラブ等における交通安
全教育の実施及び運転免許証の自
主返納を推進します。 

交通安全教室
の実施 
啓発活動の実
施 
高齢者の安全
運転対策の検
討 
高齢者運転免
許証自主返納
支援事業の実
施及び拡充の
検討 

交通安全教室
の実施 
啓発活動の実
施 
高齢者の安全
運転対策の実
施 
運転免許証自
主返納支援事
業拡充の実施 

交通安全教室
の実施 
啓発活動の実
施 
高齢者の安全
運転対策の実
施 
運転免許証自
主返納支援事
業拡充の実施 

市民活動
支援課 
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３ 消防・救急 
【目指すまちの姿】 

○消防・救急体制の充実が図られるとともに、事業者や市民の防火意識が高まり、市民が安全・安心

に暮らすことができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）消防・救急体制の充実 

・消防庁舎の整備検討、消防車両の計画的な更新等を通して、常備・非常備の消防体制及び救急体制

の充実を図ります。救急時に市民も適切な応急処置が行えるよう、必要な対策を講じます。 
・地域における消防団活動の必要性の周知を図り、消防団員確保に取り組みます。 
・消防の広域化に関しては、県及び近隣市等の動向を踏まえながら検討を進めます。 

 
（２）火災予防の推進 

・市民が火災予防に関して強い意識を持ち、火災発生時に適切な対応ができるように、様々な機会を

通じて啓発活動を推進します。 
・住宅への設置が義務付けされている住宅用火災警報器の設置を促進するとともに、防火及び自主保

安管理体制の徹底を図るため、事業者に対し法令に基づき適切な指導・助言を行います。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

常備車両 
更新事業 

災害時における即時体制を整え、地
域住民の安全・安心を確保するため、
常備車両を計画的に更新します。 

長浦署 高規
格救急車更新 

平川署 水槽
付消防ポンプ
自動車更新 

長浦署 原液
搬送車更新 

消防本部
総務課 

非常備車両
更新事業 

地域住民の安全・安心を確保するた
め、非常備車両を計画的に更新しま
す。 

小型動力ポン
プ付積載車２
台 

小型動力ポン
プ付積載車２
台 

小型動力ポン
プ付積載車２
台 

消防本部
総務課 

消防団詰所
建設事業 

消防団の拠点施設である詰所を計
画的に整備します。 

旧第８分団詰
所解体 
第１４分団詰
所解体 
第１４分団詰
所用地購入 

第１４分団詰
所建設  

消防本部
総務課 

長浦消防署
訓練塔改修
工事 
【新規】 

各種災害に備え、安全・迅速な消火・
救出活動等を行うことができるよう消
防職員の技術・技能の向上に必要不
可欠な訓練塔の改修を行います。 

  
訓練塔改修工
事 

  
消防本部
総務課 

火災予防 
啓発事業 

火災予防の啓発活動を行い、防火
思想の高揚を図ります。 
また、事業者等に対し適切な指導・
助言を行い、防火・防災体制の徹底
を図ります。 

住宅用火災警
報器普及 
住宅用火災警
報器取付補助 
火災予防運動
の実施 
一人暮らしの
高齢者宅防火
診断 
幼年消防クラ
ブ大会の開催 
消防訓練の指
導等 
立入検査の実
施 

住宅用火災警
報器普及 
住宅用火災警
報器取付補助 
火災予防運動
の実施 
一人暮らしの
高齢者宅防火
診断 
幼年消防クラ
ブ大会の開催 
消防訓練の指
導等 
立入検査の実
施 

住宅用火災警
報器普及 
住宅用火災警
報器取付補助 
火災予防運動
の実施 
一人暮らしの
高齢者宅防火
診断 
幼年消防クラ
ブ大会の開催 
消防訓練の指
導等 
立入検査の実
施 

消防本部
予防課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

交通安全 
対策事業 

幼児から高齢者までを対象とした交
通安全教育及び交通安全意識の向
上を図るための啓発活動を実施しま
す。 
また、高齢者の交通事故対策とし
て、シニアクラブ等における交通安
全教育の実施及び運転免許証の自
主返納を推進します。 

交通安全教室
の実施 
啓発活動の実
施 
高齢者の安全
運転対策の検
討 
高齢者運転免
許証自主返納
支援事業の実
施及び拡充の
検討 

交通安全教室
の実施 
啓発活動の実
施 
高齢者の安全
運転対策の実
施 
運転免許証自
主返納支援事
業拡充の実施 

交通安全教室
の実施 
啓発活動の実
施 
高齢者の安全
運転対策の実
施 
運転免許証自
主返納支援事
業拡充の実施 

市民活動
支援課 
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４ 消費生活 
【目指すまちの姿】 

○市民の消費者問題に対する知識や判断力が高まり、相談体制の充実により、市民が安心して生活を

送ることができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）消費者保護対策の推進 

・消費生活に関する相談については、的確な対応を行うことにより問題の早期解決を図ります。また、

市の消費生活センターの認知度を高めるため、消費生活センターの周知を図ります。 
・消費者問題に関する最新情報の収集、相談員の質の向上などを通して、相談体制の充実を図ります。 

 
（２）消費者意識の向上 

・関係機関との連携を強化して幅広い年齢層を対象とした消費者教育や啓発活動を行うことにより、

市民の消費生活に関する知識や判断力の向上を図ります。 
・特にターゲットになりやすい高齢者や若年層に対しては、きめ細かな情報提供や学習機会の充実を

図り、被害の未然防止に努めます。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

消費生活相
談・消費者
意識啓発 
事業 

消費者問題に関する啓発活動を行
い、被害の未然防止を図ります。 
複雑・多様化する消費者問題に対応
するため、消費生活相談を実施し、
消費者トラブルの早期解決を図りま
す。 

消費生活相談 
消費者教室の
開催 
出前講座の開
催 
消費生活相談
員国家資格取
得補助制度の
創設 

消費生活相談 
消費者教室の
開催 
出前講座の開
催 
啓発物資の作
成・配布 
消費生活相談
員国家資格取
得補助制度の
運用 

消費生活相談 
消費者教室の
開催 
出前講座の開
催 
消費生活相談
員国家資格取
得補助制度の
運用 

商工観光課 
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５ 環境保全 
【目指すまちの姿】 

○豊かな自然環境が保全されるとともに、地球にやさしい持続可能な社会がつくりだされています。 
 

【施策の方向性】 

（１）自然環境の保全と共生 

・ボランティアや各種団体、事業所、学校等と連携しながら、自然環境の保全やまちの美化を図りま

す。 
・生態系や人の健康に被害を及ぼす恐れのある有害鳥獣や特定外来生物の防除を積極的に行います。 
・市民の環境保全への理解を深めるために、環境学習講座などを実施します。 

 
（２）地球温暖化対策の推進 

・全世界的な課題である地球温暖化問題に対して、家庭における省エネルギー設備設置の支援や市民

への的確な情報提供を行うとともに、市民の意識を高めるための緑のカーテンづくりなどについて

促進します。 
 

（３）快適で安全に生活できる環境の維持 

・大気汚染の常時監視や汚染物質の排出者に対する指導などを行うとともに、河川等における水質調

査を行い、その改善に向けた対応を行います。 
・騒音・振動について定期的に測定し、要請限度を超過する場合は関係機関に対策を要請します。ま

た、航空機騒音は、県などに対して、騒音の低減について要望します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

まちの美化
推進事業 

市民や企業、学校等と協働して、美
化活動を行うことにより、ごみのない
清潔で美しいまちづくりを目指しま
す。 
花いっぱい運動による花の種の配
布、フラワーポットの貸出しにより、
美しいまちづくりを目指します。 
空き地等の雑草処理対策により、美
観の保護・環境美化を推進します。 

協働による、
清掃活動、ポ
イ捨て防止啓
発活動、市内
一斉清掃等の
実施 
花の種の配
布、フラワー
ポット貸出 
市街地の空き
地等の雑草対
策 

協働による、
清掃活動、ポ
イ捨て防止啓
発活動、市内
一斉清掃等の
実施 
花の種の配
布、フラワー
ポット貸出 
市街地の空き
地等の雑草対
策 

協働による、
清掃活動、ポ
イ捨て防止啓
発活動、市内
一斉清掃等の
実施 
花の種の配
布、フラワー
ポット貸出 
市街地の空き
地等の雑草対
策 

環境管理課 

自然環境保
全事業 

身近な緑、豊かな自然環境を保全
し、安らぎのあるまちづくりを目指す
とともに、自然環境緑地等の維持管
理をボランティアと協働で行います。 
一定規模以上の進出事業所に対し
て、一定割合の緑化の義務付けを
行い、みどりの確保に努めます。 
鳥獣保護を図るとともに、特定外来
生物等の捕獲・駆除を行います。 

ボランティアに
よるしいのもり
自然環境緑地
の整備 
保存樹木・樹林
補助金の交付 
緑化協定の締
結 
特定外来生物
の駆除 
環境学習講座
等の開催 

ボランティアに
よるしいのもり
自然環境緑地
の整備 
保存樹木・樹林
補助金の交付 
緑化協定の締
結 
特定外来生物
の駆除 
環境学習講座
等の開催 

ボランティアに
よるしいのもり
自然環境緑地
の整備 
保存樹木・樹林
補助金の交付 
緑化協定の締
結 
特定外来生物
の駆除 
環境学習講座
等の開催 

環境管理課 
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４ 消費生活 
【目指すまちの姿】 

○市民の消費者問題に対する知識や判断力が高まり、相談体制の充実により、市民が安心して生活を

送ることができています。 
 

【施策の方向性】 

（１）消費者保護対策の推進 

・消費生活に関する相談については、的確な対応を行うことにより問題の早期解決を図ります。また、

市の消費生活センターの認知度を高めるため、消費生活センターの周知を図ります。 
・消費者問題に関する最新情報の収集、相談員の質の向上などを通して、相談体制の充実を図ります。 

 
（２）消費者意識の向上 

・関係機関との連携を強化して幅広い年齢層を対象とした消費者教育や啓発活動を行うことにより、

市民の消費生活に関する知識や判断力の向上を図ります。 
・特にターゲットになりやすい高齢者や若年層に対しては、きめ細かな情報提供や学習機会の充実を

図り、被害の未然防止に努めます。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

消費生活相
談・消費者
意識啓発 
事業 

消費者問題に関する啓発活動を行
い、被害の未然防止を図ります。 
複雑・多様化する消費者問題に対応
するため、消費生活相談を実施し、
消費者トラブルの早期解決を図りま
す。 

消費生活相談 
消費者教室の
開催 
出前講座の開
催 
消費生活相談
員国家資格取
得補助制度の
創設 

消費生活相談 
消費者教室の
開催 
出前講座の開
催 
啓発物資の作
成・配布 
消費生活相談
員国家資格取
得補助制度の
運用 

消費生活相談 
消費者教室の
開催 
出前講座の開
催 
消費生活相談
員国家資格取
得補助制度の
運用 

商工観光課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

地球温暖化
対策事業 

地球温暖化の防止対策を進めるた
め、再生可能エネルギー設備や省エ
ネルギー設備の導入を促進する住
宅用太陽光発電システム等設備の
設置について、県の交付要綱に従っ
て補助金を交付します。 
「袖ケ浦市太陽光発電設備の設置
及び管理に関するガイドライン」の適
切な運用を行い、再生可能エネルギ
ーの利用を推進します。 

住宅用省エネ
ルギー設備等
設置に係る補
助金の交付 
温室効果ガス
排出量の算出 
緑のカーテン
づくり講習会
の実施 
緑のカーテン
コンテストの
実施 

住宅用省エネ
ルギー設備等
設置に係る補
助金の交付 
温室効果ガス
排出量の算出 
緑のカーテン
づくり講習会
の実施 
緑のカーテン
コンテストの実
施 

住宅用省エネ
ルギー設備等
設置に係る補
助金の交付 
温室効果ガス
排出量の算出 
緑のカーテン
づくり講習会
の実施 
緑のカーテン
コンテストの実
施 

環境管理課 

大気汚染 
監視機器 
整備事業 

大気環境の状況を的確に把握する
ため、老朽化した機器を計画的に更
新します。 

老朽化した測
定機器の更新 
測定局配置の
検討 

老朽化した測
定機器の更新 
測定局配置の
方向性の決定 

老朽化した測
定機器の更新 

環境管理課 
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６ 廃棄物・リサイクル 
【目指すまちの姿】 

○ごみの減量化・資源化の促進や不法投棄の減少により、環境にやさしい循環型社会が形成されてい

ます。 
 

【施策の方向性】 

（１）ごみの減量化・再資源化の推進 

・ごみ減量化に向けた取組を進めるとともに、長期的な視点からごみ収集制度全体のあり方について

総合的な見直しを行います。 
・ごみの分別の徹底による再資源化を進め、資源循環型のまちを目指します。 

 
（２）ごみ処理体制の整備 

・袖ケ浦クリーンセンターの改修を計画的に進めることで、コスト削減と施設の長寿命化を図ります。 
・令和 9 年度稼働予定となっている次期広域廃棄物処理施設については、共同で事業を進める自治体

と広域連携組織を設置し、取組を進めます。 
 

（３）し尿処理の適正化 

・単独処理浄化槽の使用者に対して、合併処理浄化槽への設置切り替えを促進するために啓発活動及

び設置費用の補助を行い、河川等の公共用水域の水質保全を図ります。 
 
（４）廃棄物の不法投棄等の防止 

・廃棄物の不法投棄と、土砂等の埋立てによる土壌汚染・災害発生を防止するため、監視活動を行い

ます。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

ごみ減量化
推進事業 

ごみ最終処分量の減量化を図るた
め、ごみ減量化の普及啓発を行うと
ともに、ごみ収集制度全体のあり方
について総合的な見直しの検討を行
います。 

ごみ減量化の
普及啓発 
事業者への減
量化指導の徹
底 
ごみ収集制度
の総合的な見
直しの検討 

ごみ減量化の
普及啓発 
事業者への減
量化指導の徹
底 
ごみ収集制度
の総合的な見
直し 

ごみ減量化の
普及啓発 
事業者への減
量化指導の徹
底 

廃棄物 
対策課 

ごみ資源化
推進事業 

資源循環を推進するため、排出時点
での分別を啓発するとともに、資源
化対象品目の拡充の検討を行いま
す。 

生ごみ、剪定
枝の排出抑制 
資源回収を実
施する団体へ
の支援 
資源化対象品
目拡大のため
の調査、検
討、実施 

生ごみ、剪定
枝の排出抑制 
資源回収を実
施する団体へ
の支援 
資源化対象品
目拡大のため
の調査、検
討、実施 

生ごみ、剪定
枝の排出抑制 
資源回収を実
施する団体へ
の支援 
資源化対象品
目拡大のため
の調査、検
討、実施 

廃棄物 
対策課 

ごみ処理施
設長寿命化
事業 

老朽化したごみ処理施設の更新を
行い、ごみ処理の安定的かつ継続
的な実施及びランニングコストの縮
減を図ります。 

廃棄物処理施
設計画策定業
務委託（し尿
処理施設含
む） 
改修工事の実
施 

改修工事の実
施 

改修工事の実
施 

廃棄物 
対策課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

地球温暖化
対策事業 

地球温暖化の防止対策を進めるた
め、再生可能エネルギー設備や省エ
ネルギー設備の導入を促進する住
宅用太陽光発電システム等設備の
設置について、県の交付要綱に従っ
て補助金を交付します。 
「袖ケ浦市太陽光発電設備の設置
及び管理に関するガイドライン」の適
切な運用を行い、再生可能エネルギ
ーの利用を推進します。 

住宅用省エネ
ルギー設備等
設置に係る補
助金の交付 
温室効果ガス
排出量の算出 
緑のカーテン
づくり講習会
の実施 
緑のカーテン
コンテストの
実施 

住宅用省エネ
ルギー設備等
設置に係る補
助金の交付 
温室効果ガス
排出量の算出 
緑のカーテン
づくり講習会
の実施 
緑のカーテン
コンテストの実
施 

住宅用省エネ
ルギー設備等
設置に係る補
助金の交付 
温室効果ガス
排出量の算出 
緑のカーテン
づくり講習会
の実施 
緑のカーテン
コンテストの実
施 

環境管理課 

大気汚染 
監視機器 
整備事業 

大気環境の状況を的確に把握する
ため、老朽化した機器を計画的に更
新します。 

老朽化した測
定機器の更新 
測定局配置の
検討 

老朽化した測
定機器の更新 
測定局配置の
方向性の決定 

老朽化した測
定機器の更新 

環境管理課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

次期広域廃
棄物処理事
業 
【実計新規】 

君津地域４市（袖ケ浦市、木更津
市、君津市及び富津市）の一般廃棄
物は、㈱かずさクリーンシステムで
中間処理を行っていますが、令和８
年度末に事業終了となるため、９年
度からの次期広域廃棄物処理施設
整備を進めます。次期広域廃棄物
処理事業は、安房地域２市１町（鴨
川市、南房総市及び鋸南町）も参加
した６市１町で共同して事業を進め、
事業方式はＰＦＩ法のＢＯＯ方式で実
施します。 

事業者決定 
建設地決定 
環境影響評価
（ＰＦＩ事業者） 

環境影響評価
（ＰＦＩ事業者） 

環境影響評価
（ＰＦＩ事業者） 

廃棄物 
対策課 

合併処理浄
化槽設置 
補助事業 

河川等の公共用水域の水質保全を
図るため、単独処理浄化槽の使用
者に対して合併処理浄化槽への設
置替えを行うよう啓発に取り組むとと
もに、合併処理浄化槽設置への補
助を継続して行います。 

啓発活動 
合併処理浄化
槽の設置を推
進 

啓発活動 
合併処理浄化
槽の設置を推
進 

啓発活動 
合併処理浄化
槽の設置を推
進 

下水対策課 

廃棄物・ 
土砂対策 
事業 

廃棄物の不法投棄や土砂等の埋め
立て等による土壌汚染・災害発生を
防止するための監視活動を行いま
す。 

市及び不法投
棄監視員等に
よるパトロー
ル活動 
監視カメラ及
び不法投棄防
止看板の設置
袖ケ浦市自治
連絡協議会と
の「不法投棄
の情報提供に
関する協定」
締結の検討 

市及び不法投
棄監視員等に
よるパトロー
ル活動 
監視カメラ及
び不法投棄防
止看板の設置 

市及び不法投
棄監視員等に
よるパトロー
ル活動 
監視カメラ及
び不法投棄防
止看板の設置 

廃棄物 
対策課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

次期広域廃
棄物処理事
業 
【実計新規】 

君津地域４市（袖ケ浦市、木更津
市、君津市及び富津市）の一般廃棄
物は、㈱かずさクリーンシステムで
中間処理を行っていますが、令和８
年度末に事業終了となるため、９年
度からの次期広域廃棄物処理施設
整備を進めます。次期広域廃棄物
処理事業は、安房地域２市１町（鴨
川市、南房総市及び鋸南町）も参加
した６市１町で共同して事業を進め、
事業方式はＰＦＩ法のＢＯＯ方式で実
施します。 

事業者決定 
建設地決定 
環境影響評価
（ＰＦＩ事業者） 

環境影響評価
（ＰＦＩ事業者） 

環境影響評価
（ＰＦＩ事業者） 

廃棄物 
対策課 

合併処理浄
化槽設置 
補助事業 

河川等の公共用水域の水質保全を
図るため、単独処理浄化槽の使用
者に対して合併処理浄化槽への設
置替えを行うよう啓発に取り組むとと
もに、合併処理浄化槽設置への補
助を継続して行います。 

啓発活動 
合併処理浄化
槽の設置を推
進 

啓発活動 
合併処理浄化
槽の設置を推
進 

啓発活動 
合併処理浄化
槽の設置を推
進 

下水対策課 

廃棄物・ 
土砂対策 
事業 

廃棄物の不法投棄や土砂等の埋め
立て等による土壌汚染・災害発生を
防止するための監視活動を行いま
す。 

市及び不法投
棄監視員等に
よるパトロー
ル活動 
監視カメラ及
び不法投棄防
止看板の設置
袖ケ浦市自治
連絡協議会と
の「不法投棄
の情報提供に
関する協定」
締結の検討 

市及び不法投
棄監視員等に
よるパトロー
ル活動 
監視カメラ及
び不法投棄防
止看板の設置 

市及び不法投
棄監視員等に
よるパトロー
ル活動 
監視カメラ及
び不法投棄防
止看板の設置 

廃棄物 
対策課 
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第４章 都市形成・都市基盤 
１ 市街地形成 
【目指すまちの姿】 

○各拠点を中心に利便性が高く、効率的な土地利用が図られ、安全で安心して暮らせる良好な市街地

が形成されています。 
 

【施策の方向性】 

（１）計画的なまちづくりの推進 

・都市計画マスタープランに基づいて、自然環境と調和した秩序あるまちづくりを計画的に推進しま

す。 
・災害復旧の迅速化や境界線をめぐるトラブルの未然防止などを目的とした地籍調査を推進します。 

 
（２）市街地整備の促進 

・地区計画制度の活用等による市街地の整備を促進します。 
・市街化区域の生活環境を改善するため、狭あい道路の拡幅整備について制度の見直しを行い、市民

への周知・啓発を図ります。 
 

（３）良好な景観形成 

・景観計画及び景観条例に基づく規制誘導や、景観を形成する上で重要な樹木等のシンボル化、良好

な景観形成のための活動を行う団体の支援等を通して、市内の景観資源の保全・創出に取り組みま

す。 
・良好な景観形成に向けた市民の意識の高揚を図るために、啓発活動を行います。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

市街化調整
区域土地利
用適正誘導
事業 
【新規】 

市街化調整区域において、都市計
画マスタープランに基づいた土地利
用を図るため、地区計画の基準（ガ
イドライン）を策定し、その運用を図
ります。 

地区別説明会
の実施 
地区計画運用
基準の策定 

地区計画制度
の周知 
都市計画提案
制度の周知 

地区計画制度
の周知 
都市計画提案
制度の周知 

都市整備課 

地籍調査 
事業 
【新規】 

一筆ごとの土地の所有者、地番及び
地目を調査し、境界及び地籍に関す
る測量を行います。その調査結果か
ら地籍図及び地籍簿を作成し、登記
所へ備え付けます。 

【１工区】 
地籍調査事業
計画・準備 
実施計画作成 

【１工区】 
地籍図根三角
測量 
地籍図根多角
測量 
現況測量 
一筆地調査 
細部図根測量 

【１工区】 
一筆地測量 
地籍図原図作
成 
地籍測定 
地籍図及び地
籍簿の作成 

土木管理課 

市街地内市
道等整備 
事業 

市街化区域内の生活環境の改善を
図り、安全安心で良好な市街地形成
を促進するために、市民にみちづくり
要綱の制度や効果をＰＲし、理解と
協力を得て、市街化区域内の狭隘
道路の拡幅整備を目指します。 

先進自治体事
例の調査・検
討 
みちづくり要
綱の改正 

みちづくり要
綱の周知・啓
発 

みちづくり要
綱の周知・啓
発 

都市整備課 

景観まちづく
り推進事業 

景観計画及び条例の適切な運用に
より、市内の良好な景観の形成を推
進するとともに、景観に関する意識
啓発を図ります。 

景観計画の運
用 
景観まちづくり
推進団体の活
動支援 
意識啓発 

景観計画の運
用 
景観まちづくり
推進団体の活
動支援 
意識啓発 

景観計画の運
用 
景観まちづくり
推進団体の活
動支援 
意識啓発 

都市整備課 
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２ 公園・緑地 
【目指すまちの姿】 

○公園や緑地が適正に管理され、憩いや交流の場として活用されています。 
 

【施策の方向性】 

（１）公園・緑地の適正管理 

・公園が有する様々な機能を十分に発揮できるよう、老朽化した施設の補修・更新やバリアフリー化

など必要な維持管理を行います。 
・公園施設の整備・改修等をより効果的に行うため、民間事業者の参入可能性について検討します。 

 
（２）公園・緑地を活用した交流機会の創出 

・袖ケ浦公園、百目木公園、椎の森自然環境保全緑地など、公園・緑地での地域住民の交流促進、交

流人口の増加を図るため、公園・緑地を活用したイベントの支援や情報発信等を行います。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

都市公園 
整備事業 

袖ケ浦駅海側地区に計画された近
隣公園を、近隣住民に憩いと安らぎ
を与える魅力ある公園となるよう整
備します。 
袖ケ浦公園及び百目木公園におけ
るマーケットサウンディング調査の実
施により、Ｐ-ＰＦＩの可能性について
検討するとともに、市内の既存公園
については、再整備の計画を策定し
ます。 

袖ケ浦駅海側
地区近隣公園
の整備 

袖ケ浦公園及
び百目木公園
における民間
事業者への都
市公園の活用
に関するヒア
リング調査の
実施 

公園再整備計
画の策定 

都市整備課 

公園緑地 
管理事業 

利用者が快適に過ごせるよう、公園
緑地の適正な維持管理を行います。 

指定管理者に
よる適正な維
持管理の実施 
老朽施設の補
修及び更新 
自治会等公園
維持管理活動
協力団体の募
集 

指定管理者に
よる適正な維
持管理の実施 
老朽施設の補
修及び更新 
自治会等公園
維持管理活動
協力団体の募
集 

指定管理者に
よる適正な維
持管理の実施 
老朽施設の補
修及び更新 
自治会等公園
維持管理活動
協力団体の募
集 

都市整備課 

都市公園 
交流機会 
創出事業 
【新規】 

袖ケ浦公園の花々や隣接する農畜
産物直売所ゆりの里との回遊性、百
目木公園の運動施設やプールなど
の機能を活用し、市の主要交流拠点
としての情報を発信することにより、
交流人口の拡大及び周辺地域の活
性化を図ります。 

袖ケ浦公園花
菖蒲園の浚渫
整備 
袖ケ浦公園桜
植え替え 

袖ケ浦公園花
菖蒲園の浚渫
整備 
袖ケ浦公園桜
植え替え 
公園まつり等
のＰＲ活動 

袖ケ浦公園花
菖蒲園の浚渫
整備 
袖ケ浦公園桜
植え替え 
公園まつり等
のＰＲ活動 

都市整備課 
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３ 道路 
【目指すまちの姿】 

○都市計画道路などの幹線道路及び生活道路の整備と維持管理が適切に行われ、すべての利用者が安

全・安心で快適に利用できる道路環境が整っています。 
 

【施策の方向性】 

（１）都市計画道路の整備 

・高須箕和田線の南袖延伸区間、袖ケ浦駅海側地区と木更津市金田地区を結ぶ西内河根場線などの整

備を促進し、交通渋滞の緩和や、市内における円滑な交通機能の確保を図ります。 
 
（２）市道の整備 

・地域住民の利便性の向上と安全性の確保を目的として、道路改良工事や交通安全対策、バリアフリ

ー化を図ります。 
 

（３）広域幹線道路等の整備促進 

・県道君津平川線と接続し、地域の活性化が期待される首都圏中央連絡自動車道（仮称）かずさイン

ターチェンジの早期整備や誰もが安心して利用できる道路環境の向上に向けた国県道の歩道整備を

関係機関に要望します。 
・東京湾岸地域とのアクセス性向上などが図られる東京湾岸道路の建設に向けた要望活動を行います。 

 

（４）道路施設の適正管理 

・橋梁や道路等の適切な点検とそれに基づく修繕・耐震補強工事を行い、道路施設の長寿命化とライ

フサイクルコストの軽減を図ります。 
・生活道路対策エリア等の指定を受けた地域について、警察等と協議しながら道路の安全対策を実施

します。また、交差点での歩行者事故に対応するため、安全対策を講じます。 
・市民参加による道路の美化活動を行う道路アダプトプログラムの推進を図ります。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

高須箕和田
線建設事業
（南袖延伸） 

（都）高須箕和田線既存整備区間の
事業効果をさらに高めるため、市内
陸部と臨海部を一本で結び、東京湾
岸道路に接続する同路線について、
袖ケ浦駅海側土地区画整理地区か
ら南袖地区の間を整備します。 

橋梁上部工 
上部鋼板桁製
作 
道路改築工事 
橋梁整備工事
委託 
用地買収 

橋梁上部工 
上部鋼板桁架
設 
橋梁整備工事
委託 
道路改築工事 
家屋事後調査
委託  

施設台帳整備
委託 
地目変更登記
委託 
交通量調査委
託 

土木建設課 

西内河根場
線建設事業 

県が整備を実施する西内河根場線
は、袖ケ浦駅海側土地区画整理地
区と木更津市金田地区を結び、地域
の連携や経済の活性化を目的として
おり、県と調整を図りながら整備に
対して負担金を支出し早期完成を目
指します。 

橋梁下部工
事、道路工事
に伴う負担金 

橋梁下部工
事、橋梁上部
工事に伴う負
担金 

橋梁上部工事
に伴う負担金 

土木建設課 
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２ 公園・緑地 
【目指すまちの姿】 

○公園や緑地が適正に管理され、憩いや交流の場として活用されています。 
 

【施策の方向性】 

（１）公園・緑地の適正管理 

・公園が有する様々な機能を十分に発揮できるよう、老朽化した施設の補修・更新やバリアフリー化

など必要な維持管理を行います。 
・公園施設の整備・改修等をより効果的に行うため、民間事業者の参入可能性について検討します。 

 
（２）公園・緑地を活用した交流機会の創出 

・袖ケ浦公園、百目木公園、椎の森自然環境保全緑地など、公園・緑地での地域住民の交流促進、交

流人口の増加を図るため、公園・緑地を活用したイベントの支援や情報発信等を行います。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

都市公園 
整備事業 

袖ケ浦駅海側地区に計画された近
隣公園を、近隣住民に憩いと安らぎ
を与える魅力ある公園となるよう整
備します。 
袖ケ浦公園及び百目木公園におけ
るマーケットサウンディング調査の実
施により、Ｐ-ＰＦＩの可能性について
検討するとともに、市内の既存公園
については、再整備の計画を策定し
ます。 

袖ケ浦駅海側
地区近隣公園
の整備 

袖ケ浦公園及
び百目木公園
における民間
事業者への都
市公園の活用
に関するヒア
リング調査の
実施 

公園再整備計
画の策定 

都市整備課 

公園緑地 
管理事業 

利用者が快適に過ごせるよう、公園
緑地の適正な維持管理を行います。 

指定管理者に
よる適正な維
持管理の実施 
老朽施設の補
修及び更新 
自治会等公園
維持管理活動
協力団体の募
集 

指定管理者に
よる適正な維
持管理の実施 
老朽施設の補
修及び更新 
自治会等公園
維持管理活動
協力団体の募
集 

指定管理者に
よる適正な維
持管理の実施 
老朽施設の補
修及び更新 
自治会等公園
維持管理活動
協力団体の募
集 

都市整備課 

都市公園 
交流機会 
創出事業 
【新規】 

袖ケ浦公園の花々や隣接する農畜
産物直売所ゆりの里との回遊性、百
目木公園の運動施設やプールなど
の機能を活用し、市の主要交流拠点
としての情報を発信することにより、
交流人口の拡大及び周辺地域の活
性化を図ります。 

袖ケ浦公園花
菖蒲園の浚渫
整備 
袖ケ浦公園桜
植え替え 

袖ケ浦公園花
菖蒲園の浚渫
整備 
袖ケ浦公園桜
植え替え 
公園まつり等
のＰＲ活動 

袖ケ浦公園花
菖蒲園の浚渫
整備 
袖ケ浦公園桜
植え替え 
公園まつり等
のＰＲ活動 

都市整備課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

三箇横田線
建設事業 

通学路の安全性と交通利便性の向
上を図るため、広域農道から県道長
浦上総線を通り市道代宿横田線間
の交差点改良および道路改良工事
を実施します。 

道路改良工事 
交差点詳細設
計委託（三箇
横田線代宿横
田線） 
路線測量 

交差点改良工
事（長浦上総
線三箇横田
線） 
用地買収（公
社買戻し） 

交差点改良工
事（三箇横田
線代宿横田
線） 
用地買収 

土木建設課 

飯富２９号
線・代宿横
田線建設事
業 

通学路の安全と交通利便性の向上
を図るため、飯富２９号線および代
宿横田線について道路改良工事を
実施します。 

  

不動産鑑定委
託 
用地買収（公
社） 

道路予備設計
委託 
整備手法の検
討 

土木建設課 

国県道・自
動車専用道
路等整備促
進事業 

広域幹線道路のネットワークを形成
し、市内の交通利便性の更なる向
上、地域の更なる活性化を図るため
に（仮称）かずさインターチェンジや
東京湾岸道路などの整備促進につ
いて国・県に要望します。 

（仮称）かずさ
インターチェン
ジ、東京湾岸
道路などの各
種要望活動、
協議会活動 

（仮称）かずさ
インターチェン
ジ、東京湾岸
道路などの各
種要望活動、
協議会活動 

（仮称）かずさ
インターチェン
ジ、東京湾岸
道路などの各
種要望活動、
協議会活動 

土木建設課 

橋梁長寿命
化修繕事業 

市道の橋梁について、適切な点検と
修繕により、長寿命化を図りつつ適
正な維持管理を実施します。 

定期点検 
成教橋耐震補
修工事（下部
工） 
長作橋梁補修
設計 

定期点検 
長作橋補修工
事 
新川橋撤去工
事(上部工） 

定期点検 
15ｍ以上橋梁
耐震補修設計 
久保田行基谷
橋補修工事 
新川橋撤去工
事（下部工） 

土木管理課 

交通安全施
設維持管理
事業 
【実計新規】 

歩行者や自転車の安全確保のた
め、「ゾーン 30 区域」や「生活道路対
策エリア」の指定を受けた区域につ
いて、警察等と協議を行いながら安
全対策を実施します。 
また、近年多発している交差点での
歩行者事故に対応するため、安全
柵の設置工事を実施します。 

福王台地区 
今井地区 
危険箇所の点
検 
安全対策の実
施 

福王台地区 
今井地区 
危険箇所の点
検 
安全対策の実
施 

福王台地区 
今井地区 
危険箇所の点
検 
安全対策の実
施 

土木管理課 

道路アダプト
プログラム
事業 
【実計新規】 

協働のまちづくりを理念に、市民参
加による道路の美化活動を支援し、
市民と協働して道路の美化環境の
形成を図る。 

道路アダプト
プログラム制
度の周知・ＰＲ 

道路アダプト
プログラム制
度の周知・ＰＲ 

道路アダプト
プログラム制
度の周知・ＰＲ 

土木管理課 
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４ 河川 
【目指すまちの姿】 

○河川・雨水排水施設等が適正に維持管理され、機能や安全性が保たれています。 
 

【施策の方向性】 

（１）河川施設の適正管理 

・市内の河川管理施設について、定期的な点検や計画的な修繕等によりその機能の確保に努めます。 
・河川の氾濫等による災害を防止するとともに、長寿命化によるトータルコストの縮減と修繕費の平

準化を図ります。 
 
（２）雨水排水施設の適正管理 

・雨水管の計画的な点検と修繕により、適切な排水機能を維持するとともに、長寿命化によるトータ

ルコスト削減を図ります。 
・奈良輪地区にある雨水ポンプ場の適正な維持管理を行い、周辺の浸水被害を防止します。 

 

（３）海岸・護岸施設の適正管理 

・本市が管理する海岸・護岸施設について、適正な維持管理を行うことで、津波や高潮等による災害

を防止します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

奈良輪雨水
ポンプ場維
持管理事業 
【実計新規】 

奈良輪雨水ポンプ場の適正な維持
管理を行い、奈良輪第一排水区全
体を浸水被害から守ります。 

奈良輪雨水ポ
ンプ場維持管
理業務 
ダストフェンス
設置工事 

奈良輪雨水ポ
ンプ場維持管
理業務 

奈良輪雨水ポ
ンプ場維持管
理業務 

下水対策課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

三箇横田線
建設事業 

通学路の安全性と交通利便性の向
上を図るため、広域農道から県道長
浦上総線を通り市道代宿横田線間
の交差点改良および道路改良工事
を実施します。 

道路改良工事 
交差点詳細設
計委託（三箇
横田線代宿横
田線） 
路線測量 

交差点改良工
事（長浦上総
線三箇横田
線） 
用地買収（公
社買戻し） 

交差点改良工
事（三箇横田
線代宿横田
線） 
用地買収 

土木建設課 

飯富２９号
線・代宿横
田線建設事
業 

通学路の安全と交通利便性の向上
を図るため、飯富２９号線および代
宿横田線について道路改良工事を
実施します。 

  

不動産鑑定委
託 
用地買収（公
社） 

道路予備設計
委託 
整備手法の検
討 

土木建設課 

国県道・自
動車専用道
路等整備促
進事業 

広域幹線道路のネットワークを形成
し、市内の交通利便性の更なる向
上、地域の更なる活性化を図るため
に（仮称）かずさインターチェンジや
東京湾岸道路などの整備促進につ
いて国・県に要望します。 

（仮称）かずさ
インターチェン
ジ、東京湾岸
道路などの各
種要望活動、
協議会活動 

（仮称）かずさ
インターチェン
ジ、東京湾岸
道路などの各
種要望活動、
協議会活動 

（仮称）かずさ
インターチェン
ジ、東京湾岸
道路などの各
種要望活動、
協議会活動 

土木建設課 

橋梁長寿命
化修繕事業 

市道の橋梁について、適切な点検と
修繕により、長寿命化を図りつつ適
正な維持管理を実施します。 

定期点検 
成教橋耐震補
修工事（下部
工） 
長作橋梁補修
設計 

定期点検 
長作橋補修工
事 
新川橋撤去工
事(上部工） 

定期点検 
15ｍ以上橋梁
耐震補修設計 
久保田行基谷
橋補修工事 
新川橋撤去工
事（下部工） 

土木管理課 

交通安全施
設維持管理
事業 
【実計新規】 

歩行者や自転車の安全確保のた
め、「ゾーン 30 区域」や「生活道路対
策エリア」の指定を受けた区域につ
いて、警察等と協議を行いながら安
全対策を実施します。 
また、近年多発している交差点での
歩行者事故に対応するため、安全
柵の設置工事を実施します。 

福王台地区 
今井地区 
危険箇所の点
検 
安全対策の実
施 

福王台地区 
今井地区 
危険箇所の点
検 
安全対策の実
施 

福王台地区 
今井地区 
危険箇所の点
検 
安全対策の実
施 

土木管理課 

道路アダプト
プログラム
事業 
【実計新規】 

協働のまちづくりを理念に、市民参
加による道路の美化活動を支援し、
市民と協働して道路の美化環境の
形成を図る。 

道路アダプト
プログラム制
度の周知・ＰＲ 

道路アダプト
プログラム制
度の周知・ＰＲ 

道路アダプト
プログラム制
度の周知・ＰＲ 

土木管理課 
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５ 下水道 
【目指すまちの姿】 

○生活排水による環境負荷の軽減や公衆衛生の向上が図られ、公共用水域の良好な水質が確保されて

います。 
 

【施策の方向性】 

（１）下水道施設の適正管理 

・公共下水道のストックマネジメント計画に基づき、汚水処理施設の点検調査、劣化状況を踏まえた

改築更新、適正な維持管理業務を行い、既存ストックの長寿命化と維持管理コストの平準化を図り

ます。 
・農業集落排水についても、ストックマネジメント計画を策定し、長寿命化と維持管理コストの平準

化を図ります。 
・大規模な地震発生時に備え、下水道管の耐震化、マンホールトイレ等の整備を推進します。 

 
（２）下水道事業の経営基盤の強化 

・下水道事業について、経営状況の的確な分析と対策の実施、外部への情報開示等を確実に行ってい

くことにより、公営企業会計の下で安定的に事業を継続していくよう努めます。 
・下水道事業の更なる健全な運営に向けた取組を進めます。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

下水道維持
管理事業
（公共下水
道） 

包括的維持管理業務委託を活用し
た施設の効率的かつ適正な維持管
理を行うとともに、施設の延命化を
図り、公共用水域の水質保全に努
めます。 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・終末処理場 
・中継ポンプ  
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・終末処理場 
・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・終末処理場 
・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

下水対策課 

下水道維持
管理事業
（農業集落
排水） 

包括的維持管理業務を活用した施
設の効率的かつ適正な維持管理を
行うとともに、施設の延命化を図り、
公共用水域の水質保全、農村の生
活環境の改善に努めます。 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・東部浄化セ
ンター 

・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・東部浄化セ
ンター 

・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・東部浄化セ
ンター 

・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

下水対策課 

ストックマネ
ジメント事業
（公共下水
道） 
【新規】 

袖ケ浦市下水道ストックマネジメント
計画に基づき、施設の点検調査や
改築更新を行うことにより、既存スト
ックの長寿命化や維持管理コストの
平準化を図るとともに、施設の故障
や事故を未然に防止します。 

施設の点検調
査(処理場・主
要管渠) 
主要管渠の内
面 調 査 委 託
(JR 軌道下他) 
マンホール蓋
交換工事 
ストックマネジ
メント計画（第
Ⅱ 期 ･  詳 細
版）策定（処理
場他） 

施設の点検調
査(処理場・主
要管渠) 
主要管渠の内
面 調 査 委 託
(JR 軌道下他) 
マンホール蓋
交換工事 
ストックマネジ
メント計画（第
Ⅱ期･詳細版）
策定（処理場
他） 

施設の点検調
査(処理場・主
要管渠) 
主要管渠の内
面 調 査 委 託
(JR 軌道下他) 
マンホール蓋
交換工事 
ストックマネジ
メント計画（第
Ⅱ期･詳細版）
策定（処理場
他） 

下水対策課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

ストックマネ
ジメント事業
（農業集落
排水） 
【新規】 

農業集落排水施設のストックマネジ
メント計画を策定し、施設の点検調
査や改築更新を行うことにより、既
存ストックの長寿命化や維持管理コ
ストの平準化を図るとともに、施設の
故障や事故を未然に防止します。 

施設の機能診
断調査の実施 
最適整備構想
の策定 

最適整備構想
事業申請 

最適整備構想
に基づく事業
計画策定 

下水対策課 

下水道総合
地震対策整
備事業 

袖ケ浦市下水道総合地震対策整備
計画に基づき、大規模地震等の災
害においても、下水道の機能や公衆
衛生を確保するため、重要な汚水管
の耐震化を図るとともに、避難所へ
のマンホールトイレの整備を図りま
す。 

汚水管耐震化
工事(管更生) 
横田第一汚水
幹線二条化工
事 
マンホールト
イレ整備工事 

汚水管耐震化
工事(管更生) 
マンホール浮
上対策工事 
横田第一汚水
幹線二条化工
事 

汚水管耐震化
工事(管更生) 
横田第一汚水
幹線二条化工
事 
マンホールト
イレ整備工事 
・終末処理場
総合地震対策
整備計画策定 

下水対策課 
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５ 下水道 
【目指すまちの姿】 

○生活排水による環境負荷の軽減や公衆衛生の向上が図られ、公共用水域の良好な水質が確保されて

います。 
 

【施策の方向性】 

（１）下水道施設の適正管理 

・公共下水道のストックマネジメント計画に基づき、汚水処理施設の点検調査、劣化状況を踏まえた

改築更新、適正な維持管理業務を行い、既存ストックの長寿命化と維持管理コストの平準化を図り

ます。 
・農業集落排水についても、ストックマネジメント計画を策定し、長寿命化と維持管理コストの平準

化を図ります。 
・大規模な地震発生時に備え、下水道管の耐震化、マンホールトイレ等の整備を推進します。 

 
（２）下水道事業の経営基盤の強化 

・下水道事業について、経営状況の的確な分析と対策の実施、外部への情報開示等を確実に行ってい

くことにより、公営企業会計の下で安定的に事業を継続していくよう努めます。 
・下水道事業の更なる健全な運営に向けた取組を進めます。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

下水道維持
管理事業
（公共下水
道） 

包括的維持管理業務委託を活用し
た施設の効率的かつ適正な維持管
理を行うとともに、施設の延命化を
図り、公共用水域の水質保全に努
めます。 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・終末処理場 
・中継ポンプ  
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・終末処理場 
・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・終末処理場 
・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

下水対策課 

下水道維持
管理事業
（農業集落
排水） 

包括的維持管理業務を活用した施
設の効率的かつ適正な維持管理を
行うとともに、施設の延命化を図り、
公共用水域の水質保全、農村の生
活環境の改善に努めます。 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・東部浄化セ
ンター 

・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・東部浄化セ
ンター 

・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

包括的維持管
理業務及びそ
の他維持管理
業務 
・東部浄化セ
ンター 

・中継ポンプ
機場 

・管路施設 

下水対策課 

ストックマネ
ジメント事業
（公共下水
道） 
【新規】 

袖ケ浦市下水道ストックマネジメント
計画に基づき、施設の点検調査や
改築更新を行うことにより、既存スト
ックの長寿命化や維持管理コストの
平準化を図るとともに、施設の故障
や事故を未然に防止します。 

施設の点検調
査(処理場・主
要管渠) 
主要管渠の内
面 調 査 委 託
(JR 軌道下他) 
マンホール蓋
交換工事 
ストックマネジ
メント計画（第
Ⅱ 期 ･  詳 細
版）策定（処理
場他） 

施設の点検調
査(処理場・主
要管渠) 
主要管渠の内
面 調 査 委 託
(JR 軌道下他) 
マンホール蓋
交換工事 
ストックマネジ
メント計画（第
Ⅱ期･詳細版）
策定（処理場
他） 

施設の点検調
査(処理場・主
要管渠) 
主要管渠の内
面 調 査 委 託
(JR 軌道下他) 
マンホール蓋
交換工事 
ストックマネジ
メント計画（第
Ⅱ期･詳細版）
策定（処理場
他） 

下水対策課 
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６ 住宅 
【目指すまちの姿】 

○市民が安全・安心して暮らすことのできる住環境が整備され、空家の適切な管理と有効活用が進ん

でいます。 
 

【施策の方向性】 

（１）良質な住環境の確保 

・市内の木造住宅の耐震化を促進するため、耐震化に向けた市民の意識向上や、個人の住宅における

耐震対策の具現化に向けての支援を行います。 
・高齢者等の生活環境を整えるための住宅改修に対し支援します。 

 
（２）住宅セーフティネットの形成 

・市営住宅へのニーズに対応するために適切な維持管理、老朽化対策を計画的に行い、長寿命化を図

ります。また、老朽化や入居状況などを考慮しながら、集約化についての検討を行います。 
 

（３）空家対策の推進 

・著しく管理が不適切な空家については、改修や除却、活用等に関する助言・指導等を行い、所有者

に適切な管理を求めていきます。 
・空家のデータベース化を進め、他用途への転換が可能な空家については、利活用を促進します。 
・空家バンク利用の活性化を図るための制度の検討を行います。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

木造住宅耐
震化促進 
事業 

市内の木造住宅の耐震化を促進す
るため、無料の耐震相談会等による
普及・啓発活動の実施及び国・県・
市による耐震診断・改修工事費用に
対する助成を実施します。 

無料耐震相談
会 
耐震診断助成 
耐震改修補助 
リフォーム補
助 
耐震改修促進
計画改定 

無料耐震相談
会 
耐震診断助成 
耐震改修補助 
リフォーム補
助 

無料耐震相談
会 
耐震診断助成 
耐震改修補助 
リフォーム補
助 

都市整備課 

市営住宅維
持管理事業 

適正に維持管理を行い、市営住宅
の既存ストックを活用し、住宅困窮
者に対して低家賃で住居を提供しま
す。 

市営住宅の適
正な維持管理 

市営住宅の適
正な維持管理 

市営住宅の適
正な維持管理 

都市整備課 

空家等対策
事業 

空家等対策計画に基づく空家等の
適切な管理を推進します。 
著しく管理が不適切な状態にある空
家に対し、改修や活用に関する助
言・指導等を行うとともに空家バンク
制度の活用を推進します。 

空家等対策計
画に基づく運
用 
空家バンク制
度の運用 
空家バンク利
用活性化の制
度の検討 

空家等対策計
画に基づく運
用 
空家バンク制
度の運用 
空家等対策計
画の見直し 
空家バンク利
用活性化の制
度の検討 

空家等対策計
画に基づく運
用 
空家バンク制
度の運用 
空家バンク利
用活性化の制
度の検討 

都市整備課 
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７ 公共交通 
【目指すまちの姿】 

○市民が安心して暮らしていける日常の移動手段が確保されるとともに、広域的な都市間移動手段も

充実し、利便性の高い交通網が形成されています。 
 

【施策の方向性】 

（１）都市間交通の利便性確保 

・都心とつながる高速バスの路線延伸や増便などについて、事業者に対する要望活動を継続的に行い

ます。 
・高速バスの利用促進に向けたＰＲ活動を積極的に実施します。 
・ＪＲ内房線、久留里線の利便性向上に向けた要望活動を継続的に行います。 

 
（２）市内における移動手段確保 

・市内での市民の移動手段として必要な路線バスの運行を維持するため、バス事業者への支援を継続

するとともに、地域の実情に応じた運行形態・路線の見直しについて、バス事業者と検討します。 
・路線バスを維持するため、利用促進に向けたＰＲ活動を行います。 
・日常生活の移動手段を確保するため、路線バスを補完する地域内の取組を支援するとともに、新た

な移動支援策について検討します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

高速バス利
便性向上 
事業 

バス事業者に路線の延伸や増便な
どについて、継続的に要望活動を行
い、高速バスの競争力強化に向け
た更なる利便性向上を図ります。 

利用促進のＰ

Ｒ 

バス事業者へ

の要望 

利用促進のＰ

Ｒ 

バス事業者へ

の要望 

利用促進のＰ

Ｒ 

バス事業者へ

の要望 

企画課 

地域公共交
通づくり事業 

地域住民の交通利便性を確保する
ため、既存バス路線の運行を維持す
るための補助金交付等を行います。 
交通弱者の移動手段について、地
域住民・ＮＰＯ等が主体となった取組
に対して支援します。 

バス路線維持

にかかる補助

金交付 

利用促進のＰ

Ｒ 

事業者との協

議 

バス路線の見

直し検討 

地域交通の支

援 

バス路線維持

にかかる補助

金交付 

利用促進のＰ

Ｒ 

事業者との協

議 

バス路線の見

直し検討 

地域交通の支

援 

バス路線維持

にかかる補助

金交付 

利用促進のＰ

Ｒ 

事業者との協

議 

バス路線の見

直し検討 

地域交通の支

援 

企画課 
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６ 住宅 
【目指すまちの姿】 

○市民が安全・安心して暮らすことのできる住環境が整備され、空家の適切な管理と有効活用が進ん

でいます。 
 

【施策の方向性】 

（１）良質な住環境の確保 

・市内の木造住宅の耐震化を促進するため、耐震化に向けた市民の意識向上や、個人の住宅における

耐震対策の具現化に向けての支援を行います。 
・高齢者等の生活環境を整えるための住宅改修に対し支援します。 

 
（２）住宅セーフティネットの形成 

・市営住宅へのニーズに対応するために適切な維持管理、老朽化対策を計画的に行い、長寿命化を図

ります。また、老朽化や入居状況などを考慮しながら、集約化についての検討を行います。 
 

（３）空家対策の推進 

・著しく管理が不適切な空家については、改修や除却、活用等に関する助言・指導等を行い、所有者

に適切な管理を求めていきます。 
・空家のデータベース化を進め、他用途への転換が可能な空家については、利活用を促進します。 
・空家バンク利用の活性化を図るための制度の検討を行います。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

木造住宅耐
震化促進 
事業 

市内の木造住宅の耐震化を促進す
るため、無料の耐震相談会等による
普及・啓発活動の実施及び国・県・
市による耐震診断・改修工事費用に
対する助成を実施します。 

無料耐震相談
会 
耐震診断助成 
耐震改修補助 
リフォーム補
助 
耐震改修促進
計画改定 

無料耐震相談
会 
耐震診断助成 
耐震改修補助 
リフォーム補
助 

無料耐震相談
会 
耐震診断助成 
耐震改修補助 
リフォーム補
助 

都市整備課 

市営住宅維
持管理事業 

適正に維持管理を行い、市営住宅
の既存ストックを活用し、住宅困窮
者に対して低家賃で住居を提供しま
す。 

市営住宅の適
正な維持管理 

市営住宅の適
正な維持管理 

市営住宅の適
正な維持管理 

都市整備課 

空家等対策
事業 

空家等対策計画に基づく空家等の
適切な管理を推進します。 
著しく管理が不適切な状態にある空
家に対し、改修や活用に関する助
言・指導等を行うとともに空家バンク
制度の活用を推進します。 

空家等対策計
画に基づく運
用 
空家バンク制
度の運用 
空家バンク利
用活性化の制
度の検討 

空家等対策計
画に基づく運
用 
空家バンク制
度の運用 
空家等対策計
画の見直し 
空家バンク利
用活性化の制
度の検討 

空家等対策計
画に基づく運
用 
空家バンク制
度の運用 
空家バンク利
用活性化の制
度の検討 

都市整備課 
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第５章 産業 
１ 農林業 
【目指すまちの姿】 

○農林業基盤整備や担い手の育成、農地集積などが進み、優良農地の保全や効果的な利用が図られ、

魅力ある農畜産物が生産されています。 
 

【施策の方向性】 

（１）農業経営体制の強化 

・認定農業者制度の活用、農地中間管理事業を活用した農業事業者の大規模化・法人化、集落営農組

織の設立促進等を通して、自立できる農業経営体の育成を図ります。 
・新たに就農を目指す人が今後の本市の農業の担い手として活動していけるよう、相談体制を整備し、

情報提供に努めるとともに、農地を取得しやすい環境を整え新規就農者等の受入れを促進し、農地

の有効利用を図ります。 
・生産性向上に向けて、ＩＣＴや農機具の自動運転等の先端技術の導入などスマート化を検討する農

家を支援します。 
・各地域における農業の将来のあり方を明確にする「人・農地プラン」の作成を支援します。 
・土地改良事業を推進し、担い手への集積と生産性の向上を図ります。 

 
（２）農地環境対策の推進 

・地域で行う農地の維持管理や景観形成等の活動に対する支援を行い、農地環境の保全を図ります。 
・有害鳥獣の駆除や防護柵の設置、ＩＣＴの活用等により、農作物被害の軽減に取り組みます。 

 

（３）高付加価値農業の推進 

・環境にやさしい「ちばエコ農産物」など付加価値の高い農畜産物については、生産の支援や、積極

的なＰＲを行います。また、産品の生産拡大に向けて、生産者の技術研修への参加等を促進します。 
・農畜産物の加工・販売までを一体的に行う６次産業化への取組や異業種との連携を支援し、高付加

価値化と販路拡大を図ります。 
 

（４）農業とふれあう機会の拡大 

・栽培体験や収穫体験など市民が農業とふれあう機会を充実させるとともに、農畜産物直売所「ゆり

の里」を拠点とした地産地消と、食育活動の推進に取り組みます。 
・交通アクセスに恵まれた環境を活用し、本市の農業とふれあう機会を拡大することで、交流人口の

増加に努めます。 
 

（５）森林管理の適正化と林業の振興 

・管理が十分に行われていない森林については、市が委託を受け管理を行うなど森林管理の適正化と

林業経営の効率化に努めます。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

担い手育
成・支援対
策事業 

農業関係機関や集落等と調整し、農
地中間管理事業の活用による農地
集積の促進や「人・農地プラン」の作
成を支援し、地域・集落単位による
経営体や認定農業者などの担い手
を育成します。 

認定農業者の
認定・更新 
人・農地プラン
作成推進 
農地利用集積
の促進 
耕作放棄地対
策 

認定農業者の
認定・更新 
人・農地プラン
作成推進 
農地利用集積
の促進 
耕作放棄地対
策 

認定農業者の
認定・更新 
人・農地プラン
作成推進 
農地利用集積
の促進 
耕作放棄地対
策 

農林振興課 
農業委員会 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

新規就農者
支援対策 
事業 

新規就農者が早期に安定した農業
経営が行えるよう、県やＪＡなど農業
関係機関と連携し、栽培技術の習
得、農地の確保、機械・施設導入の
経費等について支援します。 

新規就農者向
け補助金によ
る支援制度の
ＰＲと活用 
農業関係機関
との情報共有
や就農相談 
就農希望者へ
の農地情報の
提供 

新規就農者向
け補助金によ
る支援制度の
ＰＲと活用 
農業関係機関
との情報共有
や就農相談 
就農希望者へ
の農地情報の
提供 

新規就農者向
け補助金によ
る支援制度の
ＰＲと活用 
農業関係機関
との情報共有
や就農相談 
就農希望者へ
の農地情報の
提供 

農林振興課 
農業委員会 

県営経営体
育成基盤整
備事業 
（浮戸川上流
Ⅲ期地区） 

農業経営の合理化を図るため、ほ場
の区画形質の改善や乾田化、農道
整備、用排水整備等、生産性の高い
ほ場整備を行うとともに、担い手の
育成や農地の集積を促進します。 

県営工事負担
金 
（換地業務、
事業完了） 

    農林振興課 

県営経営体
育成基盤整
備事業 
（武田川下
流地区） 

農業経営の合理化を図るため、ほ場
の区画形質の改善や乾田化、農道
整備、用排水整備等、生産性の高い
ほ場整備を行うとともに、担い手の
育成や農地の集積を促進します。 

県営工事負担
金 
（区画整理
11.7ha、暗渠排
水工 67.4ha） 

県営工事負担
金 
（換地業務） 

県営工事負担
金 
（換地業務、
事業完了） 

農林振興課 

土地改良推
進事業 
【実計新規】 

農地の大区画化や汎用化、農業水
利施設の長寿命化やパイプライン
化・ＩＣＴ化等の整備を行い、農地中
間管理機構による担い手への農地
集積・集約化や農業の高付加価値
化、高収益作物の導入、水利用の
効率化・水管理の省力化等を推進し
ます。 

大鳥居地区 
・施設設計、
事業計画概要
書作成、促進
計画作成 
新規地区説明
会等 

大鳥居地区 
・事業計画概
要書作成 
新規地区説明
会等 

大鳥居地区 
・事業計画書
作成 
新規地区説明
会等 

農林振興課 

農地農村環
境保全事業 

地域で行う水路の草刈りや泥上げ、
農道の維持補修、花の植栽による
景観形成等に支援を行い、自然環
境の保全及び良好な景観の形成等
の地域資源の適切な保全管理を推
進します。 

多面的機能支
払交付金活動
の実施 
活動支援金の
交付 
農地・水保全
管理協議会の
運営 
未着手地区に
対する啓発活
動 

多面的機能支
払交付金活動
の実施 
活動支援金の
交付 
農地・水保全
管理協議会の
運営 
未着手地区に
対する啓発活
動 

多面的機能支
払交付金活動
の実施 
活動支援金の
交付 
農地・水保全
管理協議会の
運営 
未着手地区に
対する啓発活
動 

農林振興課 

有害鳥獣駆
除事業 
【実計新規】 

国等補助事業を活用し、イノシシ・ア
ライグマ等の有害鳥獣の駆除を実
施するほか、防護柵等を設置し、農
作物被害の防止及び抑制を図りま
す。 

有害鳥獣の駆
除 
鳥獣被害対策
実施隊による
捕獲檻の点検
管理等の実施 
防護柵設置に
関する補助 
有害鳥獣に関
する講習会 

有害鳥獣の駆
除 
鳥獣被害対策
実施隊による
捕獲檻の点検
管理等の実施 
防護柵設置に
関する補助 
有害鳥獣に関
する講習会 

有害鳥獣の駆
除 
鳥獣被害対策
実施隊による
捕獲檻の点検
管理等の実施 
防護柵設置に
関する補助 
有害鳥獣に関
する講習会 

農林振興課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

農畜産物の
魅力向上 
事業 

農産物の高品質化と消費者の安全・
安心へのニーズに対応できるよう、
環境にやさしい農産物の普及拡大を
推進します。 
また、自ら加工・販売を行う６次産業
化に取り組む農業者へ、補助事業
等を活用した支援を行うとともに、商
業者と連携した市内産農産物の活
用や販路拡大を促進します。 

イベント等に
おけるＰＲ 
関係機関と連
携し、生産者
への技術研
修・試験栽培
等を実施 
６次産業化を
支援する制度
の紹介・加工
品の販売促進 
既存レストラン
等へ地元食材
の活用を呼び
掛け 

イベント等に
おけるＰＲ 
関係機関と連
携し、生産者
への技術研
修・試験栽培
等を実施 
６次産業化を
支援する制度
の紹介・加工
品の販売促進 
既存レストラン
等へ地元食材
の活用を呼び
掛け 

イベント等に
おけるＰＲ 
関係機関と連
携し、生産者
への技術研
修・試験栽培
等を実施 
６次産業化を
支援する制度
の紹介・加工
品の販売促進 
既存レストラン
等へ地元食材
の活用を呼び
掛け 

農林振興課 

体験農園 
支援事業 

体験農園を開設する農業者に対し、
利用者募集の支援や補助金の交付
により開設支援を行い、体験農園の
開設を推進し安定した農業経営を確
立するとともに、市民等への農業体
験機会の拡大を図ります。 

市内の体験農
園等の取組の
ＰＲ 
体験農園開設
に興味を持つ
農業者へのフ
ォローアップ 

市内の体験農
園等の取組の
ＰＲ 
体験農園開設
に興味を持つ
農業者へのフ
ォローアップ 

市内の体験農
園等の取組の
ＰＲ 
体験農園開設
に興味を持つ
農業者へのフ
ォローアップ 

農林振興課 

観光・直売
型農業推進
事業 

生産者と消費者の交流を促進すると
ともに、農畜産物直売所「ゆりの里」
を拠点とした食育活動と地産地消を
促進します。 
また、農業の活性化を図るため、生
産組織の育成を支援し、計画栽培、
出荷による安定経営を支援します。 

収穫体験機会
の拡大 
地元農産物の
販売拡大 
観光施設と集
客拡大の連携 

収穫体験機会
の拡大 
地元農産物の
販売拡大 
観光施設と集
客拡大の連携 

収穫体験機会
の拡大 
地元農産物の
販売拡大 
観光施設と集
客拡大の連携 

農林振興課 

田園空間施
設維持管理
事業 

農村・農業の貴重な歴史・文化・伝
統技術や農村景観などの農村資源
を保全・復元するとともに、農業体験
の場を提供するひらおかの里農村
公園等田園空間施設の維持管理を
行います。 

田んぼの学校 
収穫体験・宿
泊体験 
地元農産物直
売等 
ひらおかの里
農村公園の更
なる活用に向
けた総合的な
検討 

田んぼの学校 
収穫体験・宿
泊体験 
地元農産物直
売 
田園空間歴史
散歩 
ひらおかの里
農村公園の更
なる活用に向
けた総合的な
検討 

田んぼの学校 
収穫体験・宿
泊体験 
地元農産物直
売 
田園空間歴史
散歩 
ひらおかの里
農村公園の更
なる活用手法
の実施 

農林振興課 

森林経営 
管理事業 
【新規】 

経営管理が行われていない森林に
ついて、市が森林所有者の委託を
受け経営管理することや、意欲と能
力のある林業経営者に再委託する
ことにより、林業経営の効率化と森
林管理の適正化を促進します。 

事業計画策
定、意向調査
等 

意向調査等、
森林経営管理
実施 

意向調査等、
森林経営管理
実施 

農林振興課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

新規就農者
支援対策 
事業 

新規就農者が早期に安定した農業
経営が行えるよう、県やＪＡなど農業
関係機関と連携し、栽培技術の習
得、農地の確保、機械・施設導入の
経費等について支援します。 

新規就農者向
け補助金によ
る支援制度の
ＰＲと活用 
農業関係機関
との情報共有
や就農相談 
就農希望者へ
の農地情報の
提供 

新規就農者向
け補助金によ
る支援制度の
ＰＲと活用 
農業関係機関
との情報共有
や就農相談 
就農希望者へ
の農地情報の
提供 

新規就農者向
け補助金によ
る支援制度の
ＰＲと活用 
農業関係機関
との情報共有
や就農相談 
就農希望者へ
の農地情報の
提供 

農林振興課 
農業委員会 

県営経営体
育成基盤整
備事業 
（浮戸川上流
Ⅲ期地区） 

農業経営の合理化を図るため、ほ場
の区画形質の改善や乾田化、農道
整備、用排水整備等、生産性の高い
ほ場整備を行うとともに、担い手の
育成や農地の集積を促進します。 

県営工事負担
金 
（換地業務、
事業完了） 

    農林振興課 

県営経営体
育成基盤整
備事業 
（武田川下
流地区） 

農業経営の合理化を図るため、ほ場
の区画形質の改善や乾田化、農道
整備、用排水整備等、生産性の高い
ほ場整備を行うとともに、担い手の
育成や農地の集積を促進します。 

県営工事負担
金 
（区画整理
11.7ha、暗渠排
水工 67.4ha） 

県営工事負担
金 
（換地業務） 

県営工事負担
金 
（換地業務、
事業完了） 

農林振興課 

土地改良推
進事業 
【実計新規】 

農地の大区画化や汎用化、農業水
利施設の長寿命化やパイプライン
化・ＩＣＴ化等の整備を行い、農地中
間管理機構による担い手への農地
集積・集約化や農業の高付加価値
化、高収益作物の導入、水利用の
効率化・水管理の省力化等を推進し
ます。 

大鳥居地区 
・施設設計、
事業計画概要
書作成、促進
計画作成 
新規地区説明
会等 

大鳥居地区 
・事業計画概
要書作成 
新規地区説明
会等 

大鳥居地区 
・事業計画書
作成 
新規地区説明
会等 

農林振興課 

農地農村環
境保全事業 

地域で行う水路の草刈りや泥上げ、
農道の維持補修、花の植栽による
景観形成等に支援を行い、自然環
境の保全及び良好な景観の形成等
の地域資源の適切な保全管理を推
進します。 

多面的機能支
払交付金活動
の実施 
活動支援金の
交付 
農地・水保全
管理協議会の
運営 
未着手地区に
対する啓発活
動 

多面的機能支
払交付金活動
の実施 
活動支援金の
交付 
農地・水保全
管理協議会の
運営 
未着手地区に
対する啓発活
動 

多面的機能支
払交付金活動
の実施 
活動支援金の
交付 
農地・水保全
管理協議会の
運営 
未着手地区に
対する啓発活
動 

農林振興課 

有害鳥獣駆
除事業 
【実計新規】 

国等補助事業を活用し、イノシシ・ア
ライグマ等の有害鳥獣の駆除を実
施するほか、防護柵等を設置し、農
作物被害の防止及び抑制を図りま
す。 

有害鳥獣の駆
除 
鳥獣被害対策
実施隊による
捕獲檻の点検
管理等の実施 
防護柵設置に
関する補助 
有害鳥獣に関
する講習会 

有害鳥獣の駆
除 
鳥獣被害対策
実施隊による
捕獲檻の点検
管理等の実施 
防護柵設置に
関する補助 
有害鳥獣に関
する講習会 

有害鳥獣の駆
除 
鳥獣被害対策
実施隊による
捕獲檻の点検
管理等の実施 
防護柵設置に
関する補助 
有害鳥獣に関
する講習会 

農林振興課 
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２ 商工業 
【目指すまちの姿】 

○市内商業者のネットワークが広がり、にぎわいと交流が創出されるとともに、エネルギー産業や製

造業など様々な企業が地域に根差し、魅力と活力のあるまちとなっています。 
 

【施策の方向性】 

（１）活力ある商業の推進 

・商店街の環境整備やイベント等の活動を支援することにより、商店街の魅力向上を図ります。 
・商工会を中心に、市内の商業者のネットワークを広げ、にぎわいと交流の創出に取り組みます。 

 
（２）力強い工業の推進 

・事業所の新規立地や大規模設備投資を推進するとともに、企業が保有する未利用地等の利活用調査

等を行い、新たな企業立地を促進します。 
・立地企業の競争力を強化するために、県及び近隣市と連携しながら、規制緩和等について要望活動

を行います。 
 

（３）中小企業の支援 

・中小企業の経営基盤の安定化を図るため、融資や利子補給制度による資金面での支援、会社見学会

や企業説明会等による人材確保面での支援などを行います。 
・中小企業が有する多様な課題に適切に対処するため、経営に関する相談体制を充実し、ニーズに応

じたきめ細かな対応を行います。特に中小企業経営者の高齢化が進む中、事業承継が円滑に進むよ

う支援します。 
・市内での創業を促進するために、創業に関する知識を習得する機会の提供、ワンストップ相談窓口

の設置等の支援を行います。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

商店街魅力
向上事業 

商店街の環境整備やイベント等の活
動を支援することにより魅力向上を
図るとともに、持続可能な商店街づく
りを進めます。 

商店街共同施
設整備補助金
交付 
商工会活動の
支援（一店逸
品事業、まち
ゼミ事業） 
商店街が行う
市民交流活動
への支援 
電子決済対応
への支援 

商店街共同施
設整備補助金
交付 
商工会活動の
支援（一店逸
品事業、まち
ゼミ事業） 
商店街が行う
市民交流活動
への支援 
電子決済対応
への支援 

商店街共同施
設整備補助金
交付 
商工会活動の
支援（一店逸
品事業、まち
ゼミ事業） 
商店街が行う
市民交流活動
への支援 
電子決済対応
への支援 

商工観光課 

企業等振興
支援事業 

企業経営の安定化と事業の高度
化、産業の振興、雇用の場の確保を
図るため、一定規模以上の設備投
資に対して助成を行い、企業の新規
立地や設備投資を促進します。 
県及び近隣市と連携しながら規制緩
和等の側面的支援を行います。 

県及び近隣自
治体と連携し
た側面的支援 
企業振興条例
及び椎の森工
業団地企業立
地促進条例に
基づく奨励制
度の運用 
企業訪問・面
談 

県及び近隣自
治体と連携し
た側面的支援 
企業振興条例
及び椎の森工
業団地企業立
地促進条例に
基づく奨励制
度の運用 
企業訪問・面
談 

県及び近隣自
治体と連携し
た側面的支援 
企業振興条例
及び椎の森工
業団地企業立
地促進条例に
基づく奨励制
度の運用 
企業訪問・面
談 

商工観光課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

産業用地利
活用推進 
事業 
【新規】 

企業立地が順調に推移する中、そ
の受け皿となる産業用地が不足して
いることから、企業が所有する未利
用地等の利活用を推進するため、現
況調査を行い今後の利活用につい
て検討します。 

産業用地利活
用に関する調
査 
土地所有企業
へのヒアリン
グ 
利活用可能用
地のピックアッ
プ 
産業用地確保
奨励制度の検
討 

土地所有企業
へのヒアリン
グ 
利活用可能用
地の紹介 
進出希望企業
との土地所有
企業のマッチ
ング 
産業用地確保
奨励制度の検
討 

土地所有企業
へのヒアリン
グ 
利活用可能用
地の紹介 
進出希望企業
との土地所有
企業のマッチ
ング 
産業用地確保
奨励制度の検
討 

商工観光課 

中小企業 
支援事業 
【実計新規】 

人材や資金面など経営資源が弱い
中小企業について、融資や利子補
給制度により、資金の支援を行うとと
もに、経営相談等に対応する相談体
制を充実し、きめ細かな支援を行い
ます。 

融資及び利子
補給制度の運
用 
市及び商工会
による企業訪
問・面談 
中小企業向け
相談窓口の開
設検討 

融資及び利子
補給制度の運
用 
市及び商工会
による企業訪
問・面談 
中小企業向け
相談窓口の運
用 

融資及び利子
補給制度の運
用 
市及び商工会
による企業訪
問・面談 
中小企業向け
相談窓口の運
用 

商工観光課 
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２ 商工業 
【目指すまちの姿】 

○市内商業者のネットワークが広がり、にぎわいと交流が創出されるとともに、エネルギー産業や製

造業など様々な企業が地域に根差し、魅力と活力のあるまちとなっています。 
 

【施策の方向性】 

（１）活力ある商業の推進 

・商店街の環境整備やイベント等の活動を支援することにより、商店街の魅力向上を図ります。 
・商工会を中心に、市内の商業者のネットワークを広げ、にぎわいと交流の創出に取り組みます。 

 
（２）力強い工業の推進 

・事業所の新規立地や大規模設備投資を推進するとともに、企業が保有する未利用地等の利活用調査

等を行い、新たな企業立地を促進します。 
・立地企業の競争力を強化するために、県及び近隣市と連携しながら、規制緩和等について要望活動

を行います。 
 

（３）中小企業の支援 

・中小企業の経営基盤の安定化を図るため、融資や利子補給制度による資金面での支援、会社見学会

や企業説明会等による人材確保面での支援などを行います。 
・中小企業が有する多様な課題に適切に対処するため、経営に関する相談体制を充実し、ニーズに応

じたきめ細かな対応を行います。特に中小企業経営者の高齢化が進む中、事業承継が円滑に進むよ

う支援します。 
・市内での創業を促進するために、創業に関する知識を習得する機会の提供、ワンストップ相談窓口

の設置等の支援を行います。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

商店街魅力
向上事業 

商店街の環境整備やイベント等の活
動を支援することにより魅力向上を
図るとともに、持続可能な商店街づく
りを進めます。 

商店街共同施
設整備補助金
交付 
商工会活動の
支援（一店逸
品事業、まち
ゼミ事業） 
商店街が行う
市民交流活動
への支援 
電子決済対応
への支援 

商店街共同施
設整備補助金
交付 
商工会活動の
支援（一店逸
品事業、まち
ゼミ事業） 
商店街が行う
市民交流活動
への支援 
電子決済対応
への支援 

商店街共同施
設整備補助金
交付 
商工会活動の
支援（一店逸
品事業、まち
ゼミ事業） 
商店街が行う
市民交流活動
への支援 
電子決済対応
への支援 

商工観光課 

企業等振興
支援事業 

企業経営の安定化と事業の高度
化、産業の振興、雇用の場の確保を
図るため、一定規模以上の設備投
資に対して助成を行い、企業の新規
立地や設備投資を促進します。 
県及び近隣市と連携しながら規制緩
和等の側面的支援を行います。 

県及び近隣自
治体と連携し
た側面的支援 
企業振興条例
及び椎の森工
業団地企業立
地促進条例に
基づく奨励制
度の運用 
企業訪問・面
談 

県及び近隣自
治体と連携し
た側面的支援 
企業振興条例
及び椎の森工
業団地企業立
地促進条例に
基づく奨励制
度の運用 
企業訪問・面
談 

県及び近隣自
治体と連携し
た側面的支援 
企業振興条例
及び椎の森工
業団地企業立
地促進条例に
基づく奨励制
度の運用 
企業訪問・面
談 

商工観光課 
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３ 観光 
【目指すまちの姿】 

○地域資源の活用により、観光地としての魅力が向上し、多くの人が集まりにぎわいが創出されてい

ます。 
 

【施策の方向性】 

（１）観光振興に向けた体制づくり 

・観光資源を活用し、観光地としての魅力を高めるために、袖ケ浦市観光協会の活動を支援します。 
 
（２）観光地としての魅力づくり 

・観光地としての魅力を高めるため、観光客の市内での回遊性を高めるための取組を推進し、滞在時

間の長期化を図ります。 
・市内の観光スポットを巡る回遊コースや、近隣市と連携した広域的な観光回遊コースのメニューづ

くりに取り組みます。 
・市内の自然環境等を活かした新たな観光地づくりを推進します。また、民間と連携して取り組む観

点から、地域資源を活用した商品やメニューの開発を行う事業者等を支援します。 
 

（３）観光情報の発信・充実 

・ホームページやＳＮＳ、紙媒体の観光ガイドマップのほか、新たな交流拠点である「ＦＡＲＭ Ｃ

ＯＵＲＴ 袖ケ浦」の活用など、多様な手法を介して市内の観光スポットや特産品に関する情報を

発信します。 
・外国人観光客に向けた情報発信を行います。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

袖ケ浦市 
観光協会活
動支援事業 
【実計新規】 

袖ケ浦市及び周辺地域の豊かな自
然、文化等の観光資源を活用し、観
光地としての魅力を高め、観光事業
の健全な振興を図ることにより、地
域経済の活性化、地域文化の維持
発展に寄与することを目的に事業を
展開する（一社）袖ケ浦市観光協会
（以下「観光協会」）の運営を支援し
ます。 

補助金の交付 
運営支援 
事業活動の周
知 

補助金の交付 
運営支援 
事業活動の周
知 

補助金の交付 
運営支援 
事業活動の周
知 

商工観光課 

地域回遊 
促進事業 
【新規】 

特産推奨品認定事業を会員等にＰＲ
し、多くの商品を特産推奨品として認
定し、種類や品数の増加を図りま
す。 
主要拠点から観光施設までの移動
手段を検討します。 
スタンプラリー事業を拡張します。 

特産推奨品認
定事業の実施 
レンタサイク
ル等の回遊手
段の導入調査 
スタンプラリー
提供事業者数
の勧誘 

特産推奨品認
定事業のＰＲ 
レンタサイク
ル等の回遊手
段の試行 
スタンプラリー
提供事業者数
の勧誘 

特産推奨品認
定事業のＰＲ 
レンタサイク
ル等の回遊手
段の実施 
スタンプラリー
提供事業者数
の勧誘 

商工観光課 

 
 
  

72



第５章 産 業 
 
 

73 
 

 
 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

地域資源活
用支援事業 
【新規】 

大学、高等学校との連携により、若
者の視点による本市の豊かな地域
資源の新たな活用方法について検
討を進めます。 
また、本市の地域資源を活用した農
商工連携に自主的に取り組む事業
者等を支援します。 

事業者に対す
る情報収集 
支援手法の検
討 
地域資源活用
支援補助制度
の策定 
大学、高等学
校との連携協
議 
ビジネスマッ
チング交流会
の開催 

地域資源活用
支援補助制度
の運用 
事業者に対す
る情報提供 
大学、高等学
校との連携に
よる地域資源
活用事業 
プロモーション
イベント参加 
ビジネスマッ
チング交流会
の開催 

地域資源活用
支援補助制度
の運用 
事業者に対す
る情報提供 
ビジネスマッ
チング交流会
の開催 
地域資源活用
事例紹介パン
フレット作成 

商工観光課 

観光情報 
発信事業 
【新規】 

観光協会を事業主体として、ホーム
ページやＳＮＳのほか、紙媒体を活
用した観光ガイドマップなど、様々な
方法により情報発信します。 
「ＦＡＲＭ ＣＯＵＲＴ 袖ケ浦」を活用
し、観光情報を含めた本市の魅力を
市内外へ情報発信します。 

関係機関と連
携した情報発
信 
「ＦＡＲＭ ＣＯ
ＵＲＴ 袖ケ浦」
を活用した情
報発信 

関係機関と連
携した情報発
信 
「ＦＡＲＭ ＣＯ
ＵＲＴ 袖ケ浦」
を活用した情
報発信 

関係機関と連
携した情報発
信 
「ＦＡＲＭ ＣＯ
ＵＲＴ 袖ケ浦」
を活用した情
報発信 

商工観光課 
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３ 観光 
【目指すまちの姿】 

○地域資源の活用により、観光地としての魅力が向上し、多くの人が集まりにぎわいが創出されてい

ます。 
 

【施策の方向性】 

（１）観光振興に向けた体制づくり 

・観光資源を活用し、観光地としての魅力を高めるために、袖ケ浦市観光協会の活動を支援します。 
 
（２）観光地としての魅力づくり 

・観光地としての魅力を高めるため、観光客の市内での回遊性を高めるための取組を推進し、滞在時

間の長期化を図ります。 
・市内の観光スポットを巡る回遊コースや、近隣市と連携した広域的な観光回遊コースのメニューづ

くりに取り組みます。 
・市内の自然環境等を活かした新たな観光地づくりを推進します。また、民間と連携して取り組む観

点から、地域資源を活用した商品やメニューの開発を行う事業者等を支援します。 
 

（３）観光情報の発信・充実 

・ホームページやＳＮＳ、紙媒体の観光ガイドマップのほか、新たな交流拠点である「ＦＡＲＭ Ｃ

ＯＵＲＴ 袖ケ浦」の活用など、多様な手法を介して市内の観光スポットや特産品に関する情報を

発信します。 
・外国人観光客に向けた情報発信を行います。 

 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

袖ケ浦市 
観光協会活
動支援事業 
【実計新規】 

袖ケ浦市及び周辺地域の豊かな自
然、文化等の観光資源を活用し、観
光地としての魅力を高め、観光事業
の健全な振興を図ることにより、地
域経済の活性化、地域文化の維持
発展に寄与することを目的に事業を
展開する（一社）袖ケ浦市観光協会
（以下「観光協会」）の運営を支援し
ます。 

補助金の交付 
運営支援 
事業活動の周
知 

補助金の交付 
運営支援 
事業活動の周
知 

補助金の交付 
運営支援 
事業活動の周
知 

商工観光課 

地域回遊 
促進事業 
【新規】 

特産推奨品認定事業を会員等にＰＲ
し、多くの商品を特産推奨品として認
定し、種類や品数の増加を図りま
す。 
主要拠点から観光施設までの移動
手段を検討します。 
スタンプラリー事業を拡張します。 

特産推奨品認
定事業の実施 
レンタサイク
ル等の回遊手
段の導入調査 
スタンプラリー
提供事業者数
の勧誘 

特産推奨品認
定事業のＰＲ 
レンタサイク
ル等の回遊手
段の試行 
スタンプラリー
提供事業者数
の勧誘 

特産推奨品認
定事業のＰＲ 
レンタサイク
ル等の回遊手
段の実施 
スタンプラリー
提供事業者数
の勧誘 

商工観光課 
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４ 雇用・就業 
【目指すまちの姿】 

○市内の事業所において必要な雇用が確保され、また、意欲を持つすべての人がいきいきと働くこと

のできる就業機会と就労環境が整っています。 
 

【施策の方向性】 

（１）雇用の促進 

・市内事業者の雇用機会を確保するため、合同就職説明会や合同会社見学会など、就職希望者と市内

事業者とのマッチングの場を提供します。 
 
（２）就業機会の拡大 

・ハローワーク、ジョブカフェ等の関係機関と連携し、若者や子育て中の女性、高齢者など、多様な

世代の方が希望する形で就労を実現できるよう支援します。 
 

（３）就労環境の向上 

・関係機関と連携し、労働時間の短縮や仕事と子育てを両立できる環境づくり等、市内事業所におけ

るワーク・ライフ・バランスの実現と労働環境の改善に向けた啓発活動を推進します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

雇用促進 
事業 

市内企業の雇用機会を確保するた
め、合同就職説明会や合同会社見
学会を開催し、市内企業と就職希望
者とのマッチングを図ります。 
また、人手不足への対策として、外
国人労働力の活用を検討していくた
め、市内企業に対し外国人労働者
の受け入れ意向を確認するととも
に、外国人の雇用に関するノウハウ
等の情報提供を行います。 

新卒者を対象
とした合同会
社説明会・見
学会の開催 
一般向け合同
会社面接会の
開催 
市内企業・事
業所に対し外
国人受入れ意
向調査 
在留資格制度
等の情報提供 

新卒者を対象
とした合同会
社説明会・見
学会の開催 
一般向け合同
会社面接会の
開催 
在留資格制度
等の情報提供 

新卒者を対象
とした合同会
社説明会・見
学会の開催 
一般向け合同
会社面接会の
開催 
在留資格制度
等の情報提供 

商工観光課 

就労支援 
事業 

ハローワーク、ジョブカフェちば、千
葉県ジョブサポートセンター等と連携
して、求職者の就職に向けたセミナ
ーを開催し、多様な世代の方が希望
する形で就労できるよう支援を行い
ます。 

関係機関と連
携した、若者
向け就労支援
セミナー・女性
向け就労支援
セミナー・シニ
ア向け再就職
セミナー・ニー
ト引きこもり等
の職業的自立
相談会の開催 
ハローワーク
求人情報の提
供(市政情報
室、図書館） 

関係機関と連
携した、若者
向け就労支援
セミナー・女性
向け就労支援
セミナー・シニ
ア向け再就職
セミナー・ニー
ト引きこもり等
の職業的自立
相談会の開催 
ハローワーク
求人情報の提
供(市政情報
室、図書館） 

関係機関と連
携した、若者
向け就労支援
セミナー・女性
向け就労支援
セミナー・シニ
ア向け再就職
セミナー・ニー
ト引きこもり等
の職業的自立
相談会の開催 
ハローワーク
求人情報の提
供(市政情報
室、図書館） 

商工観光課 
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４ 雇用・就業 
【目指すまちの姿】 

○市内の事業所において必要な雇用が確保され、また、意欲を持つすべての人がいきいきと働くこと

のできる就業機会と就労環境が整っています。 
 

【施策の方向性】 

（１）雇用の促進 

・市内事業者の雇用機会を確保するため、合同就職説明会や合同会社見学会など、就職希望者と市内

事業者とのマッチングの場を提供します。 
 
（２）就業機会の拡大 

・ハローワーク、ジョブカフェ等の関係機関と連携し、若者や子育て中の女性、高齢者など、多様な

世代の方が希望する形で就労を実現できるよう支援します。 
 

（３）就労環境の向上 

・関係機関と連携し、労働時間の短縮や仕事と子育てを両立できる環境づくり等、市内事業所におけ

るワーク・ライフ・バランスの実現と労働環境の改善に向けた啓発活動を推進します。 
 

 

【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

雇用促進 
事業 

市内企業の雇用機会を確保するた
め、合同就職説明会や合同会社見
学会を開催し、市内企業と就職希望
者とのマッチングを図ります。 
また、人手不足への対策として、外
国人労働力の活用を検討していくた
め、市内企業に対し外国人労働者
の受け入れ意向を確認するととも
に、外国人の雇用に関するノウハウ
等の情報提供を行います。 

新卒者を対象
とした合同会
社説明会・見
学会の開催 
一般向け合同
会社面接会の
開催 
市内企業・事
業所に対し外
国人受入れ意
向調査 
在留資格制度
等の情報提供 

新卒者を対象
とした合同会
社説明会・見
学会の開催 
一般向け合同
会社面接会の
開催 
在留資格制度
等の情報提供 

新卒者を対象
とした合同会
社説明会・見
学会の開催 
一般向け合同
会社面接会の
開催 
在留資格制度
等の情報提供 

商工観光課 

就労支援 
事業 

ハローワーク、ジョブカフェちば、千
葉県ジョブサポートセンター等と連携
して、求職者の就職に向けたセミナ
ーを開催し、多様な世代の方が希望
する形で就労できるよう支援を行い
ます。 

関係機関と連
携した、若者
向け就労支援
セミナー・女性
向け就労支援
セミナー・シニ
ア向け再就職
セミナー・ニー
ト引きこもり等
の職業的自立
相談会の開催 
ハローワーク
求人情報の提
供(市政情報
室、図書館） 

関係機関と連
携した、若者
向け就労支援
セミナー・女性
向け就労支援
セミナー・シニ
ア向け再就職
セミナー・ニー
ト引きこもり等
の職業的自立
相談会の開催 
ハローワーク
求人情報の提
供(市政情報
室、図書館） 

関係機関と連
携した、若者
向け就労支援
セミナー・女性
向け就労支援
セミナー・シニ
ア向け再就職
セミナー・ニー
ト引きこもり等
の職業的自立
相談会の開催 
ハローワーク
求人情報の提
供(市政情報
室、図書館） 

商工観光課 
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第６章 市民活動・行財政 
１ 市民活動 
【目指すまちの姿】 

○市民が主体的に地域コミュニティ活動に参加することで住民同士がつながり、また地域の多様な団

体が互いに連携しながら、地域活動が活発に行われています。 
 

【施策の方向性】 

 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

地域人材 
活用事業 
【新規】 

地域コミュニティで活動する担い手を
養成するため、地域づくりに役立つ
知識を学ぶ「まちづくり講座」を開催
します。 
担い手が様々な分野で活動できるよ
う人材活用制度を創設し、担い手と地
域コミュニティ等との連携を図ります。 

まちづくり講座 
人材活用制度
の創設 

まちづくり講座 
人材活用制度
の運用 

まちづくり講座 
人材活用制度
の運用 

市民活動
支援課 

自治振興対
策事業 

市民の自主的かつ主体的な活動に
よるまちづくりを推進するため、自治
連絡協議会や各地区自治連絡会等
の自主活動を支援します。 
また、自治連絡協議会と連携し、自
治会の加入促進を図ります。 

自治会運営へ
の支援 
自治会への加
入促進 
自治会未結成
地区への結成
支援 

自治会運営へ
の支援 
自治会への加
入促進 
自治会未結成
地区への結成
支援 

自治会運営へ
の支援 
自治会への加
入促進 
自治会未結成
地区への結成
支援 

市民活動
支援課 

地域まちづく
り協議会支
援事業 

地域住民や地縁団体、市民活動団
体等で構成する地域まちづくり協議
会の設置及び運営に関する支援を
行い、地域の特性を活かした、地域
の主体的なまちづくりを進めます。 

地域まちづくり
協議会の設立
支援・運営支
援 

地域まちづくり
協議会の設立
支援・運営支
援 

地域まちづくり
協議会の設立
支援・運営支
援 

市民活動
支援課 

 
 
  

（１）市民のまちづくり活動への参加促進 

・まちづくり活動への市民の参加意識を醸成するため、まちづくり活動に関する市民の関心を高める

とともに、参加のきっかけづくりとなる機会を創出します。 
 
（２）地域活動の活性化 

・自治会や市民活動団体による活動が活発に行われるよう支援するとともに、地域まちづくり協議会

の設立と運営を支援します。 
・個別に活動を行っている市民活動団体が連携することで、より効果的な活動が展開できるよう、団

体間のネットワークの構築を推進します。 
 

（３）市民等と行政との協働の推進 

・協働の推進に当たり、協働相談窓口の設置・運営や事例発表会の開催等を行います。また、協働に

関する理解の推進や必要な知識の習得等により、協働に取り組むことができる人材を育成します。 
・市民等と市が連携しながら、地域が抱える課題の解決を図る協働事業提案制度を推進します。 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

市民協働 
推進事業 

地域コミュニティと市が共通の目的
を達成するために、それぞれの果た
すべき役割や責任を自覚した上で、
お互いの自主性を尊重しながら協力
や連携をして、まちづくりを進めま
す。 

協働事業提案
制度の実施 
協働まちづくり
事例集や読本
の作成 
事例発表会の
開催 
市民協働相談
窓口の設置及
びアドバイザ
ーの設置検討 

協働事業提案
制度の実施 
協働のまちづ
くりの事例収
集と提供 
事例発表会の
開催 
市民協働相談
窓口の設置及
びアドバイザ
ーの設置 

協働事業提案
制度の実施 
協働のまちづ
くりの事例収
集と提供 
事例発表会の
開催 
市民協働相談
窓口の運営 

市民活動
支援課 
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２ 人権・男女共同参画 
【目指すまちの姿】 

○性別、障がい、国籍等の多様性への理解が深まり、すべての市民がお互いの人権を尊重し合いなが

ら共生できる社会、自分らしい生き方を選択できる社会に向けた意識づくりが進んでいます。 
 

【施策の方向性】 

（１）人権擁護の推進 

・人権擁護委員等と連携しながら、人権に関する正しい知識について学ぶ機会や、様々な人権問題に

ついて考える機会の提供に取り組み、人権意識の高揚を図ります。 
・市民が抱えている人権問題に関する解決を図るための相談体制の充実を図ります。 

 
（２）男女共同参画の推進 

・男女共同参画社会の実現に向け、セミナー等の開催や広報活動を通して意識啓発を推進するととも

に、あらゆる分野において男女が対等な立場で参画し、その個性や能力を発揮して活躍できる環境

整備や支援に取り組みます。 
・関係機関と連携し、ＤＶ事案の発生に的確に対応します。 

 

 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

人権擁護 
事業 

市民みんなが人権を尊重し合い、心
が通う明るい社会づくりを推進する
ため、人権擁護委員と連携して子ど
もから大人までを対象とした人権に
関する意識啓発を行います。 
また、人権に関する諸問題の解決を
図るための相談体制を整えます。 

人権相談の実
施 
小中学校での
人権教室開催
等 
成人向け講話
の実施 
ヒューマンフェ
スタの開催 
袖ヶ浦高校と連
携した啓発活
動の実施 
袖ケ浦市人権
擁護委員協議
会への補助金
交付 

人権相談の実
施 
小中学校での
人権教室開催
等 
成人向け講話
の実施 
袖ヶ浦高校と
連携した啓発
活動の実施 
袖ケ浦市人権
擁護委員協議
会への補助金
交付 

人権相談の実
施 
小中学校での
人権教室開催
等 
成人向け講話
の実施 
袖ヶ浦高校と
連携した啓発
活動の実施 
袖ケ浦市人権
擁護委員協議
会への補助金
交付 

市民活動
支援課 

男女共同参
画推進事業 

男女共同参画社会の実現に向け、
男女共同参画の意識づくりに取り組
みます。 
また、男女が対等な立場で参画し、
その個性や能力を発揮して活躍でき
るよう、女性の活躍やワーク・ライフ・
バランスの普及促進に向けて取り組
みます。 

男女共同参画
セミナー 
出前講座の開
催、情報誌の
発行 
イクメン応援
セミナーの開
催 

男女共同参画
セミナー 
出前講座の開
催、情報誌の
発行 
イクメン応援
セミナーの開
催 

男女共同参画
セミナー 
出前講座の開
催、情報誌の
発行 
イクメン応援
セミナーの開
催 
第５次計画策
定のための市
民意識調査の
実施 

市民活動
支援課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

市民協働 
推進事業 

地域コミュニティと市が共通の目的
を達成するために、それぞれの果た
すべき役割や責任を自覚した上で、
お互いの自主性を尊重しながら協力
や連携をして、まちづくりを進めま
す。 

協働事業提案
制度の実施 
協働まちづくり
事例集や読本
の作成 
事例発表会の
開催 
市民協働相談
窓口の設置及
びアドバイザ
ーの設置検討 

協働事業提案
制度の実施 
協働のまちづ
くりの事例収
集と提供 
事例発表会の
開催 
市民協働相談
窓口の設置及
びアドバイザ
ーの設置 

協働事業提案
制度の実施 
協働のまちづ
くりの事例収
集と提供 
事例発表会の
開催 
市民協働相談
窓口の運営 

市民活動
支援課 
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３ 多文化共生 
【目指すまちの姿】 

○国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、地域社会の中でともに暮らすことが

できています。 
 

【施策の方向性】 

（１）多文化共生の推進 

・外国人が安心して暮らすことができるよう、多言語による行政情報の提供や案内標識等の整備、日

本語学習の支援等を行います。 
・外国人が地域のコミュニティに気軽に参加しやすい仕組みづくりに取り組みます。 

 
（２）国際交流活動の推進 

・国際交流協会との連携による国際交流イベントの開催や国際交流に関わる市民団体等の育成・活動

支援を行うことで、市民レベルでの国際交流に関する意識の高揚を図ります。 
・研修会等への参加促進により国際感覚豊かな人材を育成し、国際交流活動の活性化を推進します。 

 

 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

多文化共生
推進事業 

外国人住民が安心して暮らせるよ
う、生活支援情報（医療・防災等）や
案内標識等の多言語化を行いま
す。 
また、関係団体等と連携を図りなが
ら、外国人の地域交流の場への参
加促進に取り組みます。 

生活支援情報
や案内標識等
の多言語化 
日本語教室の
開催支援 
地域交流の場
への参加促進 
翻訳機の購入
及び使用によ
る窓口の案内 

生活支援情報
や案内標識等
の多言語化 
日本語教室の
開催支援 
地域交流の場
への参加促進 
翻訳機を使用
した窓口の案
内 

生活支援情報
や案内標識等
の多言語化 
日本語教室の
開催支援 
地域交流の場
への参加促進 
翻訳機を使用
した窓口の案
内 

市民活動
支援課 

国際交流 
推進事業 

互いの文化等を理解するため、袖ケ
浦市国際交流協会によるイベント等
の開催・支援をします。 
また、国際交流推進のため、市主催
によるイベント等を行います。 

国際交流イベ
ント等の開催
（市・国際交流
協会） 
研修会等への
参加・支援 
市民団体等の
活動の支援 

国際交流イベ
ント等の開催
（市・国際交流
協会） 
研修会等への
参加・支援 
市民団体等の
活動の支援 

国際交流イベ
ント等の開催
（市・国際交流
協会） 
研修会等への
参加・支援 
市民団体等の
活動の支援 

市民活動
支援課 
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４ 情報共有・発信 
【目指すまちの姿】 

○広報・広聴活動の充実により市民と行政との間で情報が共有され、シティプロモーションの推進に

より本市に興味・関心を持つ人が増えています。 
 

【施策の方向性】 

（１）市政情報発信の充実 

・広報紙やホームページなど、既存の情報発信媒体による情報発信について、より市民が興味、関心

を持つ工夫を行うとともに、ＳＮＳなど新しい手法を介した情報の発信も積極的に実施します。 
・防災・防犯など、市民の生活の安全に関する情報を、的確かつ迅速に市民に提供します。 

 
（２）広聴活動の推進 

・多様化する市民ニーズを市政に反映させるため、様々な方法により広く市民の声を聴き入れる広聴

活動を推進するとともに、市民の市政への参加機会を提供します。 
 

（３）シティプロモーションの展開 

・ホームページや各種メディアを活用するなど戦略的な情報発信や、市民協働によるＰＲ活動の充実

により、「市外の人に袖ケ浦市を知ってもらい、興味・関心を持ってもらう」ためのシティプロモー

ション活動を積極的に推進します。 
 

 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

広報紙・ホー
ムページ等
による市政
情報の発信 
【実計新規】 

広報紙「広報そでがうら」の発行、市
公式ホームページ、ＳＮＳ、各種メデ
ィアを活用し、市政情報の発信を行
います。 

広報そでがう
らの発行及び
周知活動 
ホームページ
の管理・更新・
トップページリ
ニューアル 
生活安全メー
ルの配信 
ＳＮＳ・メディア
を活用した情
報の発信 

広報そでがう
らの発行及び
周知活動 
ホームページ
の管理・更新 
生活安全メー
ルの配信 
ＳＮＳ・メディア
を活用した情
報の発信 

広報そでがう
らの発行及び
周知活動 
ホームページ
の管理・更新 
生活安全メー
ルの配信 
ＳＮＳ・メディア
を活用した情
報の発信 

秘書広報課 

広聴活動の
充実 

市政やまちづくりに関し、市民の意
見を広く聴き市政に反映させるた
め、各種団体や市民グループとの意
見交換や申出書等による意見・提言
の聴取等を行い、市民参加の市政
を一層推進します。 

市民との意見
交換会の実施 
市民の声の受
付・回答 

市民との意見
交換会の実施 
市民の声の受
付・回答 

市民との意見
交換会の実施 
市民の声の受
付・回答 

秘書広報課 

シティプロモ
ーション推進
事業 

各種シティプロモーション活動を通じ
て、袖ケ浦市の魅力を広く市内外に
ＰＲします。 

シティプロモー
ション事業の
実施 
各種媒体を活
用したＰＲ 
ガウラを活用
したＰＲ 
市勢要覧の作
成 

シティプロモー
ション事業の
実施 
各種媒体を活
用したＰＲ 
ガウラを活用
したＰＲ 
市勢要覧の作
成 

シティプロモー
ション事業の
実施 
各種媒体を活
用したＰＲ 
ガウラを活用
したＰＲ 

秘書広報課 
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３ 多文化共生 
【目指すまちの姿】 

○国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、地域社会の中でともに暮らすことが

できています。 
 

【施策の方向性】 

（１）多文化共生の推進 

・外国人が安心して暮らすことができるよう、多言語による行政情報の提供や案内標識等の整備、日

本語学習の支援等を行います。 
・外国人が地域のコミュニティに気軽に参加しやすい仕組みづくりに取り組みます。 

 
（２）国際交流活動の推進 

・国際交流協会との連携による国際交流イベントの開催や国際交流に関わる市民団体等の育成・活動

支援を行うことで、市民レベルでの国際交流に関する意識の高揚を図ります。 
・研修会等への参加促進により国際感覚豊かな人材を育成し、国際交流活動の活性化を推進します。 

 

 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

多文化共生
推進事業 

外国人住民が安心して暮らせるよ
う、生活支援情報（医療・防災等）や
案内標識等の多言語化を行いま
す。 
また、関係団体等と連携を図りなが
ら、外国人の地域交流の場への参
加促進に取り組みます。 

生活支援情報
や案内標識等
の多言語化 
日本語教室の
開催支援 
地域交流の場
への参加促進 
翻訳機の購入
及び使用によ
る窓口の案内 

生活支援情報
や案内標識等
の多言語化 
日本語教室の
開催支援 
地域交流の場
への参加促進 
翻訳機を使用
した窓口の案
内 

生活支援情報
や案内標識等
の多言語化 
日本語教室の
開催支援 
地域交流の場
への参加促進 
翻訳機を使用
した窓口の案
内 

市民活動
支援課 

国際交流 
推進事業 

互いの文化等を理解するため、袖ケ
浦市国際交流協会によるイベント等
の開催・支援をします。 
また、国際交流推進のため、市主催
によるイベント等を行います。 

国際交流イベ
ント等の開催
（市・国際交流
協会） 
研修会等への
参加・支援 
市民団体等の
活動の支援 

国際交流イベ
ント等の開催
（市・国際交流
協会） 
研修会等への
参加・支援 
市民団体等の
活動の支援 

国際交流イベ
ント等の開催
（市・国際交流
協会） 
研修会等への
参加・支援 
市民団体等の
活動の支援 

市民活動
支援課 
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５ 行政運営 
【目指すまちの姿】 

○社会経済情勢の変化を的確に捉えながら、市民に信頼される行政運営が、効果的・効率的に行われ

ています。 
 

【施策の方向性】 

（１）効率的な行政運営 

・社会経済情勢の変化を的確に捉えながら、計画的な行政運営を行います。また、事務の効率化を図

るために、各種業務システムの効果的な運用とともに新たな情報技術の導入を推進します。 
・防災拠点となっている庁舎については、老朽化が進み耐震性が不足しているため、既存旧庁舎は建

て替え、新庁舎は耐震補強と大規模改修を実施します。 
 
（２）職員の人材育成 

・人材育成方針に掲げる目指すべき職員像を念頭に置いて、各種研修事業を計画的に進めるとともに、

人事評価制度の運用を図ります。 
 

（３）広域行政の推進 

・広域的な対応を行うことにより事務の効率化やコストの削減、市民の利便性向上等が得られる分野

においては、近隣市等との連携を図りながら推進します。 
 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

庶務事務シ
ステムの導
入 
【新規】 

現在各課等の庶務担当者が行って
いる出退勤管理や時間外勤務手当
の支給にかかる事務量を削減し、事
務の効率化を図るとともに、より適正
な管理を推進するため庶務事務シス
テムを導入します。 

運用開始 運用継続 運用継続 総務課 

全庁ＬＡＮシ
ステム再整
備事業 
【新規】 

庁舎整備事業の進捗に伴い、本市
の業務基盤である全庁ＬＡＮシステ
ムの再整備を実施します。 
再整備にあたっては、関係法令等を
踏まえクラウドシステムの導入を図
るほか、情報セキュリティを向上させ
るため、複合複写機にセキュアプリ
ントを導入します。 

新たな全庁Ｌ
ＡＮシステム
の構成の検討 
全庁ＬＡＮ再
整備施工管理
委託 
複合複写機へ
のセキュアプ
リントの導入
の検討 
全庁ＬＡＮ保
守管理の委託
について検討 

次期全庁ＬＡ
Ｎシステムネッ
トワーク機器
構成の決定 
全庁ＬＡＮ再
整備施工管理
委託 
セキュアプリン
トの運用 
全庁ＬＡＮ保
守管理の委託
について検討 

ネットワーク構
築の実施 
複合複写機の
リース満了機
器に合わせた
セキュアプリン
ト対応機器へ
の更新 
全庁ＬＡＮ再
整備施工管理
委託 
全庁ＬＡＮ保
守管理の委託
について検討 

行政管理課 

ＲＰＡ・ＡＩ 
導入推進 
事業 
【新規】 

ＲＰＡやＡＩ等のＩＣＴ技術を導入して
事務改善を図り、効率的な行政運営
を行います。 

ＲＰＡ導入対
象事業の選定
及び試験導入
ＡＩ－ＯＣＲの
導入 
システム等へ
の入力作業を
ＲＰＡ実施環
境整備 

ＲＰＡ導入事
業の拡張 
ＡＩ－ＯＣＲの
利用業務の拡
大 

ＲＰＡ導入事
業の拡張 
ＡＩ－ＯＣＲの
利用業務の拡
大 

行政管理課 
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事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

庁舎整備 
事業 

庁舎の安全性と防災機能の強化及
び市民に開かれた庁舎を整備する
ため、設計・施工一括発注（デザイン
ビルド）方式により一体的に実施し、
より効率的な庁舎整備を進めます。 

実施設計 
建替 1 期庁舎
建設工事 

建替 1 期庁舎
建設工事 
既存新庁舎耐
震補強及び大
規模改修工事 

資産管理課 

職員の人材
育成 
（職員研修・
人事評価） 

袖ケ浦市人材育成方針に掲げる「目
指すべき職員像」を念頭においた職
員研修基本方針・職員研修計画に
基づき各種研修を計画的に進めると
ともに、人事評価制度を適正に運用
し、組織全体として人材育成に努め
ます。 

研修の実施 
人事評価の実
施及び処遇へ
の反映 
職員研修基本
方針・次年度研
修計画の策定 
他の自治体等
への派遣の検
討 

研修の実施 
人事評価の実
施及び処遇へ
の反映 
職員研修基本
方針・次年度研
修計画の策定 
他の自治体等
への派遣の方
針決定 

研修の実施 
人事評価の実
施及び処遇へ
の反映 
職員研修基本
方針・次年度研
修計画の策定 
他の自治体等
への派遣の方
針に基づく実施 

総務課 

火葬場整備
事業 

君津地域４市共同による火葬場を整
備し、安定的な火葬業務を提供しま
す。 

実施設計 
造成工事 
建設工事 
周辺道路整備 

建設工事 
周辺道路整備 

供用開始 
既存施設解体 
駐車場整備 
周辺道路整備 

環境管理課 
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５ 行政運営 
【目指すまちの姿】 

○社会経済情勢の変化を的確に捉えながら、市民に信頼される行政運営が、効果的・効率的に行われ

ています。 
 

【施策の方向性】 

（１）効率的な行政運営 

・社会経済情勢の変化を的確に捉えながら、計画的な行政運営を行います。また、事務の効率化を図

るために、各種業務システムの効果的な運用とともに新たな情報技術の導入を推進します。 
・防災拠点となっている庁舎については、老朽化が進み耐震性が不足しているため、既存旧庁舎は建

て替え、新庁舎は耐震補強と大規模改修を実施します。 
 
（２）職員の人材育成 

・人材育成方針に掲げる目指すべき職員像を念頭に置いて、各種研修事業を計画的に進めるとともに、

人事評価制度の運用を図ります。 
 

（３）広域行政の推進 

・広域的な対応を行うことにより事務の効率化やコストの削減、市民の利便性向上等が得られる分野

においては、近隣市等との連携を図りながら推進します。 
 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

庶務事務シ
ステムの導
入 
【新規】 

現在各課等の庶務担当者が行って
いる出退勤管理や時間外勤務手当
の支給にかかる事務量を削減し、事
務の効率化を図るとともに、より適正
な管理を推進するため庶務事務シス
テムを導入します。 

運用開始 運用継続 運用継続 総務課 

全庁ＬＡＮシ
ステム再整
備事業 
【新規】 

庁舎整備事業の進捗に伴い、本市
の業務基盤である全庁ＬＡＮシステ
ムの再整備を実施します。 
再整備にあたっては、関係法令等を
踏まえクラウドシステムの導入を図
るほか、情報セキュリティを向上させ
るため、複合複写機にセキュアプリ
ントを導入します。 

新たな全庁Ｌ
ＡＮシステム
の構成の検討 
全庁ＬＡＮ再
整備施工管理
委託 
複合複写機へ
のセキュアプ
リントの導入
の検討 
全庁ＬＡＮ保
守管理の委託
について検討 

次期全庁ＬＡ
Ｎシステムネッ
トワーク機器
構成の決定 
全庁ＬＡＮ再
整備施工管理
委託 
セキュアプリン
トの運用 
全庁ＬＡＮ保
守管理の委託
について検討 

ネットワーク構
築の実施 
複合複写機の
リース満了機
器に合わせた
セキュアプリン
ト対応機器へ
の更新 
全庁ＬＡＮ再
整備施工管理
委託 
全庁ＬＡＮ保
守管理の委託
について検討 

行政管理課 

ＲＰＡ・ＡＩ 
導入推進 
事業 
【新規】 

ＲＰＡやＡＩ等のＩＣＴ技術を導入して
事務改善を図り、効率的な行政運営
を行います。 

ＲＰＡ導入対
象事業の選定
及び試験導入
ＡＩ－ＯＣＲの
導入 
システム等へ
の入力作業を
ＲＰＡ実施環
境整備 

ＲＰＡ導入事
業の拡張 
ＡＩ－ＯＣＲの
利用業務の拡
大 

ＲＰＡ導入事
業の拡張 
ＡＩ－ＯＣＲの
利用業務の拡
大 

行政管理課 
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６ 財政運営 
【目指すまちの姿】 

○限りある財源や公共施設等の行政資源が有効に活用され、計画的な財政運営により、安定した財政

基盤が確立されています。 
 

【施策の方向性】 

（１）公共施設等の活用・見直し 

・公共施設を適切に維持管理し、将来的な財政状況を踏まえながら、個々の公共施設について方針を

定め、更新・統廃合・長寿命化等の対策を講じます。 
 
（２）安定した財政運営 

・歳入面では、自主財源を確保するため、市税徴収体制を強化するとともに、国・県等の補助金制度

の有効活用に努めます。また、ふるさと納税の充実等に取り組みます。 
・歳出面では、限られた財源を有効に配分していくために、事業等の見直しを図っていきます。 

 

 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

ファシリティ
マネジメント
推進事業 
【新規】 

公共施設の効率的・効果的な運営を
図るとともに、適正配置・適正規模化
の検討を進めるためファシリティマネ
ジメントを推進します。 

公共施設等総
合管理計画の
進行管理 
個別施設計画
の策定支援 
適正配置・適正
規模化の検討 
公共施設白書
の更新 

公共施設等総
合管理計画の
進行管理 
公共施設等総
合管理計画の
改定 
適正配置・適正
規模化の検討 
公共施設白書
の更新 

公共施設等総
合管理計画の
進行管理 
（仮）再配置計
画の策定 
公共施設白書
の更新 

資産管理課 

ふるさと納
税推進事業 
【実計新規】 

地元特産品のＰＲ、地域経済の活性
化及び自主財源の確保を目的とし
て、本市に一定額以上のふるさと納
税（寄附）を行った市外在住者に対
し、返礼品として本市の特産品等を
送付します。 

新たな返礼品
の検討 
寄附型クラウ
ドファンディン
グなど新たな
財源確保策の
検討 

新たな返礼品
の検討 
新たな財源確
保策の実施 

新たな返礼品
の検討 
新たな財源確
保策の実施 

財政課 
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６ 財政運営 
【目指すまちの姿】 

○限りある財源や公共施設等の行政資源が有効に活用され、計画的な財政運営により、安定した財政

基盤が確立されています。 
 

【施策の方向性】 

（１）公共施設等の活用・見直し 

・公共施設を適切に維持管理し、将来的な財政状況を踏まえながら、個々の公共施設について方針を

定め、更新・統廃合・長寿命化等の対策を講じます。 
 
（２）安定した財政運営 

・歳入面では、自主財源を確保するため、市税徴収体制を強化するとともに、国・県等の補助金制度

の有効活用に努めます。また、ふるさと納税の充実等に取り組みます。 
・歳出面では、限られた財源を有効に配分していくために、事業等の見直しを図っていきます。 

 

 
【事務事業の位置づけ】 

事業名 事業内容 
事業概要 

担当課 
2 年度 3 年度 4 年度 

ファシリティ
マネジメント
推進事業 
【新規】 

公共施設の効率的・効果的な運営を
図るとともに、適正配置・適正規模化
の検討を進めるためファシリティマネ
ジメントを推進します。 

公共施設等総
合管理計画の
進行管理 
個別施設計画
の策定支援 
適正配置・適正
規模化の検討 
公共施設白書
の更新 

公共施設等総
合管理計画の
進行管理 
公共施設等総
合管理計画の
改定 
適正配置・適正
規模化の検討 
公共施設白書
の更新 

公共施設等総
合管理計画の
進行管理 
（仮）再配置計
画の策定 
公共施設白書
の更新 

資産管理課 

ふるさと納
税推進事業 
【実計新規】 

地元特産品のＰＲ、地域経済の活性
化及び自主財源の確保を目的とし
て、本市に一定額以上のふるさと納
税（寄附）を行った市外在住者に対
し、返礼品として本市の特産品等を
送付します。 

新たな返礼品
の検討 
寄附型クラウ
ドファンディン
グなど新たな
財源確保策の
検討 

新たな返礼品
の検討 
新たな財源確
保策の実施 

新たな返礼品
の検討 
新たな財源確
保策の実施 

財政課 
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第 １ 期 実 施 計 画 策 定 方 針 
 
1 策定の趣旨 

本市では、平成２２年に策定した現行の総合計画に基づき、将来都市像『「自立と協働のまち」

人いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦』の実現に向けて、総合的な施策展開を図ってきま

した。 

その後、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正により、市町村の自主的な判断に基

づいた総合的な計画策定を行うことができるようになったことから、新たに総合計画条例（平成３

０年条例第１号。以下「条例」という。）を施行し、今後も総合的かつ計画的な市政の運営を図り、

市の最上位の計画として総合計画を策定し、まちづくりを推進することとしたものです。 

今回、２０２０年度を初年度とする新たな総合計画を策定していることから、条例に基づき実施

計画を策定するものです。 

 
2 計画の性格・期間 

実施計画は、条例の規定に基づき、前期基本計画（２０２０～２０２５年度）に定める施策を実

現するための計画であって、個別の事業における年次ごとの取組内容を明らかにするものとしてい

ます。 

第１期実施計画の期間は、２０２０年度から２０２２年度までの３年間とします。 

実施計画登載事業（以下「計画事業」という。）については、社会情勢の急激な変化に伴い、財

政状況や市民ニーズの変化など緊急な対応が必要となった場合は、行政評価等を活用しながら、計

画事業の見直しを図ることとします。 

 
3 計画策定における考え方 

実施計画は、本市が抱える基本的な課題の解決を図るとともに、更なるまちづくりの推進を図る

ため、基本構想に定める市が目指す将来の姿の実現に向け、基本計画に定める各施策を確実に推進

していく計画とします。 

なお、実施計画の策定に際しては、併せて策定する「第２期袖ケ浦市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」との整合性を踏まえるものとします。 
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4 行財政運営の方針 

本市の財政状況については、世界経済の動向等が市の産業に与える影響による税収の変化につい

て十分留意する必要があるほか、扶助費をはじめとした義務的経費の増加により財政の硬直化が進

んでいる状況にあることから、将来にわたる健全財政の維持を考慮し、経常経費の節減・合理化及

び特定財源の積極的な確保に努め、限られた財源において実現可能な計画とします。 

また、中長期的な視点に立ち、これまでの行政改革や行政評価等による見直しや改善を図りなが

ら、効率的・効果的な事業を展開する計画とします。 

 
5 計画に位置付ける事業 

第１期実施計画には、次に掲げる事業を登載することとします。 

①第１期実施計画期間内に、基本計画に即して新たに実施する重要な事業 

②既存事業のうち、基本計画に即して新たな視点や手法にて行う事業 

③既存事業のうち、基本計画に即して引き続き推進すべき重要な事業 

④将来の実施を計画する事業のうち、第１期実施計画期間内に重要な決定や準備等を行う事業 

 
6 計画策定の留意点 

実施計画は、基本計画の施策を実現する事業を明らかにするものであるため、策定にあたり以下

の点に留意することとします。 

 

（1）計画事業の選定における留意点 

①計画事業については、基本計画に定める施策の方向性に即し、課題解決に向けた優先順位

を考慮しながら、施策ごとの「目指すべき姿」実現に向けて、真に優先度の高い事業を選

定することとします。 

②計画事業の選定にあたっては、事前評価を実施し、以下の点に留意しながら慎重に判断す

るものとします。 

ア 施策に対する貢献度（必要性、有効性、効率性など）が高いか 

イ 市民ニーズが高く、かつ緊急性が高い事業か 

ウ 事業費は適切か 
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（2）計画事業の検討における留意点 

①将来の人口減少や高齢社会の到来など、基本構想の目標年次である２０３１年までに考え

られる、市を取り巻く状況の変化に十分留意して計画事業を検討することとします。 

②基本計画に定める施策の方向性に即し、課題解決に向けた新規の計画事業について積極的

に検討することとします。 

③新規の計画事業については、費用対効果を十分に考慮したうえで、スクラップ＆ビルドの

考え方を基本とし、当該計画事業の終期について設定することとします。 

④従前から継続する計画事業については、全般にわたり厳しい選択と徹底した見直しを行な

い、実効性に留意することとします。 

⑤施設整備事業については、既存施設の代用など公共施設の再編整備に関する基本方針及び

再編整備計画に基づき検証を行ったうえで、利用計画や維持管理計画に係るシミュレーシ

ョンを行うほか、他施設との相乗効果についても検討することとします。 

⑥計画事業の費用については、維持管理費の削減や、適正な受益者負担を図るとともに、国

や県の補助制度の動向に留意し、特定財源の確保に努めるなど、事業費削減や財源確保に

ついて、効率的・効果的な工夫を図ることとします。 

⑦計画事業の実施手法について、市が実施する場合にあっては、ＰＰＰ（公民連携：ＰＦＩ、

指定管理者、アウトソーシングなど）の活用や、事業者やＮＰＯ・市民団体等による実施、

市民・地域・団体・事業者との協働による推進の可能性について検討することとします。 
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4 行財政運営の方針 

本市の財政状況については、世界経済の動向等が市の産業に与える影響による税収の変化につい

て十分留意する必要があるほか、扶助費をはじめとした義務的経費の増加により財政の硬直化が進

んでいる状況にあることから、将来にわたる健全財政の維持を考慮し、経常経費の節減・合理化及

び特定財源の積極的な確保に努め、限られた財源において実現可能な計画とします。 

また、中長期的な視点に立ち、これまでの行政改革や行政評価等による見直しや改善を図りなが

ら、効率的・効果的な事業を展開する計画とします。 

 
5 計画に位置付ける事業 

第１期実施計画には、次に掲げる事業を登載することとします。 

①第１期実施計画期間内に、基本計画に即して新たに実施する重要な事業 

②既存事業のうち、基本計画に即して新たな視点や手法にて行う事業 

③既存事業のうち、基本計画に即して引き続き推進すべき重要な事業 

④将来の実施を計画する事業のうち、第１期実施計画期間内に重要な決定や準備等を行う事業 

 
6 計画策定の留意点 

実施計画は、基本計画の施策を実現する事業を明らかにするものであるため、策定にあたり以下

の点に留意することとします。 

 

（1）計画事業の選定における留意点 

①計画事業については、基本計画に定める施策の方向性に即し、課題解決に向けた優先順位

を考慮しながら、施策ごとの「目指すべき姿」実現に向けて、真に優先度の高い事業を選

定することとします。 

②計画事業の選定にあたっては、事前評価を実施し、以下の点に留意しながら慎重に判断す

るものとします。 

ア 施策に対する貢献度（必要性、有効性、効率性など）が高いか 

イ 市民ニーズが高く、かつ緊急性が高い事業か 

ウ 事業費は適切か 
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袖 企 第 １ ４ ４ 号  

令和２年４月２４日  

 

袖ケ浦市総合計画審議会 

会 長 石 戸  光 様 

 

袖ケ浦市長  粕 谷 智 浩   

 

 

袖ケ浦市総合計画（第１期実施計画）の策定について（諮問） 

袖ケ浦市総合計画における前期基本計画に定める施策を実現するための計画

であって、個別の事業における年次ごとの取組内容を明らかにする第１期実施

計画を策定するに当たり、袖ケ浦市総合計画条例（平成３０年条例第１号）第

５条の規定により、諮問します。 
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袖 総 審 第 ２ 号  

令和２年５月１４日  

 

袖ケ浦市長 粕 谷  智 浩 様   

 

袖ケ浦市総合計画審議会   

会 長  石 戸  光   

 

 

袖ケ浦市総合計画（第１期実施計画）について（答申） 

令和２年４月２４日付け袖企第１４４号で諮問のあったこのことについて、

当審議会は袖ケ浦市総合計画条例第１１条の規定に基づき慎重に審議した結果、

内容について適切であると認め、ここにその旨を答申します。 

なお、審議の過程において各委員から挙げられた下記の意見については、十

分配慮されることを要望します。 

記 

１ 土地区画整理事業や宅地開発による子育て世帯の転入に伴う保育ニーズの

高まりに対し、保育施設整備や産婦人科の誘致などにより、安心して子供を

産み育てやすい環境の整備に取り組まれたい。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており、今後も様々な感染症

の流行が考えられることから、市民の生命を守るため、非常時においても国

や県、関係機関等と連携して医療体制の維持に取り組むとともに、感染症の

流行により経済的に苦しい状況におかれた中小企業、家庭等に対して、市独

自の緊急的な支援の実施などにも取り組まれたい。 

 

３ 今後も高齢者の増加が見込まれることから、さらなる行政と地域との協働

による支援体制づくりや、地域で支え合う仕組みづくりに取り組まれたい。 
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袖 企 第 １ ４ ４ 号  

令和２年４月２４日  

 

袖ケ浦市総合計画審議会 

会 長 石 戸  光 様 

 

袖ケ浦市長  粕 谷 智 浩   

 

 

袖ケ浦市総合計画（第１期実施計画）の策定について（諮問） 

袖ケ浦市総合計画における前期基本計画に定める施策を実現するための計画

であって、個別の事業における年次ごとの取組内容を明らかにする第１期実施

計画を策定するに当たり、袖ケ浦市総合計画条例（平成３０年条例第１号）第

５条の規定により、諮問します。 
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４ 令和元年台風１５号・１９号をはじめとした一連の災害の経験や検証結果

を活かして、地域に期待される役割と行政の役割を整理し、地域における防

災力の強化に努めるとともに、災害応急・復旧対策の充実に向けた総合的な

取組をより一層推進されたい。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

を踏まえ、感染症の流行時における避難所運営等を含めた危機管理体制につ

いても検討されたい。 

 

５ 地域ごとに公園利用者の利用目的、実態等が異なることから、公園利用者

が快適に過ごせるように、地域の利用実態や住民の意見などを踏まえ、必要

な施設の整備や公園管理に取り組まれたい。 

 

６ 企業の働き手不足は重要な課題となっていることから、若年層のＵＩＪタ

ーン就職や地元定着の促進など、人材確保に向けたさらなる取組を推進し、

雇用の促進及び就業機会の拡大に取り組まれたい。 

 

７ 財政状況の厳しさが増していることから、計画の推進にあたっては定期的

な検証を行い、必要に応じて事業の見直しや改善を図るなど、効率的・効果

的な行財政運営に取り組まれたい。 

 

以上 
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袖ケ浦市総合計画審議会名簿 
 

会 長  石戸 光 

副会長  田島 則行 

 

区 分 氏  名 

知識経験を有する者 

(１号委員) 

石戸 光 

江野澤 吉克 

渡辺 絹代 

久保 秀一 

江利角 晃也 

田島 則行 

山口 修 

山田 崇 

松井 洋美 

嘉屋﨑 道子 

各種団体等の役職員 

(２号委員) 

風呂本 充正 

長沼 眞 

若林 和秀 

三好 祥子 

請井 礼子 

中根 幸男 

八木 克典 

阿子島 祐子 

公募による市民 

(３号委員) 

小柳 洋嗣 

鈴木 京子 

答申時現在：令和２年５月１４日 敬称略    

 

  

 
 
 

92 
 

 
 

 

４ 令和元年台風１５号・１９号をはじめとした一連の災害の経験や検証結果

を活かして、地域に期待される役割と行政の役割を整理し、地域における防

災力の強化に努めるとともに、災害応急・復旧対策の充実に向けた総合的な

取組をより一層推進されたい。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

を踏まえ、感染症の流行時における避難所運営等を含めた危機管理体制につ

いても検討されたい。 

 

５ 地域ごとに公園利用者の利用目的、実態等が異なることから、公園利用者

が快適に過ごせるように、地域の利用実態や住民の意見などを踏まえ、必要

な施設の整備や公園管理に取り組まれたい。 

 

６ 企業の働き手不足は重要な課題となっていることから、若年層のＵＩＪタ

ーン就職や地元定着の促進など、人材確保に向けたさらなる取組を推進し、

雇用の促進及び就業機会の拡大に取り組まれたい。 

 

７ 財政状況の厳しさが増していることから、計画の推進にあたっては定期的

な検証を行い、必要に応じて事業の見直しや改善を図るなど、効率的・効果

的な行財政運営に取り組まれたい。 

 

以上 
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用語解説 
 

■あ行 

空家バンク 
主に自治体が定住を促進するた

めに、空家物件情報を紹介する制度。 
一般的には空家の売却または賃

貸を希望する所有者から申し込みを
受けて、空家バンクに登録した情報
を空家の利用を希望する方に紹介す
る制度。 

 
 

■か行 

外来生物 
元々はその地域に生息していな

かったが、貿易等の人間の活動によ
って他の地域から入ってきた生物。
一部は生態系や経済に重大な影響を
与えることがある。 

 
合併処理浄化槽 

トイレの排水及び生活雑排水（台
所・洗濯・風呂等の排水）を処理・
消毒し河川等へ放流する施設。 

 
経常経費 

人件費、扶助費、公債費のように
毎年度経常的に支出される経費。 

 
経常収支比率 

地方公共団体の財政の弾力性を
示す指標。税など経常的に収入され
るお金を人件費・扶助費・公債費な
どの経常的に支出するお金にどれく
らい充てているかの割合。 

 
 

 
公営企業会計 

下水道など公営企業が、経営基盤
の強化や財政マネジメントの向上等
に取り組むため、民間企業と同様の
会計を適用すること。 

 
交流人口 

その地域に住んでいる居住者な
どの定住人口に対して、観光客など
他の地域から訪れる人のこと。 

 
 

■さ行 

災害時要援護者 
ひとり暮らしの高齢者、障がい者、

傷病者、妊産婦、乳幼児など、災害
時に適切な防災行動をとることが特
に困難な人。 

 

市街化区域 
都市計画法に規定された都市計

画区域のうち、すでに市街地を形成
している区域及び概ね 10 年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべ
き区域。 

 
市街化調整区域 

都市計画法に規定された都市計
画区域のうち、市街化を抑制すべき
区域。原則として、許可を取得しな
いと開発行為や建築行為を行うこと
ができない区域。 
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シティプロモーション 

自治体のイメージや知名度を高
めるために、様々な魅力を効果的・
戦略的に発信すること。 

 
消費生活センター 

消費生活に関する様々な相談や
苦情を専門の相談員が受け付け、ト
ラブル解決のための支援をする相談
窓口。 

 
ストックマネジメント 

⾧期的な視点で施設全体の今後
の老朽化の進展状況を考慮し、優先
順位付けを行ったうえで、施設の点
検・調査、修繕・改善を実施し、施
設全体を対象とした施設管理を最適
化すること。 

 
スポーツツーリズム 

スポーツを「観る」「する」「支え
る」ための旅行及びそれに伴う周辺
観光に加え、スポーツを楽しむ環境
の整備、国際競技大会の誘致や開催、
合宿の誘致を包含したもの。 

 
総合型地域スポーツクラブ 

人々が身近な地域でスポーツを
楽しむことのできるスポーツクラブ。
多世代、多種目、多志向（初心者か
らトップレベルまで）という特徴を
持つ。 

 
 
 
 
 
 

■た行 

多文化共生 
国籍や民族などの異なる人々が、

互いの文化的違いを認め合い、対等
な関係を築こうとしながら、地域社
会の構成員としてともに生きていく
こと。 

 
単独処理浄化槽 

トイレの排水のみ処理・消毒し、
河川等へ放流する施設。 

 
男女共同参画社会 

男女が社会の対等な構成員とし
て、自らの意思によって社会のあら
ゆる分野における活動に参画する機
会が確保され、男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享
受することができ、ともに責任を担
うべき社会。 

 
地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で自分
らしく最期まで暮らすことができる
よう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が一体的に提供される地域
の包括的な支援・サービス体制。 

 
地区計画 

住民と自治体が連携して作成し
た、各地区の特徴に相応しいまちづ
くりを誘導する計画。 
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用語解説 
 

■あ行 

空家バンク 
主に自治体が定住を促進するた

めに、空家物件情報を紹介する制度。 
一般的には空家の売却または賃

貸を希望する所有者から申し込みを
受けて、空家バンクに登録した情報
を空家の利用を希望する方に紹介す
る制度。 

 
 

■か行 

外来生物 
元々はその地域に生息していな

かったが、貿易等の人間の活動によ
って他の地域から入ってきた生物。
一部は生態系や経済に重大な影響を
与えることがある。 

 
合併処理浄化槽 

トイレの排水及び生活雑排水（台
所・洗濯・風呂等の排水）を処理・
消毒し河川等へ放流する施設。 

 
経常経費 

人件費、扶助費、公債費のように
毎年度経常的に支出される経費。 

 
経常収支比率 

地方公共団体の財政の弾力性を
示す指標。税など経常的に収入され
るお金を人件費・扶助費・公債費な
どの経常的に支出するお金にどれく
らい充てているかの割合。 

 
 

 
公営企業会計 

下水道など公営企業が、経営基盤
の強化や財政マネジメントの向上等
に取り組むため、民間企業と同様の
会計を適用すること。 

 
交流人口 

その地域に住んでいる居住者な
どの定住人口に対して、観光客など
他の地域から訪れる人のこと。 

 
 

■さ行 

災害時要援護者 
ひとり暮らしの高齢者、障がい者、

傷病者、妊産婦、乳幼児など、災害
時に適切な防災行動をとることが特
に困難な人。 

 

市街化区域 
都市計画法に規定された都市計

画区域のうち、すでに市街地を形成
している区域及び概ね 10 年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべ
き区域。 

 
市街化調整区域 

都市計画法に規定された都市計
画区域のうち、市街化を抑制すべき
区域。原則として、許可を取得しな
いと開発行為や建築行為を行うこと
ができない区域。 
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特定健康診査 

医療保険者が 40 歳以上 74 歳以
下の被保険者と被扶養者に対して、
毎年実施する健康診査。メタボリッ
クシンドローム（内臓脂肪型肥満）
の早期発見を目的とする。 

 
都市計画マスタープラン 

都市計画法に規定されている「市
町村の都市計画に関する基本的な方
針」の通称。総合計画に掲げる市が
目指す将来の姿を実現させるための
都市計画に関する総合的な方針を明
らかにするもの。 

 
 

■な行 

認定農業者 
農業経営規模の拡大や集約化、経

営の合理化等を目指す意欲ある農業
者で、農業経営改善計画を提出し、
市が認定した農業経営者や農業法人。 

 
農地中間管理事業 

農地の集団化、経営規模の拡大、
新規参入を進める目的で、農地の所
有者などから農地を借り受け、担い
手に貸し出す事業。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■は行 

ファシリティマネジメント 
土地・建物・設備とその環境とい

ったファシリティを対象として、 
経営的な視点から設備投資や管理運
営を行うことにより、施設に係る経
費の最小化や施設効用の最大化を図
ろうとする活動のこと。 

 
 

■わ行 

ワーク・ライフ・バランス 
「仕事と生活の調和」と訳され、

子育てや介護、地域活動といった仕
事以外の生活と仕事を自分が望むバ
ランスで実現できるようにすること。 

 
 

■数字 

６次産業化 
農林水産物の生産・漁獲（第一次

産業）だけでなく、加工（第二次産
業）、流通販売（第三次産業）まで手
掛けることで、農林水産業の経営体
質強化を目指す手法。１次×２次×
３次から６次産業と言われている。 

 

■アルファベット 

AI 
Artificial Intelligence の略で、人

工知能のこと。 
 
ALT 

Assistant Language Teacher の
略で、外国語指導助手のこと。コミ
ュニケーションを重視した英語教育、
外国語活動の推進のための支援を行
う。 
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BOO 

PFI の事業方式の１つで Build 
Own Operate の略。民間事業者が施
設等を建設し、維持・管理及び運営
し、事業終了時点で民間事業者が施
設を解体・撤去する等の事業方式。 

 
ICT 

Information and  
Communication Technology の略
で、情報や通信に関する技術の総称。 

 
NPO 

Non-Profit Organization（非営
利団体）の略。営利目的でなく公益
的活動を行う民間団体。 

 

PFI 
Private Finance Initiative の略

で、公共事業を実施するための手法
の一つ。民間の資金と経営能力・技
術力（ノウハウ）を活用し、公共施
設等の設計・建設・改修・更新や維
持管理・運営を行う公共事業の手法。 

 
RPA 

Robotics Process Automation
（ロボットによる業務自動化）の略。
これまで人間が行ってきた定型的な
パソコン操作をソフトウエアのロボ
ットにより自動化するもの。 
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